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───────────────────────────────────────────────── 

◎開会及び開議の宣告 

○議長（市原重光君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから令和元年第３回睦沢町議会定例会を開会いたします。 

  これより本日の会議を開きます。 

（午前 ９時００分） 

───────────────────────────────────────────────── 

◎諸般の報告 

○議長（市原重光君） 日程に入る前に、諸般の報告を行います。 

  地方自治法の規定による議長からの出席要求に対し、それぞれ別紙のとおり出席者の報告

がありました。 

  同じく、地方自治法の規定による例月出納検査の結果について、平成31年４月分から令和

元年６月分までの報告がありました。 

  次に、平成30年度社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会事業決算監査の報告がありました。 

  いずれもお手元に配付の印刷物によりご了承願います。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議会関係の報告 

○議長（市原重光君） 次に、議会関係の報告をいたします。 

  去る８月23日に、今期定例会に係る議会運営委員会が開催されました。内容について、11

番、中村 勇委員長から報告があります。 

  中村 勇委員長。 

○議会運営委員長（中村 勇君） 皆さん、おはようございます。 

  ご報告を申し上げます。 

  去る８月23日に、議長出席のもと議会運営委員会を開催いたしました。 

  案件は、本日招集されました令和元年第３回睦沢町議会定例会に係る運営等についての協

議であります。 

  今期定例会におきましては、５名の議員から一般質問の通告がされております。議案等に

つきましては、平成30年度睦沢町各会計歳入歳出決算認定のほか、専決処分の承認、条例の

一部改正、補正予算など、合わせて承認２件、議案13件、認定１件、報告４件であります。 

  今期定例会の運営について、お手元に配付の予定表によりご説明申し上げます。 
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  会期は、協議の結果、本日と明日６日の２日間を予定いたしました。 

  まず、本日の予定でありますが、最初に、日程第１といたしまして会議録署名議員の指名

を行います。 

  日程第２といたしまして、会期の決定を行います。 

  続いて、日程第３といたしまして、一般質問を行います。一般質問に関しては、質問者、

答弁者ともに制限時間内におさまるよう、特に要点を整理し、簡潔にお願いいたします。 

  その後、日程第４、第５といたしまして、専決処分の承認について、提案説明から採決ま

で、日程第６、議案第１号の睦沢町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制

定についてから、日程第18、議案第13号の令和元年度睦沢町介護保険特別会計補正予算まで

の13議案を一括上程し、町長の提案説明までを予定いたしました。 

  次に、日程第19といたしまして、認定第１号 平成30年度睦沢町各会計歳入歳出決算認定

について、町長及び会計管理者の決算内容の説明、並びに監査委員の審査報告を予定いたし

ました。 

  続いて、本日の予定の最後となりますが、日程第20及び日程第21といたしまして、健全化

判断比率、農業集落排水事業特別会計資金不足比率についての報告及び日程第22、日程第23

で継続費精算報告、事故繰越し計算書の報告を行います。 

  本日の予定は、以上のとおりであります。 

  明日６日は、最初に、日程第１といたしまして、一般会計外５特別会計決算に関する総括

質疑を行い、その後に、決算審査特別委員会の設置を行い、その審査を同特別委員会に付託

し、閉会中の継続審査としたいと思います。 

  なお、決算審査特別委員会の構成でありますが、議員全員で構成することとし、委員長の

ほか副委員長を３名選任する構成としたいと思います。 

  この決算審査特別委員会委員の選任が終わりましてから、休憩中に第１回決算審査特別委

員会を開催いたします。 

  続いて、日程第３、議案第１号から、日程第15、議案第13号までを１件ごとに順次審議を

お願いいたします。 

  なお、採決の方法は、いずれも起立によりお願いをいたします。 

  以上が、議会運営委員会の決定事項であります。 

  議員各位並びに執行部の皆様方には、スムーズな議事運営を行われますよう、格別のご理

解とご協力をお願い申し上げまして、議会運営委員会からの報告を終わります。よろしくお
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願いいたします。 

○議長（市原重光君） ご苦労さまでした。 

  以上で、議会関係の報告を終わります。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎町長挨拶並びに行政報告 

○議長（市原重光君） ここで、町長から挨拶並びに行政報告があります。 

  市原町長。 

○町長（市原 武君） 皆さん、おはようございます。 

  令和元年第３回睦沢町議会定例会の招集に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

  ９月の声を聞き、空の雲も幾分高く感じられるようになりましたが、今年も夏の猛暑や台

風などの豪雨もあり、天候に悩まされることも多くありました。幸い本町においては大きな

被害もなく、稲刈りなども順調に進んでいると思います。 

  また、本年度の各種事業も予定どおりに進捗し、特にスマートウェルネスタウン、道の駅

むつざわつどいの郷もソフトオープンを迎えることが出来ました。後ほど行政報告をさせて

いただきますが、この事業推進に当たりましても、議員各位には日ごろより町政の運営、住

民福祉の向上に対してご指導、ご理解を賜りましたことに改めて感謝を申し上げます。引き

続きのご支援、ご協力をいただきたくお願いを申し上げます。 

  さて、本定例会でご審議いただく案件につきましては、睦沢町会計年度任用職員の給与及

び費用弁償に関する条例の制定ほか12議案、平成30年度一般会計ほか特別会計決算の認定、

専決処分の承認２件並びに報告４件でございます。 

  慎重審議の上、原案どおりご承認賜りますようお願いを申し上げます。 

  なお、本会議に出席予定でありました泰会計管理者につきましては、体調不良により欠席

となりますことについて、ご了承をお願いいたします。事務執行に当たりましては、事務取

扱にて、宮﨑副町長が行うことといたしました。 

  また、議案第２号で誤字がありましたので、差しかえをお願いいたします。 

  次に、行政報告をさせていただきます。 

  初めに、総務課所管について報告いたします。 

  令和元年第２回議会定例会においてご報告させていただいた、平成30年度睦沢町一般会計

事故繰越し繰越計算書におきまして、財源内訳の欄に記載に誤りがありました。本来、既収

入特定財源に記載するところ、未収入特定財源に記載してしまいました。今回改めてご報告
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させていただき、今後このようなことがないよう最善の注意をして参ります。 

  続きまして、まちづくり課所管の行政報告でございますが、初めに、待ち望んでおりまし

た重点道の駅が９月１日にソフトオープンし、当日はオープンに先立ち、オープニングセレ

モニー、そして内覧会を開催いたしました。その後、10時からの開場となったわけですが、

午前中は入場制限をしなければならないほど、多くのお客様が道の駅にご来場してください

ました。 

  ９月１日のオープニングの来客数は約6,000人となり、翌日からも入り口の自動ドアが閉

められないほどのお客様でにぎわっております。これからも多くのお客様にご来場いただけ

ますよう、事業者ともども鋭意努力して参る所存でございますので、皆様方のご支援をお願

い申し上げます。 

  次に、株式会社ＣＨＩＢＡむつざわエナジーの第３期事業報告をさせていただきます。 

  30年度の決算関係参考資料25ページに資料を添付しておりますので、併せてお聞きいただ

ければと思います。 

  当社は、地産地消の電力を供給することで、電気代の削減、地域での資金循環の確立及び

むつざわスマートウェルネスタウンでの地産地消エネルギーサービスを提供することを目的

に、2016年６月に設立され、同年９月に電力供給を開始いたしました。 

  第３期決算は、売上高4,834万円、税引き前当期利益811万2,000円の黒字になりました。

第２期決算と比較して、売上高は1.5倍、税引き前当期利益も大きく伸びており、経常利益

率は16.8％となりました。 

  供給先の契約電力と販売電力量でございますが、契約件数は順調に伸びており、１年間の

供給量は957キロワットから1,074キロワットになり、家庭の契約件数も54件から74件に伸び

ております。 

  また、売上高と売上原価ですが、当期の全体売上高は4,834万円となりました。 

  販売費及び一般管理費と営業利益は売上総利益1,142万7,000円に対して、販売費及び一般

管理費は総額87万7,000円、差し引き営業利益は1,055万円でした。 

  営業外収益及び営業外費用については、町への健康促進器具、歩行姿勢測定器、逆立ちマ

シン、移動式パワープレート、体組成計の寄附に要した費用として239万9,000円となり、第

２期に引き続き、今期も寄附を実施しております。また、健幸むつざわロードレース大会へ

の協賛金として５万円を寄附しております。 

  配当につきましては、当初の取り決めどおり、剰余金が発生しても配当は行わず、新規事
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業やまちづくり事業等の地域振興に関する業務に充当していく方針でございます。 

  主な設備投資の状況については、スマートウェルネスタウンにおけるエネルギーサービス

設備の施工を行い、コージェネレーション設備の導入を国の補助金を活用して実施しました。

30年度にはまだ工事は完成していませんので、損益計算書には計上されておりませんが、貸

借対照表に建設仮勘定として計上しております。 

  資金調達の状況については、エネルギーサービス設備の設備投資に係る資金のうち、消費

税を除いた金額は、国からの地域の特性を生かしたエネルギーの地産地消促進事業費補助金

及び町からの負担金により賄っております。貸借対照表には、圧縮未決算特別勘定に計上し

ており、設備が完成した後に収益として計上する予定です。 

  なお、設備投資に係る国の補助金は、工事完了後に支払われるもので、建設事業者に支払

いをした領収書をもって補助金が振り込まれますので、それまでのつなぎ融資として、株主

である千葉銀行と房総信用組合から１億2,700万円のつなぎ融資を受けております。 

  財産及び損益の状況については、総資産３億8,624万8,000円となっています。重要な親会

社及び子会社の状況としまして、株主は全く変化しておりません。睦沢町が議決権の過半数

を有しており、また、重要な子会社はございません。 

  主要な借入先について、先程の千葉銀行と房総信用組合から１億2,700万円のつなぎ融資

を受けており、国の補助金が支払われ、決算報告書には反映されていませんが、４月にその

うちの8,400万円は返済を行いました。全てを返済するのは、来期決算を踏まえた消費税の

還付が行われる時期になる予定であります。 

  また、株式の状況、会社役員の変更はございません。その他、重要な事項として、むつざ

わスマートウェルネスタウンにおけるエネルギーサービス事業のコージェネレーションシス

テムなどの設備工事の施工を実施しており、工事は順調に進み、予定どおり国の補助金も受

領しております。 

  次に、決算報告書についてですが、貸借対照表の資産の部、流動資産については、１億

4,397万8,746円、固定資産として建設仮勘定２億4,223万3,982円が計上されており、資産の

部合計は３億8,624万8,728円になります。 

  負債の部は流動負債として、３億6,860万9,817円ということで、短期借入や圧縮未決算特

別勘定２億3,587万4,905円などを計上しております。 

  純資産の部につきましては、株主資本1,763万8,911円ということで、当初の資本金900万

円に加えて、利益剰余金863万8,911円を加えたものになっています。 
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  損益計算書につきましては、純売上高は4,834万707円、売上原価として調達費、託送供給

料、納付金等を合わせまして3,691万3,009円、総利益として1,142万7,698円、販売費及び一

般管理費87万7,151円を売上総利益から差し引きまして、営業利益1,055万547円となってい

ます。 

  経常利益として811万2,782円から、法人税、住民税及び事業税151万7,000円を差し引き、

当期純利益は660万4,782円となりました。引き続き、事業運営に万全を期して参りたいと存

じます。 

  以上、挨拶と行政報告をさせていただきました。よろしくお願いいたします。 

○議長（市原重光君） ご苦労さまでした。 

  本日、お手元に配付のとおり、町長から議案の送付があり、これを受理したので、報告を

いたします。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（市原重光君） これより日程に入ります。 

  日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。 

  会議録署名議員は、会議規則の定めにより、議長から指名をいたします。１番、丸山克雄

議員、13番、田中憲一議員を指名いたします。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎会期決定の件 

○議長（市原重光君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、議会運営委員会で決定のとおり、本日と明日の２日間にしたいと思い

ます。これにご異議はありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（市原重光君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本定例会の会期は本日と明日６日の２日間に決定しました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎一般質問 

○議長（市原重光君） 日程第３、これから一般質問を行います。 

  一般質問につきましては、既に通告がされております。質問者並びに答弁者は、要旨を整
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理され、簡潔に述べられますようお願いをいたします。 

  また、通告以外の質問には答弁されませんので、あらかじめご了承ください。 

  それでは、通告順に従い、順番に発言を許します。 

───────────────────────────────────────────────── 

◇ 市 原 時 夫 君 

○議長（市原重光君） 最初に、12番、市原時夫議員の一般質問を行います。 

  市原時夫議員。 

○１２番（市原時夫君） 日本共産党の市原時夫です。通告順に沿って一般質問を行います。 

  まず最初に、住民の足の確保について伺います。 

  この問題は、これまでも路線バスの廃止、縮小の動きが出たときに、私は民間バス会社へ

の直接調査を始め、循環バス実施、デマンド交通の提案などを議会でも取り上げて参りまし

た。 

  今、そしてこれからは、民間交通機関の活用とともに、高齢者、生徒、学生、通勤者など、

若者、そして中高年の足の確保の問題で、公共交通の役割はさらに切実なものになると考え

ておりますが、町長はどうお考えでしょうか。 

  その第一には、国としても、高齢社会白書2019年版によれば、65歳以上の人口が2040年を

ピークにすると予測をされており、町も恐らくそうだと思いますが、今後、高齢者人口の増

加とともに、住民のさらなる足の確保が求められるということは、明らかになっているので

はないでしょうか。今こそ充実の立場で計画を立て、実施をする時期ではないかと思うわけ

であります。 

  既に現状で地域交通機関の衰退により、住民の足の確保、移動が制限をされているもので

ありまして、住民の日常生活、地域社会活動に支障を来していると考えております。 

  第２に、交通安全の立場から、高齢者の免許返納の気持ちはあるが、そうなると移動の自

由が制限されるという大問題も、今、表面化をしているわけであります。 

  この住民の足の確保の問題は、大きく言えば、いつでもどこでも自由に安全に移動するこ

とは、健康で文化的な最低限の生活を営む上で欠かせないものであり、憲法に保障された生

存権、移転の権利、幸福追求権などをもとに、移動する権利を保障する施策が、国や自治体

に求められているのではないでしょうか。地域交通をめぐる深刻な状況を見れば、住民の移

動権を実質的に保障する施策を進める必要があると考えております。 

  第３に、年金が当てにならないから2,000万円ためておけと、とんでもない、これは事実
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でしょうけれども、内容が国民の間で大問題となりました。 

  こういう政治の中で、高齢者の就業も増えており、新たに仕事先への移動ということも問

題になって来ると考えます。マイカーを利用していた生活から、公共交通による住民の暮ら

しを、移動の自由を確保するという観点が必要なのではないでしょうか。 

  そこで、交通移動手段の保障という件について、長期的にしっかり町行政と位置付けるべ

きと考えますが、伺います。もしこうした長期的なきちっとした計画があるのなら、その趣

旨をご説明願いたいと思います。 

  第２に、運転免許証を返納したいが、その後の交通機関の不便を感じ、返納出来ないとい

う方が多いと思われますが、こうした実態調査はされたのか。されていれば、その結果。さ

れていなければ実施をすべきではないかと思いますが、お聞きをいたします。 

  第３に、現状で運転免許証返納者への福祉タクシーの利用制度は、どのように活用されて

いるか伺います。 

  交通移動の権利の保障という場合、町内にとどまらないわけでありますが、マイカーで移

動されていた状態に近い環境づくりが必要でありまして、例えば長生病院を含め、町外へは

主要道路となる路線バスから駅への連絡が主体と思われますが、私は、町内の各世帯を回る

デマンド交通と、路線バスや新たな公共交通との接続を充実した、こうした制度をしっかり

と位置付けるべきではないかと考えます。特に、長生郡市の広域での協議をしながら、行政

を越えた取り組みをすべきではないかと考えますが、伺います。考えがあれば、お聞かせく

ださい。 

  次に、空き家対策について、お聞きをしたいと思います。 

  町のこれまでの調査によると、３桁以上に上る空き家があるとされてきました。空き家と

いっても様々な形態があり、空いている借家、売りに出している家、日常的には利用してい

ないが定期的に管理され将来活用を見込んでいる家、別荘、その他の空き地に国のほうは分

類をされているようであります。 

  この中で１番問題なのが、放置されたままのその他の空き家が増えているのではないかと

思われることであります。庭木が生い茂り、近隣の安全その他で迷惑を掛ける。火元にもな

らないかという心配、危険があるなど、安全、衛生、景観の面でも解決をしなければならな

い問題だと思います。 

  平成26年11月に、空家対策特別措置法が施行されました。空き家の実態調査、空き家の所

有者への適切な管理の指導、空き家の跡地についての活用促進、適切に管理されていない空
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き家を特定空家に指定することが出来る、助言、指導、勧告、命令が出来る、罰金や行政代

執行を行うことが出来るなど、危険な空き家を自治体が特定空家と認定して、解体し、費用

を所有者に請求するなどのものでありますが、全国的にも町内でも、こうしたところは確か

１件あったかな、わかりませんが、これまでも町としては様々な努力をされて来たことは評

価をいたします。空き家バンクの制度を作り、また、空き家の管理者への管理の徹底、処分

など、こうした指導をされてこられまして、私の知っている中でも、こうした取り組みの中

から所有者が自主的に取り壊し、整地をするなどの前進面も生まれております。 

  ただ、私は、何でも取り壊しが最優先ということではなく、活用出来る空き家の解体、除

去は資源の浪費でもありますから、有効に活用出来るようにすることが重要だと考えていま

す。現存する住宅資源を生かすことを促進し、中古住宅の流通をしやすく出来る施策の拡充

へ充実をすべきではないでしょうか。 

  そこで、第一に、町内の空き家はどの位あるのか、改めてお聞きします。また、特にその

他空き家と思われる放置空き家の現状と対応はどうお考えか、また、やっているのか、お聞

きをします。放置空き家の増加と原因について、有効活用の障害になっている理由はどこに

あるのか、どう捉えているのか、お聞きをいたします。 

  私は、町はこれまで住宅を新たに作る、そして、補助制度などで低額の負担により住民人

口を増やすということで、これが一定の効果を上げていることは評価をいたします。有効に

活用出来る制度はどうしても必要ではないでしょうか。解体した跡地を家庭菜園にするとか、

隣の家が買い取ることが出来る、こういうような利便性を援助するとか、個人の努力では限

界がある、町としての何らかの制度、仕組みを検討すべきではないか。 

  長期的なまちづくりの一環として、私はこれは、今後のまちづくりのためには非常に重要

な問題を含んでいると考えますので、お聞かせいただきたいと思います。 

  次に、学童クラブについてお聞きをしたいと思います。 

  学童クラブが睦沢小学校敷地に移転をいたしましたが、子育て支援の町への充実として、

国の様々な指導などにとどまらず、指導員の専門性を充実した体制にするときではないかと

考えます。 

  この学童クラブは、町の様々な施策がありますけれども、住民自身が立ち上げて、そして

運営を進める中で、行政が援助をし、そして行政が主体になるというような、いわば住民が

主人公というタイプの中から、切実な要求の中から実施をされ、進んできたものでありまし

て、だからこそ当初４名の児童から始まった学童保育が、町の積極的取り組みなどもありま
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して、また、睦沢小学校敷地への移転もあり、支援員、以前は指導員と言っておりましたが、

名前が変わったようでありますが、努力もあり、利用者の増大など、喜ばれているわけであ

ります。 

  現在、教室数は３教室に増えたようですけれども、日常的な利用児童の数と夏休みの利用

者数は、それぞれどの位になっているのか。支援員の配置数、資格取得状況をお知らせいた

だきたいと思います。 

  厚生労働省は2015年から１教室に放課後児童支援員を原則２名以上配置する。同支援長は

保育士や社会福祉士などの資格を持つとともに、都道府県知事の研修を修了するという従う

べき基準を設け、各市町村に義務付けをしたわけであります。こういうところにきちっと該

当してやられているかどうか、お聞きをします。 

  また、基準を40人以下を単位に指導員２名以上配置をする。そして、そのうち１人は放課

後児童支援員という新基準で認定をされた有識者などにするというふうにしております。 

  ただ、その後、この配置数や資格については町の判断に任せる、自治体に任せるという、

いわば後退的な内容が出ました。 

  私は、町としては当初の国の基準どおり、策定の従うべき基準を堅持すること、有資格者

の原則２名配置という、より充実した体制をすること、支援員の病気などの事態にも対処出

来るように、２名プラスアルファでどんなときでも確実に複数配置が出来るような充実をす

べきではないかと考えますので、お聞きをしたいと思います。 

  以上、１回目の質問を終わります。 

○議長（市原重光君） 市原町長。 

○町長（市原 武君） 市原時夫議員のご質問にお答えをいたします。 

  最初に、１、住民の足の確保について、現在、町の広域的な公共交通は、小湊鉄道が運行

するバス路線２路線のみとなっております。 

  町は、平成25年に利用者の減や運行費用の増に伴い、巡回バスの運行を廃止し、それにか

わり、町内在住者などが路線バスを利用するに際し、運賃の２分の１を補助する制度を開始

いたしました。 

  路線バスの利用者、延べ人数になりますが、制度開始前の24年度は約１万4,000人でした

が、制度を導入した25年度には約１万8,000人となり、その後、徐々に利用者も増え、30年

度には約２万3,000人となりました。 

  また、利用登録者数は191人で、二十未満が66人、34％、60歳以上の方が92人、48％とい
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った状況でございます。 

  また、この路線バスの運行については、利用者への補助とは別に、運行事業者に赤字補塡

として750万円の運行維持補助金を支払いしております。 

  このことにより、福祉タクシーと併せ、広域的な公共交通に関しては、ある程度補完され

ているものと認識をしております。 

  議員ご質問の、生活に寄り添った広域的代替公共交通という意味では、路線バスは本数も

少なく、かつ土日祝日の運行もされておらず、これが完全ではないことも十分理解をしてお

ります。 

  以前、私もいすみシャトルを本町にとめたいということを申してきましたが、いすみ市、

また、シャトルの運行事業者でもあり、路線バスの権利を持っている事業者などとの課題も

あり、その実現がなかなか出来ない状況でございます。 

  また、現時点では町単独で町の外に出るバスやデマンドの運行許可が出ないような制度と

なっております。 

  しかしながら、国でも規制緩和を進めておりますので、今後の状況を注視しながら、町が

出来ること、出来る範囲の中で検討して参りたいと思います。 

  なお、住民の足の確保という点では、町内の移動手段といたしまして、現在、町民主体に

よります、くらしの足のプロジェクトチームを立ち上げ、町内の交通問題の解決を図るため

の検討を進めております。これは、プロモーションプロジェクトの中で配車システムを検討

して参りましたが、昨年度は町民を対象とした、くらしの足ワークショップを開催し、町民

が交通手段に対して持っている課題や現状について話し合いを行いました。 

  また、気兼ねなく送迎を頼めるようなという意見からも、今までとは違う新しい交通の可

能性を見出さなくては、せっかく新しい交通手段を企画しても、利用する人がいないという

事態もあり得ることがわかりました。 

  このように、交通問題については様々な課題や事情が絡んでいることから、単年で解決す

ることは非常に難しく、ある程度長いスパンで成果を見込む必要があることを改めて認識す

ることになりました。 

  本年度になってからのワークショップについては、住民によるプロジェクトチームを立ち

上げており、12名の住民が参加してくれております。 

  なお、交通弱者の希望の全てに応えようとするような運行を考えていくと、中途半端な対

応になることや、運行する側にとっても負担になってしまいますので、運行する側が出来る
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ことの中で、最善の方法やサービスが出来るようなことを考えながら、その考えに同意出来

る会員を募って、実験的に運行していく形をとりたいと考えております。 

  また、全てがボランティアになると負担も増え、継続が難しくなってきますので、費用の

ねん出方法や役務の対価については、他の事例をベースに、ある程度の運行方法が決まった

ら検討して参ります。 

  具体的には、一つ目として、決まった時間に決まった目的、買い物のために乗れる、お買

い物ワゴン、これは仮称でございますが、新しい道の駅を目的地として、土睦地区と瑞沢地

区に分けて車両でのルート巡回を行い、食品や医療品などの生活必需品をそろえるための手

段として利用出来るものです。 

  二つ目といたしましては、町内の行きたいところまで連れていくデマンドカー、これは仮

称でありますけれども、デマンドカーでは利用予約や運転手の確保状況により、必ず利用に

応えられるものではありませんが、利用者の自宅から目的地までドア・ツー・ドアで移動が

出来るものであります。 

  いずれの方法も、プロジェクトチームのメンバーが所有している車両や、町の公用車の空

き時間を利用しての運行を予定しており、利用予約から車両運転までの全てをメンバーがボ

ランティアで実施することを予定しております。 

  利用はボランティア運送の趣旨に同意する方のみの会員制、利用者の負担が大きくならな

い程度の会費にて運営することで進めていければと考えています。 

  運用開始の目標といたしましては、10月ごろに交通弱者に協力していただき、テスト運行

を開始し、問題点などを改善しながら年度内の運用開始を予定しております。 

  なお、交通問題につきましては、住民任せということではなく、本プロジェクトとは別に

検討をする予定でございます。将来の新しい地域交通ということで、町内の施設利用者や住

民が役場や公民館、道の駅、運動公園などの拠点間を移動するための移動交通手段として、

環境に優しいスマートモビリティーの導入を目指したいと考えております。 

  また、併せて、将来的には公共交通の自動運転化を見据えた最新の技術動向や関連する法

改正なども踏まえ、地域住民の利用ニーズにも対応が出来るような、電動により時速20キロ

未満で公道を走る、スローグリーンモビリティーの導入も検討していきたいと思います。 

  こちらについては、出来れば道の駅などの民間事業者が事業主体となって運行が出来るよ

うなシステムにしたいと考えております。 

  住民の足の確保ということで、喫緊の課題ということは十分認識しておりますので、出来
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るだけ早い時期に実現可能となるよう、鋭意進めて参りたいと思いますので、ご理解を賜る

ものでございます。 

  次に、２の空き家対策について、まず、放置空き家の現状について申し上げます。 

  空き家につきましては、昨年度調査を行っており、空き家に該当すると思われるもの、こ

れは建物が所在している土地に住所がない方で、外観目視によりまして生活している形跡が

見られない建物、これが183件、また、空き家に該当するか、しないかの判断が出来ないも

のが100件、これは外観目視により居住はしていなそうだが、定期的に使われているなどの

形跡が見られるもの、例えば、洗濯物が干されていたり、浄化槽のブロワーが動いていたり

して、常時ではありませんが、定期的に建物を利用していると思われるものでございます。 

  そして、空き家となった理由ですが、本年７月に確実に空き家に該当すると思われるもの、

判断が出来ないもの、合わせて283件分の建物の所有者に対して、空き家の有効活用を進め、

定住促進による地域活性化につなげるためのアンケート調査を実施いたしました。 

  空き家と思われる方の所有者の住所は県内で173件、そのうち、多いところで茂原市が35

件、千葉市30件です。また、県外では110件で、そのうち、東京都67件、神奈川県21件、埼

玉県13件という状況でございます。調査件数283件に対し、回答は131件あり、回答率は

46.3％でございました。 

  その結果、自分または親族が住んでいる、売却・譲渡済みである、解体済みである、貸し

家で入居者が既にいると回答した人は20人、15.4％で、お盆や正月などに時々利用している、

物置・倉庫として利用している、仕事場・作業場として利用している方が63人、48.5％、貸

し家で入居者なしが２人、1.5％、空き家となっており利用していないと回答した方が45人、

34.6％でありました。 

  この問いの、自分または親族が住んでいる、売却・譲渡済みである、解体済みである、貸

し家で入居者が既にいると回答した20人を除いた人に、空き家になった理由を聞いておりま

すが、１番多い回答は、住んでいた人が死亡したためが約25.5％。次いで、取得したが入居

していないためが14.5％、そのほか、住んでいたが施設入所・長期入院したため相続等によ

り取得したが住む人がいないためという順でございました。 

  また、今後、空き家をどのようにされますかという問いについては、売りたい・売っても

よいが24.5％、今後も自分または家族が管理するが14.5％、次いで予定なし、セカンドハウ

ス・物置として使用する、解体したいという順で回答がございました。 

  そして、空き家バンク制度に関する問いについては、登録したいという方が23人、21％、
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登録しなくてもいいという方が48人、43.6％、その理由は、現在使用している、または今後

使用する予定があるというものが多くを占めていました。 

  このアンケートを契機に、７月以降に空き家バンクの登録が６件あり、これから登録した

いという直接の問い合わせも２件ございます。 

  現在の空き家バンクへの登録はこの６件を含め８件でございますが、空き家を利用したい

方の登録数は141件あり、特に東京を始め都市部の方が多く、また、空き家を利用したい方

は確実に増えて来ております。このようなことから、まずは空き家バンクへの登録をしてい

ただくようＰＲをしていきたいと思います。 

  今後は、空き家を活用するために、アンケートで空き家の活用に興味を持っている方には

連絡先をいただいておりますので、メールマガジンを配信します。配信内容については、町

の補助金や空き家バンクの支援情報のほか、空き家の活用事例や空き家関連のワークショッ

プ開催も考えておりますので、その開催情報などを随時配信するとともに、質問なども受け

付け、国や県、また専門家にも回答をもらい、よくある質問集として配信します。 

  また、これらの配信内容は町のホームページでも一般に公開し、空き家に関する関心度を

高めて参りたいと考えます。 

  アンケートの中でも、今後の活用予定がなくどうしてよいかわからない方や、荷物が置い

たままで処分に困っているというご意見もいただいておりますので、民間事業者による空き

家を活用するためのセミナーなども企画していきたいと考えております。 

  その他、空き家所有者等からのご意見として、管理が大変なので処分したいなどもありま

すので、空き家の放置による環境面への影響や、人口減少対策への貢献が出来るよう、議員

のご意見も参考にしながら、今後とも検討・研究して参りたいと思いますので、ご理解をお

願いするものでございます。 

  次に、３番の学童クラブについて、睦沢小学校敷地に移転したが、子育て支援の町への充

実として、国の基準にとどまらず、指導員の専門性を充実した体制にすべきではについてお

答えいたします。 

  本町では、平成16年度より公設の放課後児童クラブとして、町社会福協議会に業務委託し

て運営をしております。 

  その児童数は、当初は16人でございましたが、徐々に利用者数は増えて参りました。特に、

本年度の通年利用者は58人となり、昨年度の38人から20人増と著しく増加しており、この夏

休みの利用は40人となり、通年と合わせますと98人の利用となっております。 
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  このように利用者が増えた要因といたしましては、今年度は小学校１年生になったお子さ

んが多いということが挙げられますが、今後の見込みとしては、数年横ばい状態が続いた後、

減少していくものと思われます。 

  ご質問の、学童クラブが睦沢小学校敷地に移転したが、子育て支援の町への充実として、

国の基準にとどまらず、指導員の専門性を充実した体制にすべきではでございますが、地域

の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が

５月31日に成立し、この法律の中で児童福祉法についても改正され、放課後児童健全育成事

業に従事する者及びその員数については、令和２年４月１日以降、省令と異なる条例の定め

を置くことが可能となりました。 

  本町では、平成30年４月の小学校再編に合わせ、放課後児童クラブも現在の睦沢小学校に

移転し、現在空き教室三つを使用して運営しているところでございます。移転により部屋数

も増え、学校終了後の移動もなくなったことから、利便性は向上したものと考えており、ま

た、現在７名の支援員・補助員がおりますが、その方々の資質も高く、利用されている方も、

町としても満足のいく運営が出来ていることや、児童の安全面などを考慮し、現在のところ

支援員の員数を減らすことは考えておりません。 

  今後も、事業のさらなる質の向上を図るため、放課後支援も含め、利用者や様々な方のご

意見を聞きながら運営を行って参りたいと考えておりますので、ご理解、ご協力をお願いい

たします。 

  ちなみに、支援員・補助員の内訳でございますが、支援員が３人、うち町職員が２人、そ

のうちの１人は保育士、町職員以外で保育士の女性の方が１人、またもう一人は、今、介護

により休職中でございますが、もう一人支援員が、保育士の方がおります。あとは、補助員

が４名ほどおりますが、みんな４年から10年ということで、ベテランの方がそろっていると

いう状況でございます。 

  以上でお答えとさせていただきます。 

○議長（市原重光君） 市原時夫議員。 

○１２番（市原時夫君） 住民の足の確保についてでございます。 

  これは今の話もお聞きをしたんですが、結局今の話ですと、ボランティアと、それから会

員登録制で、これはそういう形をずっと続けるという意味なんですか。それとも、当面のと

ころでやってみるということなのか、ちょっとそこがわからないので、ご説明を願いたいと

いうふうに思います。 
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  それから、ちょっとはっきりわからないのですが、最初、この町の配車システム計画の中

で、私もこれは意見をつけたのですが、スポーツ観光優先の立場から、観光客向けの移動手

段の充実ということを出して、その中で住民も利用出来ますよという形になっていたので、

それは主客転倒じゃないかと。まず、住民ではないかということで、私も提案をしたわけで

すけれども、基本的な考え方がどういうふうになっているのかということをお聞かせいただ

きたいというふうに思います。 

  それから、数字的な問題でわかれば、わからなきゃしようがないと思いますが、免許証の

返納の問題だとか、福祉タクシーの利用の問題だとか、こうした点の数字的なものがわかれ

ば、それは教えていただきたいというふうに思います。 

  それから、もう一つは、今ちょっとお答えがなかったんですが、町内の中での一定の方策

というのは出したと。私が聞きたいのは、それだけじゃなくて、行政を越えたこうした広域

的な公共交通機関の充実ということで、例えば長生郡市の広域での協議などを含めて、つま

り、これまでマイカーを利用された方が、例えば免許返納で出来なくなったといった場合に、

それは町内だけで動いていたわけではないわけですから、それと出来るだけ同等、近い形の

交通のことを考えた場合には、最低でも長生郡市の中で自由に移動出来るという視点での協

議を、私はしながら、そうした広域的な交通の対応を検討すべきではないかと。 

  全体で無理でも、例えば睦沢町の場合ですと、茂原との関係が１番大きいわけですから、

茂原市との行政を越えた取り組みという考え方もあるのではないかと思いますので、その点

はちょっと今はっきりしなかったので、お聞きをしたいというふうに思います。 

  それから、これは数字的な問題ですけれども、今後の、じゃ、具体的に新たな免許取得、

見込みはどうなのかと。それから、返納。ここ５年でも10年でもいいですけれども、大体ど

の位の数で睦沢町はなっているのか、今後、返納者というのは見込みはどういうふうに考え

ているのか、この辺をお聞きしたいというふうに思います。 

  私、なかなか難しいけれども、全国的に色々調べてみました。それで、例えばですよ。例

えばの提案の問題ですけれども、長野県木曽町というのがあります。これは、行政を越えた

ということではないのですが、実質的には行政を越えたようなシステムだと。というのは、

合併という事態があって、その協議会の中でかなり広域的な移動手段の充実が求められてい

るというようなことで、利用者ニーズを色々把握したと。 

  今の町長の話ですと、主催者として出来る範囲内でというようなこと、それから、利用者

を一部に限定するというような話でありましたけれども、私は、それは本当に全体的な今後
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の高齢者を含めた方々への足の確保につながらないというふうに思うわけでありまして、木

曽の町というのは、もう根本的な考え方から違うんですよ。 

  例えば、じゃ、その路線バスの利用者が増えましたと。木曽町ではバス停までの時間、こ

れによってかなり利用したいが利用出来ないというようなところもあると。これは睦沢町も

そうだと思いますよ。幹線しか走っていないんだから。そういう意味で、ここでは徒歩７、

８分なら大丈夫というのが、７割がそういう回答をしたということで、こういうところは一

つ大事だということを明らかにしたと。 

  ですから、現存の路線バスや一部のこうした会員的なものではなくて、全体を対象にした

と、これが大事ではないかと思うわけであります。 

  日中は１時間に１本、朝、夕の学校から帰って来るとか、通勤から帰って来るときは40分

に１本というような形で、例えば睦沢町の路線バスは最終時間延長、こういうようなものも

要望もあると思いますけれども、こうした点も含めた民間の路線バス等公共交通機関という

基本的な考え方を、まず明らかにするということが大事ではないかと。 

  そういう中で出たのが、交通体系としてゾーンバスシステムの導入、これはどういうこと

かというと、一つはつまり路線バス的な動きの幹線道路などを走るバスに、どう地域の人々

をつなぎ合わせるかということで、巡回バスとデマンドタクシーなどの乗り合わせと乗り継

ぎ、ポイントを決めて組み合わせるという仕組みで、これは取り組んだということが出てい

たわけであります。これは結果的には行政を、実質的には越えたんですけれども、合併しち

ゃったので、これは一自治体という話ではありますけれども、こうした基本的なところのも

っと長期的な考え方をやる必要があるのではないかと思うんです。 

  ちなみに、私これで事業的にどうですかと。平成30年度の事業収支は１億8,400万円の赤

字だと。だけれども、特別交付税で８割は出ると。残り２割が町負担だということで、ここ

はかなり財政問題もよく考えているわけであります。 

  だから、私は特定の部分じゃなくて、大きく、広く長期的に考えてはいかがかなと思いま

すので、こうした広域的な交通のあり方についての考え方をお聞きをしたいというふうに思

うんです。 

  国の補助制度で幾つか見てみました。例えば2011年度から始まっているのが、地域公共交

通確保維持改善事業補助金、それから、国土交通省自動車交通局旅客課の地域公共交通づく

りハンドブックと、長いんですが、これを見ますと、地域公共交通について、市町村が地域

住民とともに主体的に取り組むことが出来るように、地域公共交通会議や法定協議会の設置
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などの活用の仕方まで紹介をしているわけでありまして、地域間の幹線バスが地域で役立つ

ようにするコミュニティーバス、デマンド交通との結節による路線の見直し、通勤通学の利

用実態に合わせたダイヤ編成なども紹介しているということですから、国のほうもこうした、

今はなかなかそういう制度がないというような話もありましたけれども、検討もされている

ようでありまして、研究してはいかがかなというふうに、改めて私は長生郡市全体としての

法定協議会の設置なども検討すべき、または、茂原市との協議会などを含めて、町内だけで

はなくて、こうした茂原市を含めた広域的な公共交通手段ということも検討すべきではない

かと思いますので、お聞きをしたいというふうに思います。 

  次に、空き家対策の問題であります。 

  町の努力で、私はかなり前進していると思います、これは。個々人に細かくご連絡をして、

そして意見を聞くということでありまして、これは非常に私は評価をして参りたいというふ

うに思うわけであります。 

  まず、基本的に睦沢町としてどう考えているのかということなんですよ。一つは、これま

ではとにかく新築、新築ということで、そこへの補助制度を充実して、それで新たな人口の

急減を防ぐという町長の基本の方針でやって来たわけでありますけれども、より住民に利用

しやすい制度にするためには、やっぱりこの空き家の有効活用ということを、総合的に私は

長期的な計画づくりを、計画を作るんですね、長期的に。やるべきではないかというふうに

思うわけであります。 

  そこで、私もこれなかなか実は難しいなと、色々調べたんですよ。これは例えばの例です

よ。直接電話して聞いたんですが、人口が3,500人、睦沢町の半分。高知県の檮原町という

ところがあるんですよ。 

  これは何をしたかといいますと、空き家を公的賃貸住宅として町が10年から12年借り上げ、

国の補助制度を活用して、国が２分の１、県、町が４分の１の負担で住宅を改修し、この逆

算方式で月１万5,000円の家賃を使用料として平成25年から、まず実際にこれを利用すると

どうなるんだということで、３棟から始めたそうなんですよ。それで、現物を示した。これ

はホームページでも見てみると、そういう家がたくさん出ておりますけれども、やったと。 

  現在、50棟。50棟ですよ、3,500人のところで。197人、ほとんど町外からの移住で、子供

世代も56人移住されたということなんです。 

  町長、先程のこの調査の中でちょっと触れていなかったんですけれども、ここではやはり

壊して整地しちゃうと、固定資産税が６倍位はね上がるということで、つまり、使用をして
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いないという実態は変わらないのに、税金だけは６倍になっちゃうという問題があったとい

うことで、固定資産税はその間免除するというふうにしたそうです。これはだから、やれば

出来るということ。つまり、自治体として期限を決めて借り上げて、そして、その間固定資

産税は取りませんよということでやる。もちろん、それだけじゃないですよ。大阪や東京ま

で来て紹介をするという広報活動もなされている。 

  あっと思ったんですが、ほとんどというか、多くはホームページを見て、是非そういうと

ころに住みたいと。ほとんどがそうだそうです。だから、やっぱり今の時代、もちろん口コ

ミというのはあるのかもしれませんが、広く対象者を広げるという意味で、こうした制度を

色々見るそうですね。全国的ないろんな移住先を探すという中で見ているそうですけれども、

向こうから申し込むと。 

  という中で、例えばこういう人までいたそうですよ。10年後には帰省をすると、帰ってそ

こに住むという人も、じゃ、期限を決めておけば家がきれいになると。それから、やっぱり

信用の問題ですね。個々の取引だけじゃなくて、町が責任を持ってくれるということで、借

りる側も貸し出す側にも安心感があるということで、町への貸し出しを積極的に申し出る状

態にまで、今なっているということであります。 

  それにとどまらないで、今後の見通しの住民調査なども行う中で、例えば住んだ方が買い

取りたい、それから延長したいと、いろんな、つまりそこに定住するという、一時的に借り

るんじゃなくて、定住につながる。子供がそこまで来ているわけですから、そういう中で、

定住する流れがここで出ている。 

  私はそれで聞いてみたんですよ。千葉県の場合はどうですかねと。コーディネーターとい

う方がいらっしゃいまして、聞いたら、千葉県はもっと有利じゃないですか、都市部のそう

いう働き先があるんだから、高知県というところと比べてもというようなことがあったわけ

です。 

  私は、空き家バンクというものの考え方とセットにして、こうした、私は公共、つまり町

が借り上げるなどをして、積極的に住みやすいということをやる。そのことによって、安全

面からも、町の人口急減を防ぐという意味でも、私は効果があるのではないかと思っており

ますので、こういう点は是非研究をして、うまくいけばかなり私はこれは進むんじゃないか

というふうに思いますので、お聞きをしたいというふうに思います。 

  次に、学童クラブの問題です。 

  一つは、問題は、後退はさせないですよということは、非常にそれは町の町長の判断とし
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て、やっぱり子育て支援を大切にするという基本姿勢ということで、私は評価をしてもらい

たいというふうに思います。 

  ただ、具体的に支援員の数、それから、あと補助員というものがありますよね。補助員と

いうのは規定の中でどういう資格ということでは明らかになっていないのですが、この補助

員については、どういうふうな教育なり資格をきちっと設けられているのか。 

  それから、プラスアルファでもしものことに対応出来るのかということも含めて、必ず２

名と。最低２名ですね。対応出来るような体制がとられていますか。補助員が多いわけです

から、この辺はちょっと不安材料があるわけです。 

  人としてはいいですよ。私は町としてはよくやっていると思うし、これはすごく大事だし、

これだけ要望が増えて来て、現実にやって喜ばれているということでありますから、その点

の現状と対応について、お聞きをしたいというふうに思います。 

○議長（市原重光君） 市原町長。 

○町長（市原 武君） それでは、市原時夫議員の２回目のご質問についてお答えいたします。 

  まず、住民の足の確保についてでございますけれども、先程もちょっと触れましたけれど

も、今、公共交通機関ということで、小湊バスが運行しておりますが、現在、土日祝日は運

行されておりません。 

  この辺も、特に高校生などからも結構要望が出ているというふうに伺っております。出来

れば、新年度は対策を講じたいなというふうに、今、内部で検討しているものでございます

ので、是非そういう形に持っていければというふうに思っております。 

  それから、先程事例を議員のほうで教えていただきましたけれども、今、議員がおっしゃ

ったように、合併をして一つの自治体であれば、その中の範囲は法律ではオーケーになると

いうことで、ただ、先程も申し上げましたように、国も行政単位だけだとどうかということ

が、今、研究をされているようでございます。 

  ということで、当然また法改正という可能性も出て来ると思います。今の時点では、睦沢

と茂原が共同で運行するというのは、法的に許可をされないということになっておりますの

で、この法改正、先程も申し上げましたけれども、法改正を十分にらみながら、そういう形

に持っていきたいと。それまでは議員おっしゃられるように、この公共交通機関に接続をす

る、連絡をするという形をとってもらいたいなと。 

  あと、先程議員からご指摘のございましたスポーツツーリズムで民間がバスの運行を行う、

それについてということでございましたが、それについても、今後出来るものであれば、民
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間と協議をしながら進めて参りたいと。 

  それとは別に、先程申し上げましたワークショップを進めている中での運行を考えていき

たいということで、最終的には町も、先程申し上げましたスローグリーンモビリティーと、

この導入を進めて参りたい、検討していきたいということでございます。こういうものを組

み合わせた中で、トータルとして、議員がおっしゃられるように、町民が免許を返納した後

でもスムーズに移動が出来るようにしていきたいなというふうに考えているところでござい

ます。 

  あと、免許の返納済みの細かい数字については、担当課長から回答させていただきたいと

思います。 

  次に、空き家でございますけれども、空き家も、議員当然ご承知だと思いますが、この空

き家バンクに登録していただければ、空き家の改修についても補助という制度を行っており

ます。そういうことでご利用していただけるかなというふうに思っているところでございま

す。 

  ちなみに、平成28年度に相談件数のあった７件のうち６件は対応済み、それから29年度で

は相談件数６件に対して４件が対応済み、それから平成30年度は３件の相談があって２件は

対応済みと。また、令和元年になりまして、相談件数４件、これはまだ対応済み１件でござ

いますが、そういった中で対応を進めておるということでご理解いただければなというふう

に思っております。 

  また、学童保育の補助員等については、担当課長のほうから具体的にお話をさせていただ

きたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（市原重光君） 市原議員。 

○１２番（市原時夫君） 議長、時間の関係あるので、学童保育の補助員の関係の部分だけで

いいです。あと、数字的なことは聞きますから。 

○議長（市原重光君） 川越福祉課長。 

○福祉課長（川越康子君） それでは、命によりお答えをさせていただきます。 

  学童保育の補助員の関係でございます。 

  補助員につきましては、国で定めます放課後児童健全育成事業の設置及び運営に関する基

準という定めがございまして、そちらの中で、規定としては、放課後児童支援員が行う支援

について、放課後児童支援員を補助する者というような規定でございます。ですから、何か
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資格があるということでは特にございませんので、今お手伝いいただいている補助員の方々

につきましても、特に資格を求めているということはございません。 

  ただ、今、支援員をやっていただいている方々の中に、教員の資格をお持ちの方も２名お

りますし、そういう意味では、大変充実した支援の形がとれているのかなというふうに考え

ております。 

  以上です。 

○議長（市原重光君） 市原時夫議員。 

○１２番（市原時夫君） ちょっと逆になるけれども、学童について、つまり補助員というの

は規定がありませんということで突っぱねられても困るわけで、それだったら補助員じゃな

くて支援員にして、きちっと資格を持った人に配置をすればいい話で、そうしたほうがいい

んじゃないですか。 

  それでなければ、私言いたいのは、対子供たちだということなんですよ。機械ならいいで

すよ。私は工場勤めたことあるから、何千とやるとオシャカが出るんですよ、まして。だけ

ど、人間はそうはいかないわけですから。補助員という場合も、例えば県の研修をきちっと

受けてもらうとか、一定の支援員レベルの、それが実際に生きるかどうかは別ですよ。だけ

ど、最低そういうことをすべきだと。補助員で、そんなやらなくてもいい、お助けすればい

いというだけだったら、支援員にすべきじゃないですか。それとも、きちっとそういう方に

も全体の流れもわかってもらって、それで仕事についていただくということが大事じゃない

ですか。 

  これは否定しているんじゃないよ。今非常に頑張っているから。頑張っているから、せっ

かくまちづくりという子育て支援の方向を出すわけだから、より、ほかとの差も明確にする

ためにも、そういう意味でやったほうがいかがかなということを言いたいわけです。 

  それから、この足の確保の問題について、私は提案で、例えば自治体をまたぐというのは

なかなかそれは難しいと言ったけれども、法定協議会だ何だ協議をして、それぞれの自治体

がちゃんと時間を合わせるような形で、実質的に一つのパターンで設けるということもやれ

ないこともないわけです。 

  それから、今言ったように、国の動向を見れば、こういうものに対しても積極的な支援を

するという流れも生まれているわけですから、私はそれは今はないかもしれないけれども、

そういう広域的な公共交通、どうすべきかということをいろんな角度から積極的に検討した

ほうがいいのではないかと。 
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  結果はどうなるかわからないですよ。だけれども、現実にこういうふうにやれば、車の運

転免許を返納しても、多少不便になるけれども、事故だとかそういう危険性の立場から考え

れば、返納して公共交通の中で暮らしていこうという人たちも出ると。例えば、夫婦で来て、

変な例えで、ご主人が亡くなって、どう買いに行くというような人も少なくないわけだから

という気はします。 

  それから、空き家の対策については、是非こういう点も考えてくださいよ。私はやっぱり、

町がちょっとは入ったほうがいいんじゃないかなと思います。 

○議長（市原重光君） 市原町長。 

○町長（市原 武君） 三度目のご質問にお答えしたいと思います。 

  まず、空き家でございますけれども、ほとんど空き家の場合、人が５年、10年全く住まな

くなってしまうと、ほとんど改修が不可能に近い形になってしまうということもありますの

で、この辺についてはまた積極的に、前向きに対応出来るものについては検討して参りたい

なというふうに思います。 

  あと、学童クラブの資格でございますが、補助員の方々の意向等を踏まえながら、支援員

としての研修等を受けて対応出来るかどうか、またその補助員と相談をしながら進めて参り

たいというふうに思います。 

  内容的には全く、担当課長が申し上げましたように、引けをとる人材ではないというふう

に考えているところであります。ただ、議員のおっしゃられたとおりかなということもあり

ますので、また相談をしながら進めて参りたいというふうに思います。 

  あと、交通の関係でございますけれども、法定協議会、実はこれは民間事業者も入ってお

りますということで、広域的にということになると、民間圧迫になるという意見が出てきま

すので、そういった中でも話は出してみたいと思いますが、まずそちら側から反対が出ます

ので、その反対があるうちは国もまだ許可をしないということでございます。 

  したがって、先程申し上げましたように、ただ、国土交通省のほうも実際、地域交通につ

いては非常に問題があるというふうに捉えておるようでございますので、今後の法改正を待

って、いち早く、なったらすぐ対応出来るような体制を今からとっておくという方向に持っ

ていければなというふうに思いますので、よろしくご理解をいただければと思います。 

  以上でございます。 

○議長（市原重光君） これで12番、市原時夫議員の一般質問を終わります。 

  ここで10時30分まで暫時休憩といたします。 
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（午前１０時２０分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（市原重光君） それでは、休憩前に引き続き一般質問を続けます。 

（午前１０時３０分） 

───────────────────────────────────────────────── 

◇ 田 中 憲 一 君 

○議長（市原重光君） 次に、13番、田中憲一議員の一般質問を行います。 

  田中憲一議員。 

○１３番（田中憲一君） 田中でございます。 

  通告に従い、質問をさせていただきます。 

  まず最初に、むつざわ教育についてでございます。 

  昨年度、睦沢町園小中一貫教育基本方針が示され、自ら一歩を歩み出す15歳に向けた取り

組みや方策についてには強く共感するものの、施設に対する将来展望の話題が最近よく聞か

れます。子供は地域とともに育てるべきであり、ソフトの部分が１番重要であると。教育の

ソフトの部分について、町の考えはどうかでございます。 

  私は、教育は人づくりだと思っております。そして、まちづくりに必要不可欠なことは人

づくりであるとの理念を持っています。いわば、まちづくりの根本は教育なのであります。 

  現在、１園１小１中である睦沢町にとっては、昨年度示された睦沢町園小中一貫教育基本

方針は、むつざわ教育にとり、15年間の教育課程を編成しやすい最高の環境下にあると言え

ると思っております。学校の施設整備については検討が進む中でありますが、連携教育から

一貫教育になった今が、１番ソフトの部分の大切な時期だと思っております。ソフトの部分

の取り組み、考え方についてお聞きをいたします。 

  そして、二つ目、教育には地域との連携が必要であるが、コミュニティ・スクールにおけ

る中学校までの枠組み拡大をどう考えるかでございます。 

  先程来、話をしている睦沢町園小中一貫教育基本方針の中でも示されているとおり、学校

運営協議会、コミュニティ・スクールの充実を図り、保護者、地域とともにある学校を目指

しますと明記をされています。 

  いち早く地域ぐるみで義務教育９年間の学びを支える仕組みとして、小中で一体的なコミ

ュニティ・スクールを設置するべきだと考えますが、どうでしょうか。 

  そして、ｋｉｔみずさわについてでございます。 
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  民間へ無償貸し付けするに当たり、公募時には地元雇用や地元の農産物を仕入れ、地域活

性化につなげるとの説明を受けたが、運営開始された現在の状況はということでございます。 

  平成29年第４回定例会で議決された無償貸し付けをする瑞沢小学校施設利活用事業につい

てであります。当時、応募の２団体から提案があり、選定委員会が設置をされ、厳正かつ公

平に審議が行われ、事業を選定したと思います。我々議会にも議員全員協議会が開催され、

業者からの提案の説明を受け、賛同をしたところでございます。 

  当時の説明では、食堂は宿泊客のみならず、地域の人も食事をしに来ることの出来るよう

にしていきますと。食堂では道の駅と連携して、野菜など食材を活用し、合宿の食事に提供

することにより地産地消の宿を目指すと。宿泊所は、提案では１階、２階に設け、地域外か

らの集客などをするということで、計画を聞いたときには、とても素晴らしい、睦沢町のた

めになるなという計画でありました。実際、運営が今始まったわけですが、現在の状況はい

かがでしょうか。 

  以上、お聞きをします。 

  １回目、終わりにします。よろしくお願いします。 

○議長（市原重光君） 市原町長。 

○町長（市原 武君） 田中憲一議員のご質問にお答えいたします。 

  私からは、２番目のｋｉｔみずさわについてをお答えし、１のむつざわ教育については、

教育長からお答えさせていただきます。 

  平成29年第４回議会定例会で議決をいただいた、旧瑞沢小学校の無償貸し付けについてで

ございますけれども、平成30年になってからリノベーションを行い、本年７月13日にｋｉｔ

みずさわとしてオープンいたしました。 

  事業者からの提案については、地元の人と外から来た人がつながる泊まれる小学校をコン

セプトとして、本施設を泊まれる施設にすることで、外から来た人と地元の人がつながるコ

ミュニティーの拠点とし、交流人口の増加を目指すという内容でございました。 

  宿泊事業を軸に、地域外の人を集客するということで、スポーツ合宿を中心に、地元の農

家などと組んだ農業体験などにも対応し、食堂については、地域の方も食事に来ることが出

来る施設とするとともに、地元の食材を活用することで、地産地消の宿を目指すもので、教

室などは、宿泊はもちろんのこと、会議室、多目的室などにも活用し、地域の人や地域外の

人が何かを始めることの出来る、つながる場所とするという提案です。 

  さらには、町内の雇用創出につなげるということで、運営において４名から６名のスタッ
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フを採用するとしております。 

  議員ご質問の、運営開始された現在の状況はということでございますが、旧瑞沢小学校の

跡地利用については、合宿の形を自由に組み立てられる、地域の人々がつながる場所として、

既にオープンしておりますが、本施設は、地域住民などからの声を受け、事業者、Ｒ．ｐｒ

ｏｊｅｃｔでは、より住民が利用出来るスペースの確保や宿泊者が利用出来る会議室を増や

すことなどを検討した結果、２階は従来の用途として使用し、１階を宿泊施設としてリノベ

ーションをしております。 

  事業の概要を申し上げますと、本施設ではＬＣＣ合宿所という、最低限のサービスを残し

た効率的な運営を行い、価格を下げて、お客様に合宿を提供する新たな合宿所の形にチャレ

ンジしております。 

  事業者が運営するほかの施設の利用者から、もう少し価格が安いところで合宿したいとい

う相談を多く受けているということで、合宿所の運営の一部、例えば清掃や食事づくりなど

を、お客様や地域の方の協力を得ながら、価格を下げて提供いたします。 

  そして、お客様のニーズに合ったＬＣＣ合宿事業を軸に、地域外の人を集客していくとと

もに、特別教室などは多目的室として、地域の人や地域外の人が何かを始めたりつながる場

所とします。 

  スポーツ合宿だけでなく、吹奏楽の練習や料理教室、また企業研修、グループワークなど、

その利用方法は多彩になります。 

  ｋｉｔみずさわのｋｉｔとは、工作キットのように自由に自分たちで組み立て、作り上げ

るという意味が込められています。 

  なお、食堂については、ＬＣＣ合宿事業ということで、価格を下げるため、自炊の形をと

っておりますが、自炊が出来ない団体へは、オープン当時、仕出しのお弁当を提供している

状況でございました。しかしながら、８月末から本施設で調理した食事の提供も行い、その

食材の一部については、地元農家から調達しているところでございます。 

  また、カフェの運営準備も進んでおり、このカフェでは、地元食材を使ったメニューを提

供することとしており、もちろん地元の方も自由に利用することが出来ます。 

  今後、自炊を行う団体などに対しても地元農家の協力がいただければ、積極的に地元の食

材を提供したいと聞いております。 

  また、既に町内で多くの農業体験、イベントなどが行われていますが、そのイベントの運

営をしている幾つかの団体などとも連携することが決まっております。 
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  例を挙げますと、未来ラボや、ｋｉｔみずさわの前で事業を展開するなみわい企業組合、

そして佐貫地区でヤギ牧場を経営する川和ミルクとの連携が進んでいます。この川和ミルク

においては、地元住民とも連携をとりながら事業展開しておりますので、今後、多くの集客

が期待されるとともに、地元食材の提供という点でも期待が持てるものでございます。 

  そして、雇用の状況ですが、むつざわ広報などで募集をしたところ、申し込み、面接をし

た方は15名あったと伺っております。採用については、社員２名、アルバイト８名、そのう

ち町内の方の採用は、社員、これは施設責任者として１名、アルバイトスタッフ５名の計６

名という状況でございました。 

  なお、施設の活用状況でございますが、月間の施設の予約状況で申し上げますと、７月に

は団体数７件、利用泊数は285泊、８月は団体数23件、利用泊数1,276泊、９月は団体数９件、

利用泊数474泊となっており、その利用目的は、野球、ミニバス、バレーボール、サッカー

などのスポーツ合宿の他に、企業のレクリエーションや塾の勉強合宿などとなっております。 

  また、瑞沢地区社協の主催する夕涼み会も、８月にグラウンドと体育館で行われ、無料で

利用がされております。 

  今後、地域の方や町内の団体とも連携した中で、農業体験や自然体験などのイベントにも

対応しながら、年間目標9,000泊を目指します。 

  このようなことから、一部提案時と内容が変わった部分もございますが、地元の人と外か

ら来た人が、つながる泊まれる小学校というコンセプトをしっかりと押さえながら運営をし

てもらい、また町としても監視して参りますので、ご理解をお願いするものでございます。 

  私からは以上です。 

○議長（市原重光君） 井教育長。 

○教育長（ 井富雄君） 田中憲一議員のご質問にお答えいたします。 

  私からは、１．むつざわ教育についてお答えをさせていただきます。 

  まず、１点目の、昨年度、睦沢町園小中一貫教育基本方針が示され、自ら一歩を歩み出す

15歳に向けた取り組みや方策には強く共感するものの、施設に関する将来展望の話題が最近

よく聞かれる。子供は地域とともに育てるべきであり、ソフトの部分が最重要であると考え

るが、教育のソフト部分について町の考えはどうかとのことですけれども、まずは睦沢町園

小中一貫教育基本方針について、町民ワークショップにおいては、睦沢町らしい学校を念頭

に、どのような子供に育って欲しいのか、また教職員ワークショップにおいては、本町の子

供たちに身につけて欲しい力の柱を人間力、社会力と捉え、その上で義務教育終了時までに
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必要とする具体的な力について協議いたしました。広くパブリックコメントもいただきなが

ら、そのご意見も反映した上で、大きな柱となる教育目標、そして睦沢町園小中一貫教育基

本方針を策定し、既に議会全員協議会にてご説明をさせていただいたところでございます。 

  議員のご質問にございます、子供は地域とともに育てるべきであり、ソフトの部分が最重

要であるということでございますけれども、ソフトの部分についてといたしまして、教育課

程、いわゆるカリキュラム作成の進捗状況について説明をさせていただきます。 

  指導方法は、園小中の発達段階に応じ違いはありますけれども、15歳の目指す姿を達成す

べく、こども園、小学校、中学校の教職員で組織します町教育振興会で、国語部会を始め７

部会に分かれ、重点的に指導する単元を絞り込み、カリキュラムの編成作業を開始しており

ます。こども園から小学校まで接続カリキュラムを作成し、こども園保育教諭と小学校教諭

がお互いに活動を理解し、円滑な接続が図れるようにしております。 

  小学校の高学年では、中学校で行われている教科担任制も一部で導入しております。７月

に実施いたしましたけれども、中学校の教諭が小学校の児童に小学校で授業を行う乗り入れ

授業、教科は、英語・体育でございますけれども、実施しております。 

  カリキュラムの編成作業は、15歳を目指す姿を共有し、一貫した指導を取り組むことを目

標に推進しており、１月にはそのカリキュラムが完成する予定でございます。近隣の市町村

にはない学校づくりを推進し、園小中一貫教育校として着実に歩む本町の学校で、学びたい、

学ばせたいと思われる魅力と信頼のある学校を作りたいと思いますし、またそのような学校

になれば、人口減少対策にも有効であるかなというふうに考えております。 

  次に、２点目の、教育は地域との連携が必要不可欠であるが、コミュニティ・スクールに

おける中学校までの枠組み拡大をどう考えるかということでございます。昨年度、小学校は

学校運営協議会を設置し、コミュニティ・スクールとして出発いたしました。学校運営に関

する意見をいただいたり、学習活動に地域のボランティアのご協力をいただきながら進めて

おります。 

  来年度は、中学校へも学校運営協議会を拡大して設置する計画でございます。 

  学校運営協議会の役割には、校長が作成する学校運営基本方針の承認、また、学校運営に

ついて教育委員会、校長に意見を述べることが出来るとあります。設置の方法については、

園小中一貫教育を推進していることから、小学校と中学校の共同設置とする計画でございま

す。共同設置することにより、学校運営協議会内でも小中が連携し、学校運営や子供たちの

学習面、学習内容、課題などが見えやすく、地域と学校が深くつながり、コミュニティ・ス
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クールの推進がより活発になるものと考えております。 

  こども園への設置につきましては、来年度以降で計画しておりますので、ご理解を賜りま

すようお願い申し上げます。 

  以上でございます。 

○議長（市原重光君） 田中憲一議員。 

○１３番（田中憲一君） まず、ｋｉｔみずさわについてでございますが、無償貸付期間が、

当時の契約の中で30年から45年ということで、非常に長い15年間の無償貸し付けということ

で議決をした案件でございます。 

  当時、全協を開いて目指す運営方法を示されて、それに説明を聞いた中で賛同をしたわけ

でございます。今、話を、町長からも答弁の聞いていると、低価格のＬＣＣ合宿所というこ

とで事業が進んだということでございます。何よりも地産地消をうたって、地元の活性化を

うたって、説明を受けて事業展開をされるのが本来であると。 

  先程説明の中では、雇用も生まれて、地域の活性化、その周辺の連携もとりながらやって

いくということでございますが、何よりも当時の説明と若干変わったことを、議会、また町

民のほうに報告なしに、変わった事業展開をされることがとても懸念されるところでありま

す。確かに勧奨をしていくと。これから勧奨していくというお話でございますが、一部変わ

ったという、一部内容が変わった部分があるという、先程答弁だったですけれども、ＬＣＣ

合宿所ということでいえば、すごい大きな変わりなんだと思うんですけれども、そこら辺、

当時の説明と変わったところで、町側にこういう形でやっていくという報告もしくは周知が

あったのかをお聞きしたいと思います。 

  それとカフェ。８月から食材がある程度入荷をして、作っていくよということであります

けれども、カフェも予定していると。カフェ開いて、食材が入るようにはちょっと思えない

ですけれども、そこら辺のもう一度、８月からの地元の野菜をどの位使えるようになるのか。

また、カフェで食材が、町のものが入荷をされる予定のようなカフェなのか。ちょっとわか

ればお聞きをしたいと思います。 

  あと、教育の部分なんですけれども、先程教育長がおっしゃっていたとおり、町の教育振

興会、私もちょっと機会をいただいて参加をさせていただいたんですけれども、確かに園小

中の先生方が壁を持たずに話し合いをされて、連携をとっている姿が見られたのは、とても

心強く思ったところでございます。 

  そして、15歳の姿を共有して、カリキュラムの編成作業をしていると。１月に出来るとい
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うことで、とても楽しみにしているわけですけれども、先程教育長言っていた、近隣町村に

はない学校づくりということで、何か目玉になるものを、今話し合いの中で考えられている

のか。その目玉になるような、近隣町村にないものがあれば、是非お聞きをしたいと思って

おります。 

  コミュニティ・スクールについては、１園１小１中の強みを利用して、是非早急に枠組み

をしていただきたいと思います。要望ではなくて、提言で、なるべく早く早急にということ

で、よろしくお願いをします。 

  ２回目終わります。 

○議長（市原重光君） 市原町長。 

○町長（市原 武君） 田中憲一議員の２回目のご質問にお答えをさせていただきます。 

  まず、事業計画の変更について、事業者からそういう報告があったのかどうかということ

でございますが、平成31年３月11日に旧瑞沢小学校施設利活用事業に係る事業計画の変更に

ついてということで報告をいただいております。 

  その内容といたしまして、収容人員や宿泊収容定員、当初218名を90名にする。それから、

開業の時期を７月１日から７月13日にする。それから、先程申し上げましたＬＣＣ合宿にす

るというような内容、変更の理由書、変更計画書が提出をされて、これを承認したところで

ございます。 

  これは、変更理由の大きな理由としまして、宿泊者が使用出来る会議室を増やしたい。あ

るいはまた、地域住民からの要望がございました、使用出来るスペースを確保してください

というようなことを踏まえて、２階については従来の形で、１階の部分のみを宿泊施設とい

うことの中から変更をしたい。それから、通年の集客効果が大きく変わらないようにしたい

ということについてもふれてございます。 

  あと、創業が７月１日から７月13日に変わったわけでございますが、これにつきましては、

旅館業法の許可取得期間、従来１週間程度だったようですが、それが１か月程度に変更とな

ったということで、これの見誤りがあって、開始が１日から13日になってしまったというよ

うなことから、これは長生保健所の担当者より説明を受けたということで、こういう報告が

されています。これについて、町も承認をしたところでございます。 

  １番、私が大きいなと思っているのは、カフェの運営準備を進めているということでござ

いますが、これにつきましては、地元農家と提携を結びまして、食材を優先的に入れたいと

いうことで、もう既に地元から食材を入れているようでございます。出来ればこれも、最初
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は自炊という形をとっておりましたけれども、自炊、あるいはこのカフェの運営するところ

も、両方とも、こういう食材がこの時期にはこういうものがあるというような計画書を作り

ながら、それをもとに積極的に利活用していただく。 

  また、先程申し上げましたように、町内にも、他にもいろんな団体が出来ておりますので、

そこら辺との連携をするということで、より地元農家の食材を使っていただくという方向に

持っていきたいというふうに考えております。 

  また、ここら辺については、先程言いましたように、十分勧奨をしながら、指導を続けて

参りたいというふうに考えていますので、ご指導ひとつよろしくお願いします。 

○議長（市原重光君） 井教育長。 

○教育長（ 井富雄君） お答えいたします。睦沢町教育で他町に劣るところは、やはり教職

員は全てが同じ考えでした。それは、私たちの子供たちを、人間力、社会力を育てるという

ことであります。とりわけコミュニケーション能力が不足していることが、先生方、また地

域の声からも聞いておりますから、それをしっかりとゼロ歳から15歳で作り上げるんだと、

目指していくことが大きな柱であります。 

  そして、具体的には、国語の中で、それから各教科を通しながら、先程申し上げましたコ

ミュニケーション能力を育てること一貫して通しています。各教科でそのいわゆる話し合い

をするとか、深い学びをするという意味では、その辺、各教科で通していくことを１番考え

ております。そして、併せて、郷土の誇りという部分では、総合学習を使いながら、地域を

学ぶこと、いわゆる鮭の放流とキャリア教育であるとかですね。それから英語の学びも、そ

ういうことを通しながら、全ての先生方が子供たちを同じ視点で学ばせる。15の姿を共有す

ることが他の町村ではない、教育課程の中でしっかりとカリキュラム出来るのは、近隣では

ここだけでございます。それも下から積み上げた部分というのは誇れると思いますので、そ

の辺を、私どもさらに、１月、２月を目指して、しっかりまとめていきたい。 

  以上です。 

○議長（市原重光君） 田中憲一議員。 

○１３番（田中憲一君） 先程ちょっと２回目で聞いて、これ３回目でもいいんですけれども、

結局、提案公募した中で、何業者かいるところで選定委員が開かれて、Ａ社、Ｂ社のうちＡ

社になりましたと。そのときの提案が事業を開始するに当たり変わって来た。我々は、その

当時の提案を聞いて賛同をして、事業に期待をするわけでございます。そこら辺で、議決案

件を事業方向が少し変わることを報告しないまま展開をされることがいいのかどうかという
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のを、２回目でちょっとやわらかくお聞きをしたんですけれども、お答えがなかったので、

これ３回目として最後、お聞きをします。 

  考え方によっては、説明されたことで賛同しているのに変わっちゃうといったら、これか

ら睦沢町で何か公募で選定をするときに、公募のときにはいいこと言っておけば取れるよと。

もらうだけもらって事業展開するのに変えていいよというような変な方向に進むことを危惧

するので、そこら辺をしっかりとお聞かせ願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（市原重光君） 市原町長。 

○町長（市原 武君） 田中憲一議員の再度のご質問にお答えをさせていただきます。 

  まず、この変更でございますけれども、目標としている方向が同じであるというような、

まず判断がございました。議員おっしゃるようには、大きな変更だというふうに感じておら

れるようでございますが、町としては、スポーツツーリズムを通じて、町に地元の人、ある

いはまたほかから入って来る人ということで、関係人口を作るというような大きな目標は同

じであるという考えのもとからさせてもらった。 

  また、これにつきましては、６月に行政報告をさせてもらっておりますので、決して議会

軽視というふうなことではなかったのかなというふうに思いますが、議員としてそういうふ

うに捉えられたということであれば、今後十分に気をつけて参りたいと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

○議長（市原重光君） これで田中憲一議員の一般質問を終わります。 

───────────────────────────────────────────────── 

◇  関 澄 男 君 

○議長（市原重光君） 次に、 関澄男議員の一般質問を始めます。 

  関澄男議員。 

○８番（ 関澄男君） 私のほうから３点ほど質問させていただきます。 

  まず１点の荒廃山林等未利用資源の活用についてでございます。 

  古い睦沢村史等の資料によりますと、本町の総面積、これは3,545ヘクタール、うち山林

は1,596ヘクタールというようなことで、本町のおおむね42％以上が山林原野であるという

ふうに言われております。ちなみに、日本全国では68％が山林や原野であるというようなこ

とでございますけれども、山間部はもとより、全域にわたって、現在、林業の衰退等により

まして、雑木や竹の繁茂によりまして荒廃しております。 
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  この荒廃した山林を再生することはもはや不可能でありますが、環境面、景観面、そして

災害対策面からも、何とか経済対策を講じまして、対応出来ないものかと考えるところであ

ります。特に、この佐貫・妙楽寺の１番大多喜町寄りの大上も含めた三区の共有地がござい

ますが、ここは私ども、私が中学校のころから演習林等を行った場所でありまして、非常に

なじみのある山でございます。 

  また、本町の番地も、この１番から、ここから始まっているというようなところでござい

まして、その三区の共有地も約20ヘクタール以上ございます。これ鵜ヶ音と書いてあります

が、私の小さいときはオオガオト、オオガオトと言っておりまして、本当に山深いところで

ございます。 

  また、隣のデイスターカントリーの周辺、ここにつきましては、飛び地も含めまして、先

に大林組から町に寄贈された山林原野約60ヘクタール、この広大な山林原野の有効活用につ

いてお伺いしたいというふうに思います。 

  この対策といたしまして、まず１点目でございますけれども、一時、放牧によります養豚

導入等の話がございまして、色々地元住民等の話し合いを進めて来たわけでございますが、

なかなか不具合が生じまして断念した経緯もございました。その後、町としましても、公募

による企業誘致の状況等を行っておりますけれども、その後の対策についてどのような対策

があるか、お伺いしたいというふうに思います。 

  次に、②でございますけれども、バイオマス発電についてお伺いしたいと思います。 

  バイオマス発電、とりわけ木質バイオマスの発電につきましては、これはもう全国の中で

もコストが高いというふうに言われております。燃料とする木材自体のコストなり、運搬の

コスト、またこれは即使いませんので、チップ化してペレットを作るわけでございますが、

これを燃焼させる精製コスト、こういうコストが非常に高いわけでありまして、なかなか難

しい状況は聞いておりますけれども、本町はおかげさまで睦沢エナジー、行政報告もござい

ましたけれども、天然ガスを燃焼させ、タービンを回す発電というふうに伺っております。

この睦沢エナジーの中で、熱効率の低い木質燃料、そして熱効率の高いガスの燃料との融合

が出来ないかどうかですね。こういったものについて、研究開発の検討について可能かどう

か。この件につきましてお伺いしたいと思います。 

  また、バイオマス発電のみならず、雑木・竹、こういったものを使用して、チップの製品

や建材製品、こういう総合的に扱う企業といいますか、こういったところがあるかどうか。

もしあるとすれば、それらに働きかけて誘致が出来ないかどうか、こういうものにつきまし
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てお伺いをしたいというふうに思います。 

  続きまして、農業の活性化につきましてお伺いしたいと思います。 

  本件につきましては、既に昨年度補正予算等の計上をして取り組む予定でございましたが、

お隣の長南町、長柄町などの足並みがそろわず、現状という形になっております。 

  農業の振興事業の基幹組織を立ち上げる、いわゆる民間、そして町村、そして県の農業事

務所等を広域的に取り組む事業につきましては、全国でも珍しいというふうに言われており

ますが、ご承知のとおり、担い手農家の育成や町外からの新規就農等に関する相談窓口の一

本化のために、６月17日に長生農業独立支援センター協議会が設立をされたのはご承知のと

おりでございます。 

  今回は、一宮・長生村・白子町の３町村での稼働でございますが、本町でも新規就農に対

する情報収集、新規就農といいましても、海岸だけではないわけでございまして、山間部で

の営農も十分あるのではないかというふうに思います。こういった意味合いで、本町の情報

収集など、農業振興の一環として早期に、これに加入して検討すべきというふうに思います。

大きな視点の中で取り組む。そして何にも増して、民間との共同活動、こういったものをや

はり重視して、幅広く情報収集を行うのが、今後必要というふうに思いますので、その辺の

お考えにつきましてお伺いしたいと思います。 

  ３番目につきましては、財政でございます。 

  いよいよ９月１日オープンいたしましたスマートウェルネスタウン、道の駅つどいの郷。

本年はこれによりまして、債務負担行為等で昨年予算計上いたしました10億円以上の大型の

支払いが発生いたします。そして、これより毎年歳出する指定管理者に支払う財政負担額も

発生して来るわけでございますが、将来的に本町につきましては、これからまた学校建設を

始めとして、公共施設の老朽化等の傾向の中で、とりわけ学校建設については、2026年度建

設のスケジュール化も進んでいるところでございます。 

  また、高齢化に伴う介護福祉に係る課題も山積している中で、今後の単年度収支の状況、

これにつきましては、非常に厳しくなると思いますけれども、とりわけ財政調整積立基金の

繰り入れといいますか、取り崩しといいますか、こういったものが当然発生して来るという

ふうに思います。 

  今、日本全国の企業では、内部留保というような形で、内部に保留する資金が相当ある、

こういったことが聞いているわけでございますが、財調につきましても、行政の中での内部

留保の基金でございます。こういったものが、今後将来、非常に厳しい財政運営の中では、
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長期的な視点の中で見ると枯渇傾向になっていくのではないかというふうに思いますけれど

も、十分検討された財政計画から見た財政調整積立基金の見通しにつきまして、どのような

方向になっていくのか、この点についてお伺いしたいと思います。 

  そのような中で、災害等につきましては、北九州から始め、西日本を中心としまして、集

中的な豪雨と、非常にいつ、突然発生するこの災害等につきましては、異常気象の中で全く

予断を許さない、そういう状況で、この災害については予見が立ちません。そういった面で、

災害時に対応出来る財政調整基金が非常に有効でございますが、この１番目の見通しの中で、

もしこういったものが起きた場合については非常に難しくなるというふうなことで、早期の

段階で本町独自の施策が可能な防災・減災対策基金の目的積立基金の創設を早目に検討して、

来るべきときに対応出来る、そういう力のある段階でこういうものを検討すべきというふう

に私は考えますが、この辺についてお伺いをしたいというふうに思います。 

  以上、３点につきまして、ご質問申し上げます。 

○議長（市原重光君） 市原町長。 

○町長（市原 武君） それでは、 関澄男議員のご質問にお答えをいたします。 

  最初に、１、荒廃山林等未利用資源の活用についての１点目、三区所有の共有地並びに町

所有の山林原野の荒廃した山林を再生する必要があると考えるがその対策についてというこ

とでございますが、三区所有の共有地の活用について私からお答えするのはそぐわないとい

うふうに思いますので、私からは町所有の山林原野についてお答えしたいと思います。 

  当該の山林等については、議員のおっしゃるとおり、過去に一部の企業誘致を試みました

が、具体的な土地利用の内容としては、豚の放牧地としての提案で、平成29年６月に地元住

民の皆さんに対する説明会を開催し、理解を求めたところでございますが、残念ながらご賛

同を得ることが出来ず、この提案は実現には至りませんでした。 

  また、この山林等の有効的な土地活用を考える中で、幾つかの問題点をクリアする必要が

あると思われます。 

  一つの活用の案として、人々が集うキャンプ場等のアミューズメント施設として活用する

場合には、上水道とトイレの設置は不可欠であり、多額の経費もかかってしまいます。町所

有の山林等は平坦地がほとんどなく、人が立ち入れないような急傾斜地が大半を占める状況

ということで、現在は有効な土地活用の案が見つからないのが現状でございます。民間事業

者等からの多様な提案にも耳を傾け、よりよい方策を考えたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 
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  当然また、この町有地等、三区の土地については隣接をしておりますので、この町のほう

に有力な情報があれば、また一緒に検討出来ればなというふうに考えますので、議員のご協

力もよろしくお願いいたします。 

  次に、２点目の、睦沢エナジーで研究開発の検討が出来ないかというご質問ですが、木質

エネルギーについては、事業としての採算がとれないこと。これは、原材料の収集や発電設

備等の運転には、通年を通しての人件費、また伐採・集積機械や運搬車両なども必要となり、

人材不足の折に人材の確保も容易ではないことなどが挙げられるとともに、発電した電力は

東電線には流せず、需要家までの自営線の設置が必要であり、少なくとも発電所の近くでの

需要がなければ、かつ発電した電気の需要だけではなく、熱の活用も出来るような施設への

供給でなければならないこと、さらには相当規模の施設利用を見込めなければいけないとい

うことから、相当規模の電力と熱を高価格で買ってもらえる需要家が出て来なければ、睦沢

エナジーでの開発は難しいという見解でございました。 

  また、規模的にも、議員がおっしゃる地域だけでは、事業の継続を考えた場合、通年を通

した定量的な原材料の収集が出来ないことなどの理由や、樹木等を伐採した後の土地の活用、

またその後の植栽などの課題もあり、事業化はかなり難しいと考えます。 

  なお、本件に関して、ほかの企業からのオファーも来ておりましたけれども、この企業の

場合ですと、町のほうで搬出ですとか、その単価を見たところ、とても割に合わない。先程

とほとんど同じ状況でございました。先程申し上げましたように、町内全域にわたる面積が

必要ということ、また、山林所有者への交渉を始め、原材料の収集運搬や自営線の設置、需

要家を探すことなどについて、町が負担してもらえれば、先程言ったようなことでございま

すが、協議のテーブルにつける的な提案でしたので、町の財政負担や交渉などにおける職員

の負担、また作業員などの確保を考えますと、協議のテーブルにはつけないような状況でご

ざいますので、ご理解をお願いするものでございます。 

  また、過去に市原市からオファーがあったというお話もさせていただきましたけれども、

過日市原市に確認しましたところ、やはり単価の問題で非常に難しいということから、現在

の状況とすると、協議会で意見交換が行われている程度で、実際の取り組みについての動き

は全くないというご回答でありました。 

  次に、３点目の、バイオマス発電のみならず、木材チップ、建材製品など幅広い取り扱い

が可能な企業の誘致を積極的に取り組むべきと考えるがというご質問でございますが、１点

目でもお答えしましたとおり、難しい状況でありますが、今後も地元住民の皆さんのご意見、
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アイデア等も参考にしながら、有益な企業誘致を進めて参る所存でございます。地元からの

ご意見等もありましたら、是非、ご提案いただければ幸いです。 

  次に、２の農業の活性化について、お答えいたします。 

  長生農業独立支援センター協議会について、議員おっしゃるとおり、令和元年６月17日に

設立総会が行われまして、一宮町・長生村・白子町・ＪＡ長生、それから長生農業事務所の

構成団体により設立されたというふうに伺っております。この協議会の設立後に、本町にお

ける新規就農の相談案件について、情報のやりとりも行ったところではあります。 

  また、本町においても、参加する方向で昨年度来より話を進めて参りましたが、議員もご

存じのとおり、管内の６町村の足並みがそろわない事態となりまして、参加をいったん見送

ることとなりました。どうも山間部についてはこの内容がそぐわないというような意見が、

長柄町、長南町でも大分大きかったというようなことから、見送るということになりました。 

  しかしながら、今後参加しないという結論を出したわけではございませんので、今回参加

しなかった長柄町・長南町との情報交換を密にしながら、内容等が山間部についても十分そ

ぐうということになれば、三町の足並みをそろえて中で出来るということになれば、参加す

ることとしたいと思いますので、ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

  次に、３点目の財政についての１点目、債務負担行為や公共施設の老朽化対策、福祉対策

等によりまして厳しい財政運営が推測されるが、財政調整積立基金の見通しは。２点目の、

防災・減債基金の創設を早期の段階で設置すべきと考えるが、は関連がございますので、一

括でお答えをさせていただきます。 

  地方財政法第７条第１項では、決算上生じた剰余金の一部は、年度間調整財源として積み

立て、あるいは地方債の繰り上げ償還に充て、将来における財政運営の健全性を確保すべき

ことを規定しております。これを受けて、本町では、町の財政を健全に運営するため財政調

整積立基金を設置しております。 

  本町の財政運営は、この財政調整積立基金の運用によりまして健全財政を保持しており、

財政運営上は５億円程度の本基金を維持したいというふうに考えておりますので、今後は議

員のおっしゃる施設の老朽化対策などの資金が必要となることが予想されることから、特定

目的基金とともに、財政調整積立基金の確保に向けて、より一層の業務精査によります歳出

の縮減に努めたいと考えております。 

  また、非常災害時、大規模災害時の備えとして防災・減災基金を作ってはどうかとのご意

見でございますが、大規模災害におきましては、国や県の制度活用も踏まえた規模の大きな
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基金となることから、その創設には慎重を期したいというふうに考えているところでござい

ます。先程も申し上げましたとおり、健全な財政運営のためにも、財政調整積立基金の確保、

あるいはまた起債の返済額を一定額以内、これは内部で調整をしておりますけれども、そう

いうことを対応しながら対応して参りたいというふうに考えております。 

  返済額が一定額を超えなければ破綻することはないということでございますので、睦沢町

では、何十年も一般財源といいますか、これは非常に少ない中ですが、ここら辺のところを

過去から持って来ておりますので、今現在でも新しい事業にしているということでございま

すので、ご理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○議長（市原重光君） 関澄男議員。 

○８番（ 関澄男君） まず、１点目の関係でございますが、質問の中で、三区の特定地域の

共有地点についてご質問したわけでございますけれども、これにつきましては、特に特定す

ることになりますので、私のほうもそれについては反省しているところでございますが、町

内にはこういう入会地、また共有地が結構あると思います。恐らく同じような状況下になっ

ていると思います。たまたまこの三区では20ヘクタールを超える面積地でございまして、ま

た、頂上付近が非常に平らなところで、今はもういっぱい木が生えちゃって、ちょっとわか

りませんけれども、非常に有効な土地であるというふうなことから、こういった質問させて

いただきましたが、これにつきましては、また三区の町民の代表の皆さん方と、また十分検

討しながら進めて参りたいというふうに思います。 

  非常に、60ヘクタールも寄附された土地もあるわけでございますから、これもゴルフコー

スが９ホールも出来るような、こういう造成出来るまとまった土地もございます。非常に使

い勝手のいい土地でもあるというふうには思いますけれども、いかんせん傾斜地ばかりとい

うふうな山林原野でありますから、非常に難しいということは承知しております。 

  そのような中で、このような事業を行う場合も、バイオマスの関係もありますけれども、

国の補助事業の計上、また対策費等の実情はどうなっているのか。この辺について、いい補

助事業があるのかどうかですね。これにつきまして、１番目につきましてはお伺いしたいと

いうふうに思います。 

  続きまして、２点目の農業の活性化の関係でございますが、いずれにしても、これから農

業の活性化の中で、Ｕターン、Ｉターン希望者の受け入れ、こういったものが今後、積極的

に行っていく必要があるというようなことで、その紹介事例なり、また受付、そういう対応
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窓口、その当該者への支援、こういったものを行うには、どういう窓口で、どういう形で進

めていくのかどうか。先程、この協議会は山間部はそぐわないというようなことがありまし

たが、やはりこの協議会の独立支援センターの内容等を見て参りますと、ちょっとその辺、

話が私の感覚ではございますが、例えば農業塾等の話につきましても、農業支援をする場合、

本町でやっている農業塾とは全く違う、いわゆる経営をする経営者のところに入りまして、

ねぎコースとか、いろんなコースに沿ったという、実質経営をする、栽培をする、そういう

塾というようなことも聞いております。 

  そういったことから、案外小ぢんまりした感覚でもって考えちゃったのかなというふうな

気がいたしますけれども、大きな視野で、農協、いわゆるＪＡの栽培支援なり、また販売先

の確保なり、資材の供給なりの役割、そして町村につきましては、住宅の情報、あっせん、

そして農地の確保なり、農業事務所がまた栽培しろとか、営農改善とか、それぞれ機能を生

かしながら有効的に活用すれば、相当強力な機能が発揮出来るんじゃないかというふうに思

います。 

  そういった面で、早目にこれについては大きな網をかけるというような意味合いもござい

ますし、やはり郡内一円にわたって、大きなＰＲを町外に向けて行っていく必要があるとい

うふうに思いますので、その辺について再考出来ればというふうに思います。 

  バイオマスにつきましては、そういうコストの関係とか、色々とあると思いますので、い

ずれにしても有効的な対応が可能であれば、お願いしたい。 

  ３番目の財政の関係ですけれども、先程起債の返済方法等のやり方、それから５億円を維

持した財政運営というようなことで、これについては慎重に運営したいというようなことで

ございますが、いずれにしても、相当これは厳しい将来負担比率の関係とか出てきます。ま

だ30年度ですから、今回の決算には出ませんし、31年、令和元年、令和２年、３年と進むに

従って、相当財政運営等については厳しくなって来るのではないか。 

  それから、併せて財政の長期計画、これらにつきましては、もう少し詰めて作成する必要

もあるんじゃないか。先般出されました財政計画等によりますと、何年か後には、財調も３

億円台に枯渇してしまうというような見通し計画も作成されております。全体的に、収支も

赤字も出てくると。こういう形で当然この積立金を食うわけでございますから、そういうシ

ビアな財政計画を充実した中で、対策を組む必要があるというふうに私は考えますけれども、

この件についてお伺いしたいと思います。 

  そして、防災の関係でありますけれども、本町の災害を想定いたしますと、地震による土
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砂災害、大雨による土砂災害等があるわけでございますけれども、先般、16区のうち12区を

対象としました土砂災害防止法に係る説明会が、対象町民に対して行われたわけでございま

す。いわゆる土砂災害警戒区域なり、特別警戒区域の指定を、斜度30度のところを強制的に

レッドゾーンにしまして、さあ警戒区域ですよ、何かあった場合はもう逃げなさいと、こう

いうハザードマップ等からも来る。また説明上からも来る対策の内容でございます。 

  ということは、やはりある面、災害が起こった場合どうするんだと。いわゆる予算化の中

でも、国の対応とか色々あると思いますけれども、こういう本町の特殊な対応とか、地形と

いいますか、これらは非常に危険度を含んだ地形を含むところに家がたくさん建っておるわ

けでございますが、そういったものも事前に把握しながら、資金がなければ対応出来ません

ので、こういったものを十分含みながらお願いをしたいというふうに、今、考えております。

そういう取り組みについてお伺いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（市原重光君） 市原町長。 

○町長（市原 武君） 関澄男議員の再度のご質問にお答えしたいと思います。 

  町有地の利活用でございますが、議員がおっしゃるように、当然監査委員さんからもご指

摘が確かあったと思いますけれども、町有地の有効活用、あるいは売却等も視野に入れて、

幾らかでも財源になるように目を向けろという指導もございます。常に目を向け、耳を傾け

ながら、この町有地の活用については進めて参りたい。 

  また、瑞沢三区だけではなくて、町内一円に各区の共有地等もございます。そういうとこ

ろも視野に入れながら、いい活用方法があれば、その都度また地元と協議をしながら進めて

参りたいというふうに思います。決してこれを活用しないということではなくて、活用する

ためにいろんな方法、あるいはまたいろんなところに出ながら、話を持っていければなとい

うふうに考えるところでございます。 

  よく不動産業者は、千に三つ当たればいいほうだというふうに言われております。という

ことは、やはりいろんな情報を持って来てやらなければ成就しないということだと思います。

その様な事も民間の不動産業者の教えのとおりかなというふうに感じておりますので、また、

議員におきましても、有力な情報があれば、是非町のほうにいただきまして、一緒になって

出来ればなというふうに思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

  それから、バイオマス発電でございますが、先程言ったように、現在のところ、全く採算

に合わないということでございますので、この辺はまた技術の開発、あるいは発展によって



 

－44－ 

取り組みが出来るというようなこと。あるいはまた方法とか、変わった形で出来るというこ

とであれば、是非またそういうところを情報をアンテナを高くしながら、情報をとりながら、

今後進めて参りたいというふうに考えてございます。 

  あと、農業の活性化でございますが、先程申し上げましたように、一宮・長生・白子と長

柄・長南・睦沢は、農業の中身が全く違います。ということで、なかなかＪＡ長生でも、山

の手と海の手を一緒くたにして、全部を一緒にやるということが、実はなかなか難しいとい

うことが、担当課長会議の中で出ておったそうです。 

  そのようなことから、長柄・長南については、今の状況では山間部は全くメリットがない

ということの中で、議会の同意が得られなかったというふうに伺っております。 

  ですから、睦沢も、やっぱりそこら辺が通じるところがあるのかなというふうに思います。

せっかく参画するのであれば、やはりきちんとそれが農家に戻って来るという形でなければ

いけないというふうに思いますので、そこら辺の見極めも、山の手三町きっちり見ながら対

応して参りたいなというふうに思っているところでございます。 

  それから、財政でございますけれども、当然これから学校建設等も50年以上過ぎている小

学校、中学校がございますので、この建設をしなくてはならないということでございますの

で、従来から言っておりますように、何でもかんでもみんなやるんじゃなくて、ある程度集

中して事業を行っていくというような形で対応していきたいなと。 

  また、先程もちょっとお話ししましたけれども、当然、大きい事業をやると起債を起こす

わけです。この起債の返済額が何年には幾らという形できちんと出てきますので、それが先

程言ったように、一定額を超えない形で歯どめをかけるということになれば、町の破綻とい

うのは絶対起きませんので、よく国では、割合、何％以上うんぬんと言いますが、国はあく

までも全国を、何千町村を見るので、割合がないと見られませんが、町村の場合は自分の懐

ですので、皆さんの家庭でもそうだと思いますが、年間の返済額が幾らだったら、うちは切

り盛り出来るよというものがあると思います。町村も当然そういうものがありますので、割

合ではなくて、額で返済額が幾らまで可能なんだということを、今、睦沢町ではつかんでお

りますので、それが超えないような計画を作りながらこれからも運営していくという形の中

で、きちんと財政運営をしていきたいと。 

  当然にして、財政当局につきましては、財政計画につきましては、財調が今後、最悪で３

億位になってしまうかもしれないということでありますが、財政担当者については、１番厳

しい目で見ておりますので、私はそこまでいかないなというふうに踏んでおりますが、しか
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しながら、財政担当者ともきちんと意見交換をしながら、そこら辺を明確にしながら、将来

にわたって財政が破綻しないということをきちんとした形で示しながら、今後も進めて参り

たいというふうに思っておりますので、また議員も、いろんな資料を見ながら、町に対して、

これは町長が言っているのはおかしいんじゃないか、これだとあなたが言ったのと違うぞと

いうご指摘もいただきながら、ともに睦沢町のために頑張って参りたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（市原重光君） 関議員。 

○８番（ 関澄男君） １点だけ、農業の活性化の中でお伺いしたいと思いますが、就農希望

者等がいた場合、どのような指導、また援助、こういったものの責任などもつくんですか。

これは、当然振興課でやるんじゃないかと思いますけれども、その辺の確認をさせていただ

きます。それだけです。よろしくお願いします。 

○議長（市原重光君） 市原町長。 

○町長（市原 武君） 議員おっしゃるとおり、新規就農者につきましては、今農業塾も、ま

ちづくり課と産業振興課で行っておりますが、今ご質問の件については、産業振興課のほう

で担っております。これにつきましても、今また新しい農業の形がまた新たに出てこようと

して、産業振興課のほうで一生懸命やっておりますので、そういう形の中で進めて参りたい

というふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（市原重光君） これで８番、 関澄男議員の一般質問を終わります。 

───────────────────────────────────────────────── 

◇ 丸 山 克 雄 君 

○議長（市原重光君） 次に、１番、丸山克雄議員の一般質問を行います。 

  丸山克雄議員。 

○１番（丸山克雄君） 公明党の丸山克雄です。 

  それでは、通告事項に沿って質問をさせていただきます。 

  睦沢町は、災害の少ない比較的安全な町と思われておりますが、時折小さな規模での災害

が発生しており、今後も想定内の自然災害に十分な備えは必要であります。本町では、洪水

や土砂災害に重きを置いた対策を想定しているようで、ハザードマップでも細かな注意喚起

がされており、大多数の住民は自らの周辺状況を認識しているものと思います。 

  しかしながら、現在の防災行政無線システムを使った災害情報対策は、課題も幾つか見え
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ております。 

  例えば、災害情報を必要とされるエリアだけに自動的に伝える操作技術を向上させること。

これは地域の災害を減らすことにつながります。また、仕事や旅行などで遠くへ出かけて、

町内不在の人たちへの適宜細やかな情報を伝達するツールの開発などであります。また、屋

内の戸別無線機の不具合が増えているようでありますが、これへの対応はどうされているか

お聞きいたします。 

  現在、情報通信技術の進化は目ざましく、防災の分野にもその力を発揮出来るようになっ

て来ているようであります。町が把握している次世代のシステムについて、どのような形態

があるのか伺います。 

  住民の安全のために、将来を見据えて機能性の高いシステム全体の移行計画を考えてみて

はいかがでしょうか。お聞きします。 

  続いて、ボランティアセンターについてであります。 

  大規模な災害発生時には、本町でもボランティアの受け入れが想定されます。受け入れま

での流れと受け入れ窓口、それに伴うボランティアセンターの運営体制はどのようになって

いるかお聞きします。 

  さて、地域における防災対策を強化するため、災害対策コーディネーターが各区に配置さ

れました。身近なところに避難出来るということは、地域住民にとって安心で歓迎出来るも

のであります。 

  そこで、各地域における自主防災組織が運営する避難所開設の実施計画は進んでいるので

しょうか。自主防災組織が抱えていると思われる課題、特にマンパワーの連携と充足、運営

面での習熟度を高める取り組みについて、現状を伺いたいと思います。 

  次に、議選監査委員についてであります。 

  本町の監査委員は、町民の有識者から１名、議会から議員が１名選任され、２名で監査業

務が行われております。一般論ではありますが、議員が監査委員を務めた場合、議員活動が

抑制される傾向にあるようです。もちろん、議員によって活動の度合いに違いがありますが、

職務や服務規程の性格上、自主規制を働かす場面が出て来るなど、どちらかというとデメリ

ットのほうが多いのではないかと思います。他にも不都合なことが見られ、議選監査委員の

課題を考慮して、議員のうちから監査委員を選任しないということが出来る選択制の法改正

が行われ、平成30年４月１日施行されました。 

  この施行の後でありますが、大阪府は議選監査委員制度を廃止しました。また、議選監査
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委員の定数を２名から１名に減らす市や区など、議選の監査委員は置けない市町村議会が全

国で出始めております。 

  議選監査委員が抱える課題は全国共通かと思います。本町におきましても、この点を配慮

していただき、今後は議会からの監査委員の選任をやめてはいかがでしょうか。町長の見解

を伺います。 

  以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（市原重光君） 市原町長。 

○町長（市原 武君） 丸山克雄議員のご質問にお答えいたします。 

  まず最初に、防災についての１点目、防災行政無線の屋内戸別受信機については、平成元

年から貸与という形で配布をさせていただきましたが、30年を経過いたしまして、不具合も

多くなって来ており、申し出により受信機の交換をするようにして参りました。 

  近年は、年間約40台前後の交換がされていますことから、在庫等を勘案しまして毎年度購

入をしておりますが、今後も経年劣化による故障の取り換えは増加するものと思われます。 

  この防災無線の整備としては、屋外拡声子局からの放送は、気象状況や地理的条件に影響

を受けやすく、聞きにくいという声も多く、屋内の戸別受信機は大切な情報源であります。

抜本的な整備の必要性もありますが、財政負担もあることから、現システムを活用した方法

について、国の緊急防災・減災事業債などの活用を含め、情報収集と検討を進めているとこ

ろであります。 

  現在、特にスマートフォンや携帯電話に町防災無線の情報を配信するシステムについて協

議を進めております。こうすることによって、議員がおっしゃるように、他にいても、スマ

ートフォンや携帯に入って来るという形が出来るのかなというふうに思っているところでご

ざいます。 

  既に登録していただいた町民には、町の情報を発信をしておりますが、防災情報の発信に

ついても、普及が進んでいるスマホなどを活用し、伝達の機会や精度を高めて参りたいと考

えております。 

  また、どこからでも、ワンオペレーションで指定した情報発信元へ配信出来ることは、操

作の時間、人員の負担も少なく、緊急時に即応出来るものと思われます。 

  まずは、こうした取り組みを進めて参ります。よろしくお願いしたいと思います。 

  次に、２点目のボランティア支援センターの運営についてお答えいたします。 

  大規模な災害発生後の災害応急対策の一つとして設置する災害ボランティアセンターは、
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社会福祉協議会と災害対策本部との協議により設置され、その場所は、町地域防災計画に基

づき、原則として、むつざわ福祉交流センターとなります。 

  この設置に際しての備品などの整備については、順次備えていく予定でありますが、まず、

その運営として、本年２月16日にその設置と運営のシミュレーションと円滑な運営の模擬訓

練を実施したところであります。参加団体は、災害対策コーディネーター連絡会、日本赤十

字防災ボランティア睦沢町地区協議会、日赤奉仕団、町ボランティア連絡協議会を始め、上

市場区や睦沢中学校生徒も含め、約100名が参加をいたしました。訓練実施後の各班からの

ミーティングの中で、受け付けの円滑化や業務伝達の説明などでの反省点も出されたところ

でございます。 

  このような内容を踏まえまして、本年度も来る９月21日に災害ボランティアセンター運営

訓練を実施する予定となっております。 

  今後も、社会福祉協議会と町防災担当並びに各種団体との協力の中で、災害ボランティア

センターの体制整備に努めて参りたいと思いますので、ご協力をお願いいたします。 

  次に、３点目の地域自主防災組織の習熟度を高める取り組みについてお答えいたします。 

  町では16区全ての区において、地域自主防災組織として活動していただくための各組織の

備品などの整備、避難訓練等の実施などを行っていただき、その強化に努めて参ったところ

でございます。こうして、全自治体に全て自主防災組織があるというのは、なかなか珍しい

という評価をいただいているところでございます。なお、睦沢町は、町全体として取り組む

というのが従来からの方針でございますので、そのように努めているところでございます。 

  また、各地区には災害対策コーディネーターの配置もなされ、まずは地域が主体で活動出

来る体制づくりを進めているところであります。 

  地域にはそれぞれの特色があり、地域での避難所開設も、それぞれのやり方を地域の話し

合いの中で決めていただくこととなりますが、必要な情報は積極的にお示しさせていただき

たいと思います。 

  なお、本年度の町防災訓練につきましては、今後、各区長の皆さんと協議をさせていただ

きますが、地域自主防災組織のさらなる防災力向上に向けて、装備品の再点検や使用方法の

確認、地域での避難行動などをお願いいたしまして、町職員も地域の状況を把握し、連携を

図るため、各地区に参加させていただきたいと考えております。 

  本町のように、町の全区が地域防災組織として活動することは、先程も申し上げましたけ

れども、県下でも少なく、特色ある防災活動の成果によって、一昨年に妙楽寺地区が千葉県
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から表彰を受けております。こうした機運を受けて、各地区も地域の特色を生かした防災活

動のあり方を、災害対策コーディネーターを中心に話し合いがなされ、災害の際の申し合わ

せ等も検討したという報告もありました。 

  今後も、各地区の意向も踏まえまして、自主防災組織の強化に努めて参りますので、ご理

解を賜りたいと思います。災害につきましては、最終的には命を守る対策、これが１番大事

になりますので、ここら辺を進めて参りたいというふうに考えているところでございます。 

  次に、２の議選監査委員についてお答えをいたします。 

  監査委員は、地方自治法第195条第１項並びに196条の規定によりまして、１名は行政運営

並びに財務管理などの専門性に関する見識を有する方、もう１名は議員のうちから選任され

た方の２名にお願いをしておりますが、議員おっしゃるとおりの改正がなされまして、条例

で議員のうちから監査委員を選任しないことが出来るとなりました。 

  この条例の提出権は長並びに議員及び委員会の双方にありますが、現在の町の考えをお答

えいたします。 

  議選監査委員におかれましては、予算、決算、行政事業に一定の理解、見識の中での役割

を十分発揮いただき、監査の遂行に貢献をいただいております。 

  しかしながら、その中立性の難しさや議員活動との両立、執行機関の中の議員という立場

等もありまして、選任の義務付けが緩和され、選任するかしないかについては自治体の判断

によるものとなりました。 

  私といたしましては、千葉県を始め、多くの市町村も議選監査委員を引き続きお願いして

いることもあり、当面は継続して参りたいというふうに考えております。 

  しかし、制度改正の意義を尊重し、監査委員と議会の監査機能の役割分担を制度としてど

のように運用すべきかについては、今後も検討して参りたいと存じます。 

  なお、議員ご質問の中でも、議選監査委員を受けない議会の存在もあるということから、

議員各位におかれましても、監査制度と議会の関係性についてご考慮をいただければという

ふうに思います。先程も触れましたけれども、その条例については、町の発議でもいいし、

議会でも委員会でもということでありますので、議会の中でも十分ご審議をいただければと

いうふうに考えているところでございます。 

  私からは以上です。 

○議長（市原重光君） 丸山克雄議員。 

○１番（丸山克雄君） 防災ですね。細かい情報伝達ということで、スマホなどを活用という
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のは、是非進めていただきたいと思います。 

  なお、ボランティアセンターを立ち上げるときというのは、多分、町の各地域の日常を知

った上で開設するかどうかなんでしょうけれども、開設するとなると、相当な被害があると

いうことになるかと思うんですが、そうした場合、例えば、社会福祉協議会が受けて、窓口

になって、そのもとで赤十字社とか、中学生とか、そういった方々が動くんですけれども、

スタッフの顔ぶれというのを見ますと、やはり中高年が多くてですね。実際、稼働して続く

のかどうか。すなわちスタッフの疲弊ですね。そういったものも心配されると思うんですね。

開設するというのは相当な被害でありますので、これも本来開設しなくても済む程度の被害

であれば、隣近所の方々が応援するという形で済むわけなんですけれども、その辺の対応の

際、現場にスタッフの方だけで任せていいのか。つまり町のもっと広い範囲で、町職員を含

めて、このボランティアセンターの運営体制というのを出来ないのかどうか。その辺のとこ

ろをちょっと危惧するところであります。 

  それから、地域における自主防災組織なんですが、地域で避難所を開設されますと、やは

り皆さんお年寄り中心に、子供なども来ますけれども、そこに、そのスタッフの中に女性が

いますと随分安心するといいますか、そういうところもあるんじゃないかと思います。こう

いった制度が出来る前の川島なんかは水害があって、区民センターに避難したりしたことも

ありました。そのときも、今ほどきちんとした整備はされていませんでしたけれども、役員

の皆さん方が協力して、みんなでやってたということもありました。したがって、やはり女

性がいるというのは、協力者になるんでしょうけれども、この辺もちょっと自主防災組織の

中にうまい具合に取り込んでいただければどうかなという気がします。 

  それから、その場合、そういう女性協力者をどのような立場というんですか、役割、ある

いは言い方をするのかも含めて、ちょっとその辺はっきりしたいと思います。 

  それから、監査委員の件ですね。これは、本来は監査制度の充実・強化ということで法改

正されたようでありまして、やはり監査委員の高度化、技術的な高度面それから中立性です

ね。そういったことを求めて、こういったのが議選監査委員はどうかということが全国的に

課題になっていたようでありますね。したがって、外部に委託しているところもあるようで

すけれども、その位専門性が高いわけだと思います。 

  現在、監査委員さんが色々、毎月のように仕事していただいておりますけれども、外部に

発注することも含めれば、一つには現在の監査委員さんの報酬ですね。ちょっと安過ぎるん

じゃないかなということがあるんですね。仕事の内容から言いますと、将来的にはやっぱり
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見直しが必要じゃないかなという気がします。 

  それと、せっかく監査委員さんが決算のこととか、あるいは健全化判断の比率についてコ

メントされていますので、こういったコメントが、例えば広報紙に、要旨でも載れば、町長

が一生懸命心配ない、心配ないといっても、むしろ監査委員さんが大丈夫だよという一言の

コメントのほうが、町民は安心出来るんじゃないかと思いますので、もし、次回から間に合

うようであれば、決算なり、こういった健全化判断比率についてのコメントを監査委員さん

の意見として入れるというのも、掲載するというのもどうかなと思いますので、検討してい

ただければと思います。 

  いずれにしましても、今後学校施設では、インフラ整備とかお金がかかってきますので、

財政ということに関する関心が高まって来ると思いますので、その辺のところも、是非とも

検討していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（市原重光君） 市原町長。 

○町長（市原 武君） 丸山克雄議員の再度の質問にお答えをいたします。 

  まず、防災についてでございますけれども、災害ボランティアの関係ですね。これは町の

災害対策本部と社会福祉協議会の協議の中ですので、社会福祉協議会が主体となってボラン

ティアセンターを運営するということでございまして、社会福祉協議会の職員がボランティ

アに出るということではないということは、議員ご承知のとおりだと思います。町外からボ

ランティアとしていっぱい来るから、そういう人たちをどういう仕事の割り当てをする。指

揮命令系統という形になると思いますが、それをやっていただくということで、今、議員が

おっしゃっていただきましたように、女性の活躍が非常に有効だということでございまして、

議員ご承知のとおり、社会福祉協議会は介護支援員等を中心とした女性のスタッフがいっぱ

いいます。逆に、介護をやっているということは地域にかなり精通をしております。という

ことで、非常に強力なスタッフになるんじゃないかというふうに思っております。 

  その方たちが直接ボランティアをするようになっちゃうと全体を動かせませんので、あく

までも社会福祉協議会については、来てくれたボランティアの方を、どうやって回すかとい

うことに尽きると思いますので、そういう形で、当然職員のほうも一緒になって対策をして

いただくということで、議員がおっしゃるように女性の活躍が非常に有効になって来るのか

なというふうに思ったところでございます。 

  それから、議選の監査委員なんですが、先程申し上げましたように、私のほうからは、た

だ当面このままで、私のほうとしてはいいのかな。しかしながら、決して法律の趣旨を曲げ
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るものではありませんので、議会としてそれがいいということであれば、私としては、それ

を拒むものでは全くないということでございますので、是非議会でも検討していただければ

なというふうに思ったところでございます。 

  また、監査委員さんからの報告内容を広報紙に載せたらと。そうすることによって、町民

が、これからの借金の返済どうなるかというふうな形がわかるんじゃないかということでご

ざいます。これについても、監査委員さんと協議を進めながら、それについてご理解いただ

けるようでしたら、そのような形にしていければなというふうに考えます。 

  私からは以上でございます。 

○議長（市原重光君） 丸山議員。 

○１番（丸山克雄君） 女性の活躍の件は、自主防災組織のほうの地域のほうのことで伺った

わけなのでございまして、社協のほうの方ではありませんので、その辺は私も理解しており

ます。 

  私は、毎日毎日、ボランティアセンターを受け入れて、どこそこのどこの地域に何件、ど

こに行けと、行って欲しいと、どういう需要があると、どういうものが必要だということに

情報というのは、やっぱりセンターの方々が現場に行って、毎日毎日確認しながら進めてい

くわけですよね。そのスタッフというのはやっぱり大変だと思いますね。そういったことも

含めたことを伺ったわけなんですね。そういった面で、職員などの応援も必要じゃないかな

ということでございました。 

  もう一つ、これは別な議案のほうにふれたいと思うんですけれども、監査委員さんの報酬

は少ないと私は思うんですよ。ほかの方々の、この報酬を見ましても、やっている内容から

して、ちょっとこれどうなのかなというような、私は気がします。実際、外部に委託すると、

安くたって数百万です。普通の大きな自治体だと1,000万円以上ということですから、そう

いうことを考えれば、現在の報酬を再検討してみてもいいのではないか。 

  以上、２点でございます。 

○議長（市原重光君） 市原町長。 

○町長（市原 武君） 丸山克雄議員の再度のご質問にお答えいたします。 

  大変申し訳ございません。私のほうで勘違いをして、ボランティアセンターのほうの女性

活躍だということで勘違いをしましてお答えしましたが、自主防災組織に女性をというお話

だったようで、大変失礼しました。 

  これにつきましては、今、災害コーディネーターを各区の区長さんにお願いして、災害コ
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ーディネーターを各区で養成をしてもらっております。是非、この中に議員おっしゃられる

ように、女性も参画をしていただいて、そういう知識をつけていただいて、自主防災組織が

有用に活用出来るようにしていきたいと思いますので、またよろしくご支援をお願いしたい

と思います。 

  それから、監査委員でございますが、議員おっしゃるとおり、今専門家を雇うとなると、

弁護士だとか、司法書士だとか、そういう専門性になって来ると単価等も大分違って来ると

いうことで、実際に高くなって来ているということは承知をしております。 

  今現在の睦沢の状況からいくと、私は議選とほかから１名ということで十分機能している

というふうに、私は判断しております。ということで、先程申し上げましたように、議選を

ということであれば、私はそれでしたいと思います。 

  また報酬については、また内部でよく検討しながら、対応を考えて参りたいと思います。 

  どうもご指導ありがとうございました。 

○議長（市原重光君） これで、１番、丸山克雄議員の一般質問を終わります。 

  ここで午後１時まで暫時休憩といたします。 

（午前１１時５７分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（市原重光君） それでは、全員おそろいのようでありますから、休憩前に引き続きま

して一般質問を続けます。 

（午後 １時００分） 

───────────────────────────────────────────────── 

◇ 田 邉 明 佳 君 

○議長（市原重光君） それでは、５番、田邉明佳議員の一般質問を行います。 

  田邉明佳議員。 

○５番（田邉明佳君） それでは、通告順に従いまして質問させていただきます。 

  まず、福祉について。 

  比較的最近、ひとりで亡くなった方が２人おられました。そのうちの１人について、近所

の方から涙ながらに孤独死を起こさないでくれと訴えられました。その方は、ご家族と暮ら

しているとはいえご高齢であり、何か胸に迫るものがあったのでしょう。 

  行政が何でも責を負うことは出来ませんが、孤独死は本人だけの問題ではなく、発見した

方もご遺族も、ご近所の方、自治体、関係者に何らかの影を落とします。町では、むつざわ
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高齢者見守りネットワーク事業実施要綱を定め、むつざわ見守り事業を行っており、他にも

様々な事業を行っていますが、このように防ぎ切れない事件も起こっています。 

  全国的にも少子高齢化が進み、また、様々なライフスタイルの変化により、独居世帯が増

えています。総務省のデータでは、2040年には単独世帯の割合が約40％に達すると予測され、

特に65歳以上の増加が顕著とされています。これは、社会的孤立のリスクとなり、我が国で

は、調査で、他者との会話がほとんどないと答えた人の割合は７％で、諸外国の単独世帯と

比較すると、２倍から４倍と高い水準を示しています。 

  また、孤独死に続いて、日本少額短期保険協会孤独死対策委員会の最新のレポートでは、

男女比は８対２で、圧倒的に男性のほうが多い結果となっており、これは女性のほうが他者

とのつながりを持ち、比較的積極的に社交するためだと思われます。 

  孤独死防止のためには、孤立化を防ぐということが重要かと思いますが、このことは個人

的な事情に踏み込まざるを得ない場合もあり、大変難しいと思います。ですが、先のデータ

のように、孤立化するおそれのある層の増加は確実と思われます。 

  そういった中で、圧倒的に孤独死が多い男性へのアプローチをどうしていくのかとの課題

がありますが、現在の見守り事業だけでは、何か起こった後の対応というものがえてして多

くなりがちになり、孤立化への防止、孤独死の防止としてはいささか弱いのではないかと思

います。町としてどういった考えをお持ちなのか、伺いたいと思います。 

  むつざわ見守り事業では、地域の全ての人たちによる緩い見守り、支え合いをするもので

すが、その中で事業者の皆様に協力を仰ぎ、重要な役割を地区民生委員や児童委員が担うと

思われますが、この事業にかかわる民生委員も全国的には不足し、全国での欠員は3.7％と

なってしまっています。欠員増の理由は、2016年のデータで、民生委員の85％が65歳以上と

いう担い手の高齢化と、社会的な高齢化による活動の負担増が原因とされています。確かに

民生委員さんを見ましても、ご苦労されているように見受けられます。 

  睦沢でも民生委員の高齢化と担い手不足は深刻な問題になっていくと思います。今後、新

たな担い手の育成や委員の負担軽減の仕組みが求められていると思いますが、町ではどのよ

うな対応をとっていくのか、お考えをお聞かせください。 

  二つ目、怪文書について。 

  町長に関する怪文書が出回っているようですが、なぜ私が怪文書としているのかと言いま

すと、匿名の手紙だったからです。幾らこうして欲しい、こんな問題があると訴えられても、

それが匿名であればその信頼性に欠け、公的な場でその内容を公にすることは出来ないと私
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は考えます。ですが、その内容は、町をどうにかして欲しい、町長の姿勢を正して欲しいと

の切々としたものでした。そのことは、議員として応えなければならないと私は思いました。 

  ですから、ここで問いたいと思います。怪文書の内容の真偽はともかく、こういった町長

のあり方に関する訴えが各議員にされたことに関して、町長はこの町民の声をどう捉えてい

るのでしょうか、お聞かせくださればと思います。 

  ご答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（市原重光君） 市原町長。 

○町長（市原 武君） 田邉明佳議員の質問にお答えをいたします。 

  最初に、１、福祉についてでございますが、町の高齢化率はこの７月末で39.69％と、町

民の10人に４人が65歳以上という状況となっております。このような中で、独居の高齢者や

高齢者のみで構成される世帯も増加しております。 

  町では、睦沢町高齢者見守りネットワーク事業や高齢者訪問などで、支援の必要な方を早

期に発見出来るよう努めております。中でも、民生児童委員の皆さんには、日ごろから独居

の高齢者宅を訪問されて、支援が必要な場合には町に連絡をいただき、そこから福祉サービ

スの利用につながる事例も多く見られます。 

  現在の民生児童委員の任期は本年11月末で任期満了となりますが、12月からの新しい民生

児童委員についても、本町では定数を確保出来る見込みとなりました。町では訪問などを通

して、緊急通報装置や救急医療情報キットの設置及び配食サービスの利用などに努め、見守

りの強化を図っておりますが、それだけではなく、町で行っている様々な事業等への参加を

お勧めすることや、地域の行事などにも積極的に参加していただき、社会的な孤立を防ぐこ

とが大切であると考えております。 

  現在、集いの場所として福祉交流センターのロビーにお茶等を設置して、誰でも気軽に立

ち寄れるよう整備しております。通いの場、人との交流の場として機能するよう期待してお

ります。 

  進む高齢化や増加する独居の高齢者世帯などを考えますと、地域全体での見守りといった

ことも必要となって来るものと思います。今後も、見守り事業や訪問活動等により安心した

生活が送れるよう、地域とともに支援して参りますので、今後ともご協力をお願いいたしま

す。 

  次に、２番目の怪文書についてお答えいたします。 

  怪文書が出回っていることは、ひとえに私自身に隙があり、また、職務執行において疑義
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を呈されている町民の声があることに関して、非常に反省をしております。今後、このよう

なことがないよう襟を正し、一層、職務執行にまい進して参りたいと思います。 

  よろしくお願い申し上げます。 

○議長（市原重光君） 田邉明佳議員。 

○５番（田邉明佳君） ご答弁ありがとうございます。いつもと違ってあっさり風味で。 

  孤独死の関係ですけれども、特に新しいことは特にしていく感じではないようなご答弁の

ような気がするんですが、とにかく男性をどうしていくか、それに尽きると思うんですね。 

  町長の答弁でいきますと、健幸長寿のまちづくりを掲げている睦沢らしくないのではない

かなと私は思うんです。 

  全国の防止対策事業を見ましても、どこも見守りがメーンではあるんですけれども、一歩

進んで孤立化しやすい境遇の方がいて、社会とのかかわりもし、出ていきたいという取り組

み、それをもうちょっと積極的に考えてはいかがかなと思います。 

  新しい道の駅も出来たことですし、古代ローマから公衆浴場は社交の場であり、情報交換

の場であったわけですけれども、そういったところを利用して、いつぞやか福祉関係で利用

したいとの声も聞かれましたけれども、そういった、ご老人が気軽に入れて、みんなとおし

ゃべりして、ゆっくりくつろいでという、そういったことも町が主導してやっていったらど

うかなと私は思うんですけれども、そういった施策のお考えはありますでしょうか。 

  町としては、若い人に大分来て欲しいと。それはそうなんですけれども、やっぱり安心し

て老後を暮らす、穏やかにのんびり生きていける睦沢であるというところは、若い人も安心

感を持って来やすくなるんじゃないかなと私は思うので、そこら辺はちょっとどういうお考

えなのかをお聞きしたいのと、あと、民生委員ですけれども、定数確保は出来ると言います

が、でもいろんな方の話を聞いていると、やっぱり民生委員の仕事は相当大変だと。激務だ

ということで割に合わないと。 

  負担軽減を考えるのも必要だと思うんです。それか、もしくは報酬をもっと割に合うと思

うラインまで上げるとか、そうしていかないと、今のうちはまだそれは確保出来るかもしれ

ません。睦沢町の方は基本的に親切な方が多いですし、頼まれたら嫌と言えないんだろうと

思うんです。でもやっぱりそうしていかないと、やっていていいかなと思えるラインにして

いかないと、どんどん人は減っていくんじゃないかと思うんです。 

  町は最近ボランティア、先程のどなたかの答弁でもボランティアと声を出していますが、

でもそのボランティアの方たちもいつも似たような、どこかで見たような顔ぶれで、そうい
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った方たちがだんだん疲弊していくんじゃないかなと。だからもっと範囲を広く、参加して

くれる人を広げていけるような仕組みを考えたらどうでしょうかということで、ご答弁をお

願いします。 

○議長（市原重光君） 市原町長。 

○町長（市原 武君） 田邉明佳議員の再度の質問にお答えをいたします。 

  特に高齢者、男性の方が多いということで、今、町は農業地帯ということで集落営農を進

めております。是非、そういうところにも顔を出していただいて、高齢者でも出来る仕事と

いうものも進めていってもらいたいなと。 

  また、今、議員から提案のございました、公衆浴場にご高齢の方が非常に好んで行かれる

と。これはお隣といいますか、長柄町でも温泉があって、そこに高齢者の福祉という面で非

常に有益だというお話も伺っております。 

  そのようなことで、今回ソフトオープンに至りまして、500円の優待券というようなこと

もしましたけれども、特に高齢者に関して見守りというようなことも考えて、そういう事業

も今後前向きに検討していければなというふうに思うところでございます。 

  また、ボランティアについても、今まではボランティアというと全く無償ということでご

ざいましたけれども、やはりこれからは有償ボランティアという形が主になって来るのかな

というふうに感じております。そういうことも頭の中に入れながら、ボランティアの支援を

行っていく。あるいはまた、民生委員さんにおかれましても、実際、今現在の委員さんの中

にも高齢者の数が大分増えて来て、１人では非常に厳しいというような声も聞かれておりま

した。そういうことも含めて、議員ご提案のことについても十分検討しながら、今後進んで

参りたいと思います。 

  ということで、ご提言色々ありがとうございました。 

○議長（市原重光君） 田邉明佳議員。 

○５番（田邉明佳君） 具体的にどうするというご答弁ではないんですけれども、前向きに捉

えていいと考えてよろしいんでしょうかね。それなら大いに期待するところではございます

けれども。 

  日本では年間約３万人が孤独死しているんですけれども、平均年齢は61歳なんですけれど

も、高齢者に満たない年齢での孤独死の割合はもう半数を超えているんです。20代、50代は

４割弱。ひとり暮らしの若い方はこの町にはそれほどいらっしゃらないと思いますけれども、

実際このような数字を見れば無視は出来ないと思うんですけれどもね。 
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  先程、大分、町長は前向きに住民のために考えてくださるようなことをおっしゃっていた

んですけれども、住民幸福度の向上、それがうちの町に今、１番足りないものだと思うんで

す。道の駅も素晴らしく素敵な建物で、いいものが出来たとは思うんですけれども、野良着

や普段着で行かれない、何か地元の声というのもありまして、そうしたことからも、早急に

ご老人とかが気軽に立ち寄れるような、だから私は公衆浴場をご老人は100円とか200円にし

てはどうかと思うんですけれども、そういった対策もしていったらどうかなと。やっぱり、

よそからの方を集めるのもいいんですけれども、まずは地元の皆様に愛される、そういった

まちづくりをしていったほうがよろしいんじゃないかと思いますので、そこら辺はよろしく

お願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（市原重光君） 市原町長。 

○町長（市原 武君） 最後の質問にお答えをしたいと思います。 

  それこそ新しく出来た重点道の駅につきましては、睦沢町にしてはこじゃれた建物だねと

いうような評価もいただいているところでございます。そういった中で、直売所もそこだけ

ではなくて、個人でやられている直売所等も色々ございます。そういったことで、非常にバ

ラエティーに富んでいて、睦沢町に行くと直売所のいいところがいっぱいあるよという評価

もいただいておるところでございます。 

  そういったことで、先程も申し上げましたけれども、老人の方が公衆浴場を楽しめるとい

うことは非常に有意義だなというふうに考えておりますので、そこら辺についても前向きに

考えて参りたいというふうに思います。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（市原重光君） これで、５番、田邉明佳議員の一般質問を終わります。 

  以上で一般質問を終わります。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎承認第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（市原重光君） 日程第４、承認第１号 令和元年度睦沢町一般会計補正予算（第２

号）の専決処分の承認についてを議題といたします。 

  職員に議案の一部を朗読させます。 

  麻生書記。 

（麻生書記朗読） 
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○議長（市原重光君） ありがとうございました。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  市原町長。 

○町長（市原 武君） 承認第１号 令和元年度睦沢町一般会計補正予算（第２号）の専決処

分の承認について、提案理由を申し上げます。 

  補正額は15万円を追加し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ36億4,367万8,000円といた

しました。 

  本件につきましては、リバーサイドタウン13号棟の入居者が退去することとなり、賃貸住

宅賃貸借契約書に、敷金について本物件の明け渡しがあったときは、遅滞なく敷金の全額を

無利子で返還しなければならないとあること。また、本物件の明け渡し日は、令和元年６月

28日であったことから、早急な対応が必要であり、議会を招集する時間的余裕がないことが

明らかであると認めたため、令和元年度睦沢町一般会計補正予算（第２号）を、地方自治法

第179条第１項の規定により、専決処分させていただきましたので、同条３号の規定により、

議会に報告し、ご承認を求めるものでございます。 

  よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（市原重光君） 説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑のある方はどうぞ。 

  市原時夫議員。 

○１２番（市原時夫君） この敷金の関係で言いますと、これまで最初入居されて、それで退

去されて新しく入ると。つまり交換するという形は、総数で幾つかあったと思うんですけれ

ども、幾つになりますか。 

○議長（市原重光君） 鈴木課長。 

○まちづくり課長（鈴木政信君） ３件目でございます。 

○議長（市原重光君） 他にありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（市原重光君） ないようですので、これで質疑を終わります。 

  お諮りいたします。 

  討論を省略し、採決に入ることにご異議はありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（市原重光君） 異議なしと認めます。 

  これから採決を行います。 

  承認第１号 令和元年度睦沢町一般会計補正予算（第２号）の専決処分の承認については、

原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（市原重光君） 起立全員です。 

  したがって、承認第１号は原案のとおり承認されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎承認第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（市原重光君） 日程第５、承認第２号 令和元年度睦沢町一般会計補正予算（第３

号）の専決処分の承認についてを議題といたします。 

  職員に議案の一部を朗読させます。 

  麻生書記。 

（麻生書記朗読） 

○議長（市原重光君） 本案について提案理由の説明を求めます。 

  市原町長。 

○町長（市原 武君） 承認第２号 令和元年度睦沢町一般会計補正予算（第３号）の専決処

分の承認について、提案理由を申し上げます。 

  補正額は43万2,000円を追加し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ36億4,411万円といた

しました。 

  本件につきましては、令和元年10月１日施行の幼児教育・保育の無償化に当たり、５月10

日に子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、これに伴い６月上旬に関係法令

の整備及び今後の事務取扱などの詳細が示されたところでございます。 

  このことによりまして、本町におきましても睦沢町特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の運営に関する基準を定める条例など、関係法令の早急な整備が必要となります。 

  つきましては、短期間に制度の理解と併せて法令の改正が必要となることから、専門業者

に例規整備に係る情報提供及び支援を委託すべく計上いたしました。 

  なお、本件は子ども・子育て支援事業費補助金の対象になりますので、財源は県補助金と

して計上いたしました。 

  以上のことから、早急な対応が必要であり、議会を招集する時間的余裕がないことが明ら
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かであると認めたため、令和元年度睦沢町一般会計補正予算（第３号）を、地方自治法第

179条第１項の規定により、議会に報告し、ご承認を求めるものでございます。 

  よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（市原重光君） これから質疑を行います。 

  質疑のある方はどうぞ。 

  市原時夫議員。 

○１２番（市原時夫君） 内容なんですけれども、例規整備ということで、ちょっとこれ私の

勘違いだったらごめんなさい。例えば、例規集で整備をするということになれば、これは大

体毎年、年１回でまとまってやっているわけで、それとは違うのか。整備支援業務というの

は具体的にどういうことで、これは委託しなきゃいけない位の大変な事業なのでしょうか。 

○議長（市原重光君） 白井健康保険課長。 

○健康保険課長（白井住三子君） 本業務につきましては、通常の例規整備を専門業者に委託

しているものとはまた別に、今回の幼児教育・保育の無償化に関するものについての制度の

内容の公的な理解に関する情報、そして、その上で例規整備をしていくに当たったサンプル

的なものを示していただいたりとか、それで睦沢町、それぞれの町村が例規の成り立ちが違

いますので、そういう中でサンプルを示していただいた中で、本町としてはこういう形がい

いんじゃないかという、そういうような情報提供でございます。現在もまだやっている最中

でありますけれども、そういう中で電子データをもらったりして、例規整備を行っていま

す。 

  これが町部局のほうで、これは条例が２本、そして規則等が５本ございます。そして、教

育委員会部局では条例が１本、規則等が４本、これを10月の無償化の開始に合わせて整備を

していくのは、通常の業務の中でこれを職員の中でやっていくのは非常に厳しいということ

で、管内でもほとんどの町村がこういった形で専門業者のほうに協力をもらいながら、委託

をしながら実施しているところでございます。 

○議長（市原重光君） 市原時夫議員。 

○１２番（市原時夫君） 通常的な考えで言いますと、これは国の制度として変えたわけであ

りますから、国がこういうパターンだとか普通示すと思うんですよ、通常の考え方で言えば。 

  そうではなくて、わざわざ民間にお願いをしなきゃいけないというのはちょっとよくわか

らないんですが。大体ここの改正ですから、こういうパターンがありますとかという見本は

国のほうで示したり県が示したりして、それに基づいてやれるようになるというふうに思う
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んですけれども、特別なもの、この場合については困難性があるのでしょうか。 

○議長（市原重光君） 市原町長。 

○町長（市原 武君） 実は、今回については、幼児教育の無償化ということで、従来ある条

例との兼ね合いがかなりあります。こういうことで、先程担当課長が申し上げましたように、

その町々によって基本的な条例だけじゃなくて、他のものと突き合わせなくちゃいけないと

いうことも非常にあります。 

  それとはまた別に、これは新聞紙上には載らなかったんですが、内閣法制局でこの無償化

の関係の省令も出しているんですが、それに基づいて条例改正を行うんですが、この省令も

実は40箇所ほど間違いがあったということで、そこら辺も委託した業者からは指摘をいただ

いて、どうもこれがおかしい、こうじゃないかということから、これが８月30日付の官報で

訂正文が出ていました。その位、国も非常に慌てて作っているというような状況で、非常に

そういう難しい点がありました。 

  こういうことから、先程も申し上げましたように、これもこの無償化の経費として見られ

るということで出ておりますので、利用させていただきたい、こういうことでございます。 

○議長（市原重光君） 他にありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（市原重光君） ないようですので、これで質疑を終わります。 

  お諮りいたします。 

  討論を省略し、採決に入ることにご異議はありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（市原重光君） 異議なしと認めます。 

  これから採決を行います。 

  承認第２号 令和元年度睦沢町一般会計補正予算（第３号）の専決処分の承認については、

原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（市原重光君） 起立全員です。 

  したがって、承認第２号は原案のとおり承認されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第１号～議案第１３号の一括上程、説明 

○議長（市原重光君） 日程第６、議案第１号 睦沢町会計年度任用職員の給与及び費用弁償
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に関する条例の制定についてから、日程第18、議案第13号 令和元年度睦沢町介護保険特別

会計補正予算（第１号）までの13議案を一括議題といたします。 

  職員に議案の一部を朗読させます。 

  麻生書記。 

（麻生書記朗読） 

○議長（市原重光君） ご苦労さまでした。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  市原町長。 

○町長（市原 武君） 議案第１号 睦沢町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条

例の制定について、提案理由を申し上げます。 

  本条例は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が、平成29年５月17日付で

公布され、令和２年４月１日に施行されることに伴い、地方公務員法第３条第３項第２号に

よる臨時または非常勤の委員、または委員会の委員、同じく第３号による臨時または非常勤

の顧問、参与、調査員、嘱託員の者の職に関すること。同法、第17条第１項による職員の任

命に関すること。同法第22条第５項による臨時的任用を行うことに関する各規程が改正され、

改正後の地方公務員法第22条の２に会計年度任用職員制度の規定及び同第22条の３に臨時的

任用に関する規則が規定されます。 

  この改正により、現行の地方公務員法第17条第１項による一般職の非常勤職員及び同法第

22条第５項による臨時的任用職員の任用要件が厳格化され、それぞれに任用及び服務に関す

る規程も新規に設置し、これまでの臨時・非常勤職員制度の運用を大きく見直しをするもの

です。 

  このたびの議案の上程については、今申し上げました規定の中で、令和２年度４月１日採

用の新たな会計年度任用職員、現行の規定で言えば、一般職の非常勤職員を募集するために

は、改正後の地方公務員法により募集を行う必要があることから、第17条第１項及び同法第

22条第５項に係る新規条例の制定をさせていただきました。 

  また、地方公務員法第３条３項第２号及び第３号の、臨時または非常勤委員及び委員会の

委員、参与、調査員他の職に係る改正については、今後の議会定例会に上程をさせていただ

きたいと考えております。 

  なお、詳細につきましては、担当課長より説明させます。 

  よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いを申し上げます。 
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  議案第２号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整備に関する条例の制定について、提案理由を申し上げます。 

  本条例の一部改正については、先程、議案第１号でご説明させていただきました、地方公

務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、それに関連する現行条例の一部改正となります。

主に、現行条例中の会計年度任用職員に関連する箇所についてを改めるものです。 

  また、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例については、地方公

務員法第３条第３項の一部改正により、新たに任用要件が厳格化されたことに伴い、町税等

徴収補助員及び区長につきましては、新たな法での任用要件の職に該当がないことから、本

条例第２条の別表第１から「町税等徴収補助員及び区長」を外すものでございます。 

  なお、町税等徴収補助員及び区長につきましては、今後も継続してお願いする考えであり

ますので、任用形態なども含め十分検討し、睦沢町町税等徴収補助員設置規則及び要綱並び

に睦沢町区長設置規則につきまして、今後、一部改正を実施する見込みとなっております。 

  なお、詳細につきましては、担当課長より説明させます。 

  よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

  次に、議案第３号 睦沢町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申

し上げます。 

  今般、住民基本台帳法施行令などの一部を改正する政令（平成31年法律第152号）が平成

31年４月17日に公布されたことに伴い、国の印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正される

こととなりましたので、睦沢町印鑑条例の一部を改正するものです。 

  この改正は、氏に変更があった者は、住民票に旧氏の記載を求めることが出来るとされた

ことにより、登録印鑑、登録事項及び印鑑登録証明書などの旧氏記載の取り扱いについて定

めるものです。 

  なお、施行日は11月５日となります。 

  よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いを申し上げます。 

  次に、議案第４号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。 

  本案につきましては、国会議員の選挙などの執行経費の基準に関する法律の一部改正に伴

い改正をするものです。 

  内容としましては、物価の変動、選挙などの執行状況等を考慮し、選挙等の円滑な執行を

図ることを目的に、選挙長等の報酬の基準単価が見直しされたため、同法の単価を準用して
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いる本町の選挙長等の単価を引き上げるものです。 

  よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いを申し上げます。 

  次に、議案第５号 睦沢町子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例の制定について、

提案理由を申し上げます。 

  睦沢町子ども・子育て会議は、子ども・子育て支援法第77条第１項の規定に基づき組織さ

れているもので、特定教育・保育施設や特定地域型保育事業の利用定員を定める際、あるい

は、子ども・子育て支援事業計画の策定や見直しの際などに意見を述べる付属機関でござい

ます。 

  本会議は、９人以内の委員で組織するとされ、町民３人以内、学識経験のある者１人、関

係団体の推薦を受けた者３人、事業者の推薦を受けた者２人、その他町長が必要と認める者

とあり、それぞれの構成員数を定めております。 

  子育て支援は町の重要施策であり、今年度次期子ども・子育て支援事業計画を推し進める

上でも、構成員数については、固定数にとらわれることなく、子育て当事者の参画や専門性

などのバランスに配慮した上で幅広く委員の選定を行いたいと考え、構成員定数の削除を提

案させていただくものです。 

  また、本年度より子育て支援窓口を健康保険課に設置したことに伴い、会議の庶務担当課

を福祉課から健康保険課に改めようとするものでございます。 

  よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いを申し上げます。 

  次に、議案第６号、議案第７号、議案第８号についてご説明いたします。 

  議案第６号 睦沢町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例、議案第７号 睦沢町家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例、及び議案第８号 睦沢町立幼保連携型認定こ

ども園条例の制定については、関連したものでございますので一括で提案理由を申し上げま

す。 

  子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が本年５月に公布され、幼児教育・保育の無

償化が本年10月から施行となることに伴い、３歳から５歳までの全ての子供たち及び住民税

非課税世帯のゼロ歳から２歳までの子供たちの保育料が無償となります。 

  新たに子育てのための施設等利用給付制度により、子供の保護者が居住する市町村から支

給される施設等利用費を、子供の利用する施設・事業の利用料の支払いに充て無償化を実現

するもので、私立幼稚園や認可外保育所等の利用に加え、一時預かり事業、病児保育事業、
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子育て援助活動支援事業等も対象としており、全ての子供が健やかに成長するように支援す

る内容でございます。 

  また、保護者から実費として徴収している通園送迎費、食材料費、行事費などの経費につ

いては無償化の対象外となりますが、食事の提供に要する費用の徴収に関して、年収360万

円未満に相当する世帯及び全所得階層の第３子以降の副食費について、免除対象が拡充され

ました。 

  幼児教育・保育の無償化に伴い大幅な関係法令の改正が生じており、先の議会全員協議会

においてもご説明させていただきましたが、議案第６号の睦沢町特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正につきましては、市町村長が

施設型給付費として支給する対象施設、本町においては睦沢こども園になります。及び地域

型保育給付費を支給する事業者、本町には現在のところございません。の運営に関する基準

を定めている条例ですが、この主な改正の内容は、基準内容を実質的に変更するものでなく、

「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改正するなど、用語や略称の整理の他、先程申し

ました食事の提供に要する費用の取り扱いを変更するものです。 

  次に、議案第７号 睦沢町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正につきましては、議案第６号の特定地域型保育事業に関連し、具体的には、家庭的

保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業または事業所内保育事業をさすもので、市

町村長が許可をする基準条例であり、確認基準となる睦沢町特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の改正に伴い一部改正を行うものです。 

  なお、本条例については特定教育・保育施設との連携についても一部改正を行っておりま

すが、先程と同様に、町内に本条例の基準を適用する施設は現在のところございません。 

  そして、議案第８号 睦沢町立幼保連携型認定こども園条例の制定については、法改正に

伴う睦沢こども園の設置・運営等を規定したものでございますが、本町においては、今回の

改正内容にとどまらず、保護者の負担に考慮した利用時間の設定や給食費の主食費について、

町内の安全な食材を町負担で賄うなど保護者の経済的負担の軽減にも配慮し、規則を含め関

係法令の整備を行うものです。 

  子育て支援につきましては、町の重要施策でございますので、今後とも保護者のニーズを

十分に考慮しながら取り組んで参る所存でありますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

  なお、議案第８号 睦沢町立幼保連携型認定こども園条例の詳細については、教育長から

説明いたします。 
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  よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いを申し上げます。 

  議案第９号 睦沢町総合交流拠点施設の設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定

について、提案理由を申し上げます。 

  平成27年12月の議会において、睦沢町道の駅設置及び管理に関する条例にご承認をいただ

き、制定を行い、建設を含め鋭意努力をして来たところですが、この９月に正式に新道の駅

が稼働を始めましたことから、旧道の駅、睦沢町総合交流拠点施設の設置及び管理に関する

条例の廃止をするため、本条例を制定するものです。 

  よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いを申し上げます。 

  議案第10号 財産の無償譲渡について、提案理由を申し上げます。 

  旧道の駅「つどいの郷むつざわ」については、平成13年度に睦沢町総合交流拠点施設とし

て整備され、指定管理者として有限会社つどいの郷むつざわに運営を行っていただきました。

関係者各位には長期間にわたりご尽力いただき誠にありがとうございました。この場をおか

りいたしまして厚く御礼を申し上げます。 

  今回、新たに「むつざわスマートウェルネスタウン・道の駅・つどいの郷」が９月１日に

供用開始になり、今までの道の駅「つどいの郷むつざわ」の運営が終了いたしました。 

  本議案は、当該施設を日本郵便株式会社に、令和元年10月１日付で無償譲渡するものでご

ざいます。 

  財産は、睦沢町上之郷字坪六前2005番地他に設置されている物件で、建物として店舗、便

所、食堂、倉庫と建物以外の附属物及び工作物、そして側溝などの外構及び舗装となります。 

これらの財産は、日本郵便株式会社に無償譲渡することで、物流や金融、さらには町民福祉

の向上や地域活性化に取り組む施設として利活用されます。 

  ついては、財産の無償譲渡について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第

６号の規定に基づき、議会の議決をお願いするものです。 

  なお、詳細については担当課長から説明させます。 

  よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いを申し上げます。 

  次に、議案第11号 契約の締結について、提案理由を申し上げます。 

  本議案は、役場庁舎及び農村環境改善センター空調設備等省エネルギー化工事の契約の締

結に関するものです。 

  工事の概要については、空調設備と照明設備が正常に稼働しないことが頻回であり、業務

や施設利用者へ支障を来しているため設備改修を行うものです。 
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  当該工事の予定価格は１億530万円で、契約の方法は一般競争入札により実施しました。 

  ７月25日付にて、一般競争入札の資格要件等を公告したところ、３社の入札参加申請があ

り、資格要件を満たしていたことから、入札に付したものであります。 

  入札参加業者につきましては、議案審議資料に記載のとおりでございます。 

  入札結果は、予定価格の制限範囲内で、株式会社エコ・プランが落札いたしました。 

  契約金額は１億508万4,000円で、８月30日に仮契約を締結したところでございます。 

  工事の履行期限は令和元年12月27日でございます。 

  本件は、地方自治法第96条第１項第５号並びに議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

または処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

  よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いを申し上げます。 

  議案第12号 令和元年度睦沢町一般会計補正予算（第４号）について、提案理由を申し上

げます。 

  補正額は、3,230万2,000円を追加し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ36億7,641万

2,000円とするものです。 

  主な内容について、歳出からご説明いたします。 

  全体的な補正といたしまして、人件費につきましては本年度の人事異動等に伴うものです。 

  人件費以外の補正につきましてご説明いたします。 

  ２款１項10目諸費は、一ツ川橋から冨貴樂橋間の自転車道路で、不審者情報や、草木が生

い茂ったりと、日中でも人目につきにくく、冬場の夕方は早い時間帯から暗くなってしまう

ことから、該当箇所は子供たちの通学路でもあり、その他利用者も多いため、上市場区と協

議をし、防犯灯の整備をするものです。 

  ２款２項１目税務総務費は、当初予算で計上していなかった臨時的任用職員に係る賃金等

を計上いたしました。 

  ３款１項１目社会福祉総務費の町社会福祉協議会補助金は、職員が11月から特別休暇に入

ることから、嘱託職員１名を採用するため補助金を増額するものです。 

  ３款１項２目老人福祉費は、10月から施行される介護報酬改定に伴う介護保険システムの

改修、消費税増税に伴う低所得者への介護保険料軽減強化のため増額するものです。 

  ３款１項５目介護予防支援事業は、介護予防ケアマネジメント費の支払い方法が変更とな

ったことによるものです。 

  ３款２項１目児童福祉総務費は、10月１日から実施される幼児教育・保育の無償化に伴い、
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私立幼稚園や認可外保育施設等を利用する子供の保護者に対して、利用料等の補助を行う費

用を計上いたしました。 

  この他、制度の周知を行うために、子育てガイドブックの改定やリーフレットの作成及び

窓口用備品に係る経費を計上いたしました。 

  ４款１項３目環境衛生費は、不法投棄禁止看板の在庫が不足して来たため補正するもので

す。 

  ５款１項２目農業総務費につきましては、うぐいす里区にコミュニティセンターを無償譲

渡する際に交わした、町有財産無償譲渡契約書にある瑕疵担保責任に係る雨漏りの修繕を行

うものです。 

  ５款１項３目農業振興費は、経営所得安定対策直接支払推進事業交付金が、当初の計画よ

りも手厚く配分されたため、増額補正するものです。 

  ６款２項１目観光費は、観光地魅力アップ事業補助金や観光地トイレスピードアップ事業

補助金を活用し、地域の活性化、町の活性化のため上市場今堰の駐車場、上市場観光案内所、

公衆トイレ２箇所、これは上市場と佐貫です。の整備に係る経費を計上いたしました。なお、

上市場今堰の駐車場については、当初、町が発注することで工事請負費を計上しておりまし

たが、上市場区との協議の結果、地元発注にて工事を行うこととなり、町は補助金を計上し

ましたので、それに伴う予算の組み替えをするものです。 

  ７款２項２目道路新設改良費は、下之郷野中線に係る社会資本整備総合交付金が重点的に

配分されたことから、次年度以降の事業を一部前倒しで実施するため増額計上いたしました。 

  ７款２項３目橋梁維持費につきまして、当初は設計の委託を予定していましたが、設計を

職員が実施することとしたため、その分を工事費に予算化することで、当初の１橋から２橋

の維持工事を実施することとしたものです。 

  ７款５項１目住宅管理費は、先程、リバーサイドタウンの退去に係る敷金返還の専決をご

承認いただきましたが、今後も入居者が退去することが考えられるため、敷金の返還１件分

を計上いたしました。 

  ９款２項１目及び９款３項１目学校管理費につきましては、小学校５年生と中学校２年生

について、個々の学力評価を分析するための調査を計上いたしました。また、職員室の電話

機が経年劣化や機数が少ないことなどから、学校運営に支障を来しているため、更新をする

ものです。 

  ９款３項２目教育振興費は、睦沢中学校が特色ある道徳教育推進校に指定されたため、県
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教育委員会の委託を受け、県事業の趣旨に即した実践研究を行うための経費を計上いたしま

した。 

  ９款４項１目こども園管理費は、当初計画の人員配置が出来なかったことから、養護教諭

の賃金を計上いたしました。また、各地で園児の痛ましい事故が相次いで発生したことを受

け、園児の安全確保や保護者の交通安全への意識づけのため、駐車場に歩行者用安全帯塗装

などを行うものです。その他、幼児教育・保育の無償化に係る必要備品の購入等を計上いた

しました。 

  歳入につきまして、10款の子ども・子育て支援臨時交付金は、幼児教育・保育の無償化に

伴う国の特例交付金を計上いたしました。 

  14款は、幼児教育・保育の無償化に伴う減額です。 

  国県支出金は各歳出の特定財源であり、諸収入は上市場今堰の駐車場地元負担金の減、介

護予防ケアマネジメントの新システム導入に係る包括の収入増、幼児教育・保育の無償化に

係る給食費の減を計上いたしました。 

  町債の土木施設整備事業債は、７款２項道路橋梁費の補正に伴う増、臨時財政対策債は、

発行可能限度額が確定したため、確定額を計上いたしました。 

  一般財源の調整は、普通交付税の充当により行いました。 

  よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いを申し上げます。 

  議案第13号 令和元年度睦沢町介護保険特別会計補正予算（第１号）について、提案理由

を申し上げます。 

  本補正予算は、977万9,000円を追加し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ８億1,407万

5,000円とするものです。 

  主なものについて、歳出からご説明いたします。 

  １款１項１目一般管理費は、介護報酬改定に伴う介護保険システム改修に伴う委託料８万

7,000円を計上いたしました。 

  ５款１項３目国庫支出金等過年度分返還金等は、平成30年度の精算による国などへの返還

金698万5,000円を追加し、３項１目一般会計繰出金は、前年度の精算による一般会計への繰

出金270万7,000円を計上いたしました。 

  続いて、歳入の１款１項介護保険料は、低所得者に対する軽減分を減額し、９款１項一般

会計繰入金の３目にて低所得者保険料軽減費繰入金を充当いたしました。 

  なお、10款繰越金では、平成30年度の精算による返還金に充てるため、969万3,000円を計
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上いたしました。 

  よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いを申し上げます。 

  以上です。 

○議長（市原重光君） 鈴木総務課長。 

○総務課長（鈴木庄一君） それでは、議案第１号の説明をさせていただきたいと思います。 

  ただいま町長から、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例につきまして、概

要の説明がございましたけれども、本条例の背景といたしましては、実際の厳しい財政状況

等に、この10年間、10年以上ですけれども、任期を定めない常勤職員、私どもの職員でござ

いますが、が減少し、その一方で、臨時や非常勤職員の方々が年々増加をしている状況。そ

の中で、地方行政の募り方は、今、たくさんの方が採用されているということで、地方行政

の重要な担い手となっているというのはご承知のとおりでございます。 

  しかしながら、全国的に臨時非常勤職員については、任用制度の趣旨に沿わない運用、そ

して、通常の事務職員等を特別職として任用している自治体がございまして、適正な運用が

確保されていないということが大きな趣旨で、本改正になったというものでございます。 

  そして、その主な内容でございますけれども、一般職の非常勤職員の任用根拠の明確化、

これは、後ほど説明しますが、会計年度任用職員の創設になります。そして、特別職非常勤

職員及び臨時的任用職員の任用の厳格化。また、その他要件に該当しない職員もまた一般職

の会計年度職員という形に移行されるという動きになります。 

  新規の条例でございますので、各条にて説明させていただきたいと思います。 

  議案の説明のほうから行きたいと思いますが、第１条からいきたいと思いますが、全体で

は、１章から５章までの構成となっておりまして、第１章の総則につきましては第１条から

３条まで。第１条には、趣旨として地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、新たな

会計年度任用職員の給与及び費用の弁償に関し、必要な事項を定めるものとしたものでござ

います。 

  第２条では、定義として、フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職

員の用語の意義について定めています。 

  ３条では、会計年度任用職員の給与及び報酬について、支給する各種手当等の支給方法に

ついて定めております。 

  第２章のフルタイム会計年度任用職員の給与につきましては、第４条から18条までとなっ

ています。 
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  第４条には、フルタイム会計年度任用職員の給料について、一般職の職員の給与に関する

条例の給料表を準用する規定とし、第５条では、職務の級について、別表の等級別基準職務

表のとおり１級及び２級を設定し、第６条では、号給の決定についての規則を定めていると

ころでございます。 

  第７条では、給料の支給について支払い方法を定め、常勤職員と同様の支払い方法となり

ます。 

  ８条から16条まででございますが、各種手当、例えば地域手当等でございます。地域手当

は本町では支給しておりませんが、通勤手当や特殊勤務手当、期末手当などを含めての規定

を入れてございますが、内容につきましては、一般職の給与条例に準ずる、または読みかえ

るものとして、常勤職員と同様の内容の規定となっております。 

  17条では勤務１時間当たりの算出、18条では給与の減額について規定をし、これらもいず

れも常勤の職員と同様の内容の規定でございます。 

  第３章のパートタイムの会計年度任用職員の給与についてでございますが、第19条から第

28条までとなっています。 

  19条では、パートタイム会計年度任用職員の報酬について。月額、日額、時間額等を規定

させていただいておりまして、常勤職員と同じ時間と仮定した中で、その職務の内容及び責

任や知識、技術など、その他職務経験等を照らし合わせて報酬等の算出を規定しているもの

でございます。 

  第20条から25条には、各種報酬、パートタイム会計年度任用職員の手当等の規定をさせて

いただいたものでございます。 

  それから、26条は報酬の支給について。さらに28条では、一般会計年度職員と同様、パー

トタイム会計年度職員についても同様の規定となっております。 

  第４章のパートタイム会計年度任用職員の費用弁償につきましては、29条から30条まで。

29条では通勤区間費用弁償、30条では公務に関連する旅行に関する費用弁償について規定し、

支給及び費用弁償の額等については、こちらも常勤職員の例によるものとしております。 

  第５章の雑則につきましては、31条から33条までとなっております。 

  31条では、給与からの控除、32条では、町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与、

第33条では委任を規定しておりまして、控除については、会計年度任用職員も常勤職員と同

様の内容で、給料から保険料等の控除がなされます。 

  その他、規則等につきましては、審議資料に添付しておりますのでご覧いただきたいと思
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います。 

  よろしくお願い申し上げます。 

  次に、議案第２号の、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関

係条例の整備に関する条例の制定についてご説明させていただきたいと思います。 

  議案第１号にて説明させていただきました、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正す

る法律の施行に伴いまして、本町の10の条例を、関係条例の整備とし、上程をさせていただ

いて改正をさせていただくものです。 

  第１条では、睦沢町職員定数条例の一部の改正でございます。臨時的任用職員が１年以内

に廃止される職に関する場合において定数に含まれない。その他臨時職員に関する場合のみ

に限定するという規定がございますので、その改正でございます。 

  第２条では、公益的法人への職員の派遣等に関する条例の一部改正でございます。地方公

務員法第22条第２項から７項までに規定される臨時的な任用職員については、改正地方公務

員法の第22条の３に規定されるということに伴いますので、その引用の条項が変わるという

ものが大きなものでございます。 

  第３条では、睦沢町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例でございます。人事行政

の運営等の状況については、臨時的任用職員と同様、会計年度任用職員を除く、職員の中で

会計年度任用職員を除くという必要がありましたので、そのための改正を行います。 

  第４条は、職員の分限に関する手続、効果に関する条例の一部改正となります。休職の期

間について会計年度任用職員については、休職の期間を任期の範囲内としておりまして、ま

た、休職に関する取り扱いについては、休職中は給与を支給しないの旨がございますので、

その規定をしたものでございます。 

  第５条では、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正でございます。会計年度

任用職員のうちのパートタイム会計年度任用職員については、報酬を支給することとなって

いますので、その旨を規定するための改正を入れさせていただいたものでございます。 

  第６条では、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正となります。一般職の非常

勤職員は、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則、これを規定しているため、

この改正が必要となることから、今回の処理をさせていただくものでございます。 

  第７条では、職員の育児休暇等に関する条例の一部改正でございます。育児休業している

職員の期末手当の支給、現場復帰後における号給の調整について、会計年度任用職員を除く、

こちらは総務省の省令に倣っているんですが、その旨の規定をさせていただくための改正が
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必要となるものであります。 

  第８条では、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正で

ございます。地方公務員法の第３条第３項の一部改正に伴い、任用要件が厳格化され、新た

な法での任用要件は該当しないことから、先程町長がご説明申し上げましたが、まず、町税

等徴収補助員及び区長をここから外させていただくという一部改正になります。 

  なお、こちらにつきましても、今後、両規則について改正をする予定でございます。 

  第９条では、一般職の職員の給与に関する条例の一部改正になり、会計年度任用職員の給

与につきましては、常勤職員の給与と均衡を図るため、その職務の特殊性を考慮して定める

旨を規定をしているものでございます。 

  第10条では、睦沢町職員の旅費に関する条例の一部改正になります。非常勤の職員及びパ

ートタイム会計年度職員についての費用弁償を支給するということでございます。職員の範

囲には、非常勤職員及びパートタイム会計年度任用職員は含まれず、費用弁償として支給す

るという旨の規定があるものでございます。 

  大変説明でしきれないところもございますが、説明をさせていただきました。 

  以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（市原重光君） 井教育長。 

○教育長（ 井富雄君） 議案第８号 睦沢町立幼保連携型認定こども園条例の制定について、

詳細を私からご説明させていただきます。 

  本町のこども園においては、これまでは、給食費と教材費を含めた額を利用者負担額とし

ておりましたが、法改正により、10月以降は、１号認定及び２号認定の３歳から５歳児の、

教育及び保育に要する費用が無償化されることとなりました。 

  これまでの保育料は、内閣総理大臣が定める基準により、施設の運営費や人件費を含めて、

子供１人当たりの単価とした考えでございましたが、10月以降は、教育及び保育に要する費

用が無償化となり、保育料の考え方を子供の保護者が負担する額とさせていただき、新たに

条例を制定するものでございます。 

  なお、現在の条例と今回制定をする条例は、同一性を持って存続する旨を条例の附則３で

規定させていただき、具体的な利用者負担額については、別途、規則で制定をさせていただ

きます。 

  今回の法改正では、給食費及び教材費については無償化の対象とならないことから、本来

であれば保護者が負担することとなりますが、本町のこども園においては、お米やパンなど
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の主食は町で負担をさせていただき、おかずなどの副食については、利用者の実費負担とさ

せていただきます。 

  ただし、年収360万円未満に相当する世帯及び第３子以降の世帯については、町独自で副

食費及び実費徴収となる教材費についても全額を減免させていただきますので、10月以降も

引き続き、こども園に在園している保護者の負担額が増額することはないと考えております。 

  また、睦沢こども園では、在園の保護者に対し、本年６月に10月以降の認定区分の意向調

査を実施し、保育時間変更等の相談をさせていだいております。 

  この法改正に伴い、現在の１号認定から保育が必要と認められる２号認定への変更、また、

保育短時間認定の８時間から保育標準時間の11時間への変更が増える見込みがございます。

職員配置等にも配慮させていただき、今後も保護者に対する子育て支援の総合的な提供に努

めて参りたいと考えます。 

  よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（市原重光君） 鈴木まちづくり課長。 

○まちづくり課長（鈴木政信君） 命によりご説明をさせていただきます。 

  議案第10号 財産の無償譲渡についての説明になります。 

  議案の審議資料111ページをご覧いただきたいと思います。 

  まず、現況平面図になりますけれども、着色してある部分、施設が今回の譲渡の範囲にな

ります。赤い色をつけているものが建物、そして、建物以外の附属物と建物以外の工作物、

看板、物置、ハウスになります。また、薄く青色で着色されている部分が外構及び舗装とい

うことで、側溝や縁石、そしてアスファルト舗装になります。 

  なお、もともと町の所有であったものについては、店舗、便所、食堂の一部、そして外構、

舗装部分で、有限会社つどいの郷から町に寄附を受け、町の所有になったものについては、

二つの倉庫、食堂の一部、ハウス、そして物置となります。これらの施設を日本郵便に無償

で譲渡するものでございます。 

  次に、112ページを見ていただきますと、これは日本郵便から提出のあった資料でござい

ます。 

  まず、新睦沢郵便局の移転及び利活用についてということで、その概要でございますが、

町が推進する道の駅を中心としたスマートウェルネスタウン計画の一画として、町民及び町

を訪れる方々への利便性を高める郵便局づくりを目指します。そして、物流、金融を兼ね備

えたトータルサポート企業として責務を図り、町民の生活のサポートを行うとしております。 
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  そのコンセプトは、地方創生を主とした新規事業の確立。町民、観光客誘致へのイベント

の提供、ｅコマースの事業の発展に伴う町民へのサービスの拡充。このｅコマース事業とは、

インターネット上で商品やサービスの売買を行う電子商取引のことで、食品や衣類、雑貨、

家電、書籍、チケット、旅行商品など、このｅコマースは様々な業界で活用されているとい

うことで、企業だけではなくて消費者にもメリットがあるとされております。 

  そして、道の駅を拠点とした防災への協力となっております。 

  その主な取り組みですが、一つ目には、キオスク端末の設置。キオスク端末とは、店舗と

か公共施設、鉄道駅などに設置される自立式の小型の情報端末のことで、情報やサービスの

提供、各種の支払いや手続などに用いられます。具体的には、その下に主な取り組みの説明

を見てもらうとよくわかりますけれども、マイナンバーカードを利用することで、キオスク

端末から各種公的証明書を取得することが出来るということで、これには行政側の対応も必

要となりますので、今後、郵便局と協議をしながら実現して参りたいと考えております。 

  このキオスク端末の設置が出来れば、町民の利便性やマイナンバーカードの普及も促進さ

れるということになります。 

  次に、ＡＴＭ稼働時間の延長ということで、現在は18時までに終了していたわけでござい

ますが、周辺の商業施設の終了時間などを考慮して、稼働時間の延長をするとしております。 

  また、隣接する農業施設を利用したイベントを開催するとし、畑やハウスを活用してイベ

ントを行うとしております。そして、特産品の店頭販売も継続して実施するということです。 

  次は、農作物普及の試作、試験作付を行うとして、町内において新規作付の試験場として、

畑の利活用を考えるとしております。 

  続きまして、箱ポスの設置ですが、箱ポスとは、荷物とか郵便物を郵便局などに設置され

たロッカーで受け取り、または差し出すことが出来るサービスのことで、利用可能な通信サ

イトやフリーマーケットなどにおいて、商品購入の際に、その受取場所として箱ポスの選択

が出来、また、一定の条件により差し出すことも可能ということでございます。これにより

町民の利便性の向上につながるということでございます。 

  また、防災備蓄倉庫の提供及び配送ということで、敷地内の倉庫を災害備品備蓄倉庫に活

用出来るということで、災害発生時などにおいては、要請に基づき、その配送を郵便局社員

が実施いたします。 

  最後に、ふるさと納税の返礼品ということで、返礼品の梱包から納入、そして発送をする

としております。 
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  13ページでございます。 

  郵便局の配置計画を載せております。 

  お客様の出入り口を東側、広域農道側に設け、今の道の駅の出入り口は社員の出入り口と

なります。また、お客様の出入り口から正面が窓口となっており、向かって右側がＡＴＭコ

ーナーとなります。 

  そして、睦沢郵便局が集配を行うということで、社員の出入り口右側が配送センターとな

っております。集配を行うための車両等の車庫については、現在のトイレを取り壊し、新た

に増築するものでございます。 

  この睦沢郵便局については、議決をいただいた後、10月以降から工事を行って、令和２年

５月７日にオープンする予定でございます。 

  以上で説明を終わります。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（市原重光君） 長い時間の説明でありました。 

  ここで、お諮りをいたします。 

  ただいま議題といたしました議案第１号 睦沢町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例の制定についてから、日程第18、議案第13号 令和元年度睦沢町介護保険特別会

計補正予算（第１号）までの13議案に関する審議は、議会運営委員会で決定のとおり、本日

はこれにとどまり、質疑等は後日の日程としたいと思います。 

  これに異議はございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（市原重光君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第１号から議案第13号までの13議案に関する質疑等は、後日の日程とす

ることに決定しました。 

  ここで、２時30分まで暫時休憩といたします。 

（午後 ２時１９分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（市原重光君） 休憩前に引き続き会議を続けます。 

（午後 ２時３０分） 

───────────────────────────────────────────────── 

◎認定第１号の上程、説明、審査報告 
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○議長（市原重光君） 日程第19、認定第１号 平成30年度睦沢町各会計歳入歳出決算認定に

ついてを議題といたします。 

  職員に議案の一部を朗読させます。 

  麻生書記。 

（麻生書記朗読） 

○議長（市原重光君） 本案について、提案理由の説明を求めます。 

  市原町長。 

○町長（市原 武君） 平成30年度睦沢町一般会計、国民健康保険特別会計、農業集落排水事

業特別会計、介護保険特別会計、かずさ有機センター特別会計及び後期高齢者医療特別会計

決算の提案理由を申し上げます。 

  まず、平成30年度普通会計の決算状況などから見ました本町の財政状況について申し上げ

ます。 

  財政状況を示す指標のうち、経常収支比率は88.5％で、前年度比9.0ポイント増加してお

ります。主な理由といたしましては、高額所得者の転出による個人住民税の減額により、分

母に当たる経常一般財源が減額したことによるものです。 

  健全化判断比率につきましては、実質公債費比率で0.3ポイント、将来負担比率で4.7ポイ

ントそれぞれ向上しております。 

  平成30年度に財政調整積立基金へ5,739万5,000円、教育施設整備基金へ6,002万1,000円、

むつざわスマートウェルネスタウン拠点形成事業に係る債務負担行為管理基金へ１億3,835

円、新たに設置した総合運動公園整備基金へ２億円などの積み立てを行ったことにより、基

金全体の年度末残高は前年度比2.42％増の21億8,611万1,257円となりました。 

  また、町地方債残高は、一般会計、特別会計を合わせると31億5,517万1,585円となり、こ

れに債務負担行為に係る17億1,095万6,000円を加えると、町全体の債務は48億6,612万7,585

円となり、前年度比19.57％の減となりました。 

  平成30年度の各種財務指標は健全財政を堅持しています。また、将来の財政負担を考慮し

て、特定目的基金を設置し、各事業の用途に合った財源の確保に努めました。しかしながら、

依然として地方交付税などの依存財源に頼っており、財政基盤が安定しているとは言いがた

いため、引き続き持続可能な健全財政を運営するためにも、適正な基金の積み立て、その他

財源の確保、歳出の縮減は必要であると考えます。 

  このようなことから、引き続き限られた財源の中で選択と集中により、住民福祉向上に向
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け取り組んで参ります。 

  以上、財政状況について述べさせていただきました。 

  続いて、会計別に決算の概要をご説明いたします。 

  最初に、一般会計決算についてご説明いたします。 

  決算規模は、歳入総額41億2,570万1,801円、歳出総額38億9,280万5,760円となり、形式収

支は２億3,289万6,041円となりました。 

  また、平成30年度から繰越明許したむつざわスマートウェルネスタウン拠点形成事業、予

防事務、社会資本整備総合交付金（交通安全対策事業）及び事故繰越したむつざわスマート

ウェルネスタウン拠点形成事業を合わせて12億53万1,000円は翌年度へ繰り越ししました。 

  よって、形式収支から翌年度への繰り越すべき財源１億2,603万4,000円を控除した実質収

支は１億686万2,041円となりました。 

  まず、歳入についてご説明いたします。 

  収入状況ですが、調定額が47億447万439円に対し、収入済額は41億2,570万1,801円、収入

割合は87.70％であります。 

  不納欠損額は、町税で301万4,015円を処分いたしました。 

  収入未済額５億7,575万4,623円は、町税の町民税、固定資産税、軽自動車税及び使用料、

国庫支出金、諸収入であり、国庫支出金につきましては令和元年度への繰越財源であります。 

  １款町税は７億2,661万4,622円で２億4,698万7,023円の減、前年度比25.37％減、歳入総

額に占める構成比は17.61％でした。徴収率は、休日徴収及び夜間徴収や茂原県税事務所と

の共同催告に加え、税務班全体での集中的な臨戸訪問、預金や給与の差し押さえなどを実施

しましたが、93.97％と前年度比1.26％減。これにつきましては、高額所得者の転出が主な

要因です。引き続き徴収率の向上に努めて参ります。 

  10款地方交付税は12億6,746万2,000円で、482万3,000円の減、前年度比0.38％減。歳入総

額に占める構成比は30.72％でした。 

  14款及び15款国県支出金は、総務費で地方創生事業に活用された地域住民生活等緊急支援

のための交付金や自主防災組織や避難所の備品の充実のための地域防災力向上総合支援補助

金、民生費で児童手当負担金や身体障害者福祉費負担金、児童福祉費負担金、農林水産業費

で農山漁村振興交付金、鳥獣被害防止総合対策整備交付金、土地改良施設維持管理適正化事

業補助金、地域資源の適切な保全管理の推進のための多面的機能支払交付金、土木費で町道

改良事業、住宅助成事業、特定地区公園事業などに係る社会資本整備総合交付金、地籍調査
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事業補助金などが主なものです。 

  16款財産収入は、パークサイドタウン及び中央団地の分譲地の土地売払収入が主なもので

す。なお、現在、本町の分譲地は、パークサイドタウンの１区画となりました。 

  17款寄附金は、ふるさと納税の632件分と一般寄附６件です。 

  18款繰入金は、財政調整積立基金からの繰り入れ、地方創生事業に充当したふるさと創生

基金の繰り入れ、福祉タクシー事業及び社会福祉協議会の車両購入に充当した福祉振興基金

の繰り入れ、営農組合の農業機械等購入に充当した農業活性化推進基金の繰り入れ、総合運

動公園整備基金の繰り入れにより、前年度よりも大幅な増額となりました。 

  20款諸収入の主なものは、コミュニティ助成事業助成金、学校給食費を公会計化したこと

による収入、長生郡市広域市町村圏組合負担金還付金、千葉県市町村振興協会交付金、水道

事業本復旧工事負担金です。 

  21款町債は、臨時財政対策債のほか、社会資本整備総合交付金を活用する工事などに係る

土木施設整備事業債、むつみニュータウン汚水管改良工事に係る一般廃棄物処理事業債の借

り入れを行ったことによるものです。 

  次に、歳出についてご説明いたします。 

  予算現額51億6,115万9,760円に対し、38億9,280万5,760円の支出で、75.43％の執行率と

なりました。予算現額から翌年度繰越額12億53万1,000円を差し引いた執行率は98.29％とな

ります。 

  主たる事業について、睦沢町まち・ひと・しごと創生総合戦略で定めた四つの政策分野と

その他の取り組みの実施状況を中心にご説明いたします。 

  政策分野１「睦沢で暮らし続けることのできる安定した雇用を創出する」の次世代につな

ぐ活力ある農業の再生と活性化で、ふるさと納税につきましては、制度の見直しもあり、厳

しい状況ですが、これまで本町に対しご支援をいただいているリピーターの方々とのつなが

りを大切にし、引き続き睦沢町の産品をＰＲして参りたいと考えています。 

  また、農村環境保全として、多面的機能支払交付金事業及び環境保全型農業直接支払交付

金事業を活用し、農業が有する多面的機能が十分発揮出来るよう、地域共同による農用地、

水路、農道等の地域資源の保全管理や、地球温暖化防止や生物多様保全等に効果の高い環境

に優しい農業を目指し、かずさ有機センターのたい肥を水田に施用することで、環境保全の

推進を図りました。 

  農業と「道の駅」の連携による持続可能な生産・販売体制づくりでは、参加者のレベルに
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応じた初級・上級コースの「農業塾」を開催し、圃場の巡回指導を併せて実施することで、

参加者の農業に関する知識や栽培技術の向上を図り、道の駅へ出荷する意欲向上につなげま

した。 

  政策分野２「睦沢への新しいひとの流れをつくる」の若い世代が暮らしたい・暮らし続け

られる居住環境の創出では、若者夫婦等が本町に定住するための住宅取得などに補助金を交

付し、経済的負担の軽減を図り定住の促進につなげました。このほか食・文化・観光・体験

などの地域資源を有機的に結びつけ、睦沢の魅力を発信するため、プロモーションフィルム

や子育てガイドブックの作成、さらには町内の交通弱者を救うため、町民主体によるワーク

ショップを開催し、実現可能な手法の検討を行いました。 

  スポーツ・レクリエーションや豊かな自然を生かした観光・交流人口の拡大では、町民の

活動・活躍の場、町民のスポーツ・健康増進や憩いの場、さらにはスポーツツーリズムにも

寄与出来る多目的広場の整備を行うため、用地測量、不動産鑑定、用地取得などを実施し、

事業の促進を図りました。また、健幸長寿のまちづくり、睦沢町に人の流れを作る取り組み

の一環として、「健幸むつざわロードレース大会」や町制施行35周年記念事業として、「夏

期巡回ラジオ体操・みんなの体操会」を実施し、町民の健康への啓発と生涯スポーツの推進

を継続いたしました。 

  政策分野３「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」の安心して出産・育児が

出来る環境づくりでは、出産前の妊婦一般健康診査費用について、受診票による現物支給の

上乗せ限度額をこれまでの1,780円から2,000円に増額し、助成を行いました。また、不妊治

療費の助成や子ども医療費の助成、病児・病後児保育事業利用助成に加え、新たに新生児期

における先天性の聴覚障害の早期発見を目的とした検査費用の助成を実施し、子育て世代の

保護者の経済的負担の軽減を図りました。 

  このほか、出産後の母子の健康状態の把握や育児の不安を解消するため、訪問指導や乳児

相談を実施するとともに、育児支援と虐待防止の観点から、ロールプレイなどを通して子供

との接し方を学ぶオレンジプログラムを継続して実施いたしました。 

  仕事と子育てが両立出来る環境づくりでは、こども園において保護者の就労実態による保

育必要量により時間外保育を実施、育児の軽減や介護などの理由により預かり保育を実施し、

支援をするなど、多様化する保護者のニーズに対応するよう引き続き努めました。 

  政策分野４「時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、地域と地域を連

携する」の小さな拠点形成「コンパクトビレッジ・プラス・ネットワーク」の構築では、む
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つざわスマートウェルネスタウン拠点形成の実現に向けて、道の駅施設や住宅施設の建設を

進めるとともに、附帯道路の改良工事等を実施し、令和元年９月の供用開始に向け事業促進

を図りました。 

  少子化に対応した学校教育の適正・活性化と生涯学習の充実では、園小中一貫教育などを

実現するための教育コンセプトの検討や施設整備に関する基本構想策定に向け、資料の作成

を行いました。 

  また、学校支援ボランティアを広く募集し、登下校の見守りやスクールバスの乗降支援、

本の読み聞かせや学校休業中の学習補助、学校図書室の整備や学校敷地の環境整備等のボラ

ンティア活動を実施し、地域とともに歩む学校づくりを推進いたしました。 

  このほか校務支援システムの導入により、教職員の事務の効率化や給食費を公会計化する

ことで、賄い材料費が確保されることにより、安定した給食の供給が図られるとともに、給

食徴収事務に関する教職員の事務軽減を図り、働き方改革の推進に努めました。 

  また、教育上、特別に支援を必要とする児童へ対応するための特別支援教育支援員、きめ

細やかな教育を図るための学習支援員を配置し、学校教育の充実を図りました。 

  生涯学習の充実については、各世代や各分野のニーズに合わせた事業を実施しました。高

齢者を対象とした睦和大学では、健幸長寿につながる健康・文化的な活動をバランスよく計

画し、経験した活動を継続出来るようにいたしました。家庭学習の習慣化と基礎学力の向上

を目的とし、土曜日の午前中に小学生を対象にむつざわアフタースクールを実施し、冬期休

業中及び春期休業中に中学生を対象に学習支援を実施いたしました。 

  文化財振興におきましては、伝統芸能発表会・観月の夕べコンサートを継続し、地域文化

の保存・継承に努め、文化財の普及、啓発を図りました。 

  誰もが健康で幸せに暮らし続けることの出来る「健幸」まちづくりの推進では、住民の健

康づくりを習慣化し、医療費等の削減を目指す「先進予防型のまちづくり」の実現に向け、

主観的健康感の低い40から64歳のミドル層を中心とした健康プログラムやアンケート調査を

実施し、今後の効果的な施策の検討や町全体の健康の底上げに努めました。 

  また、計画的な運動プログラムにより毎週実施している「ウエストへるス塾」や各地区を

回って実施する「みんなで健幸ウォーク」を継続し、運動の習慣化を通して、病気の予防と

ともに、健康意識の醸成を図りました。 

  このほか、例年実施しております特定健診については、受診結果に基づき、個別に専門職

によるきめ細かい保健指導・栄養指導を実施し、20歳から39歳までの若者に対しても、国保、
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社保を問わず健診を促し、若いうちから健康管理の意識づけを行いました。 

  安全・安心な暮らしを守る持続可能なまちづくりの推進では、災害時に自ら行動出来るこ

とを目標に、自主防災組織の醸成、住民の防災に対する意識や知識・技術の獲得を図るとと

もに、地域防災力の向上に資するため、県の地域防災力向上総合支援補助金を活用し、防

災・災害用の備品の充実を図りました。 

  以上、四つの政策分野のほか、「町を支える施策を総合的に展開する」の安全・安心で暮

らしやすいまちをつくるでは、地籍調査について、佐貫Ⅰ地区では地籍簿と地籍図を作成し、

閲覧に供し、佐貫Ⅱ地区では現地調査を実施いたしました。また、社会資本整備総合交付金

を活用して、地域住民等の利便性の向上や安全性を確保するための道路改良工事等を実施い

たしました。同じく社会資本整備総合交付金を活用して実施した住宅助成事業では、リフォ

ーム経費の一部を補助することで、居住環境の向上と地域経済の活性化を図りました。 

  地域で支え合う健康福祉のまちをつくるでは、健診等の各種健康管理事業に加えて、ここ

ろの健康づくり事業として継続しております「心の電話相談」実施日に第４日曜日を加え、

相談しやすい体制の充実を図りました。また、心のケアを必要とする人への気づきやつなが

りを広げるために、ゲートキーパー講座の実施を継続して行いました。 

  交通手段の施策として、福祉タクシーの利用券を配布し、民間のタクシー及び介護タクシ

ーの利用に助成し、高齢者の福祉向上を図るとともに、引き続き妊産婦の子育て支援を図り

ました。 

  水と緑の自然輝く快適な環境をつくるでは、むつみニュータウンの汚水管改良工事を実施

し、地域住民の快適な生活環境の改善に寄与しました。 

  効率・効果的な行政運営の実施では、働き方改革のうち、人材育成に重点を置き、自治体

クラウド導入に向けた研修などを実施して職員のさらなる能力向上を図りました。そのほか

ストレスチェックにより職員の心の健康状態等について把握し、結果についても分析した上

で、衛生委員会を開催して、今後の職場環境の改善策などについて検討を図りました。また、

特定事業主行動計画に基づき、昇任試験を引き続き実施し、職員の行政運営に関する知識な

どの習得を図りました。今後も人事評価の実施と併せ、効率的な人事管理と職員の意識改革

を進めて参ります。 

  以上が、一般会計決算の概要であります。 

  続きまして、国民健康保険特別会計決算についてご説明いたします。 

  国民健康保険事業につきましては、平成30年度から千葉県も町とともに国民健康保険の財
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政運営を担うことになりました。この国保広域化によりまして、病気の流行により給付費が

増えたり、災害等不測の事態により保険税の減収が見込まれる場合にも、給付費に充てる財

源は全額県から交付されるため、財政危機に瀕するリスクを回避することが出来るようにな

りました。この県からの交付金の財源となる国民健康保険事業費納付金は、県が市町村ごと

の所得水準、医療費水準をもとに算定した額を支出いたしました。 

  平成30年度事業として、歳入では、保険税収納率の向上対策に継続して取り組み、また、

歳出では、医療費の適正化対策として、特定健康診査や特定保健指導事業、ジェネリック医

薬品利用差額通知事業などを実施いたしました。 

  今後も国民健康保険制度が安定的で持続可能なものとなるよう、医療費の適正化や健康づ

くりなどの保健事業の推進を図り、安定的な運営に努めて参ります。 

  平成30年度における国民健康保険の加入状況は、年度末で1,194世帯、被保険者数1,975人、

対前年度では世帯数は42世帯減少し、被保険者数は98人の減少となりました。 

  歳入総額10億4,367万8,025円に対し、歳出総額10億2,302万5,584円で、差し引き2,065万

2,441円を残し決算いたしました。 

  まず、歳入についてご説明いたします。 

  収入状況ですが、調定額10億9,836万400円に対し、収入済額は10億4,367万8,025円、収入

割合は95.02％であります。 

  １款国民健康保険税は、調定額２億4,770万7,758円に対し、収入済額は１億9,302万5,383

円、収納割合は77.92％であります。収納額は前年度と比べ1,012万3,929円の減となりまし

た。 

  現年課税分の収納率では94.70％と、前年度比0.75ポイント増加いたしました。また、不

納欠損額として192万7,250円を処分し、保険税での収入未済額は5,275万5,125円となりまし

た。 

  ４款県支出金は、保険給付費に要する費用について千葉県から全額交付される普通交付金

と、保険者独自の取り組みに対する特別交付金を合わせて、７億1,368万587円交付されまし

た。 

  ６款繰入金は、低所得者対策である基盤安定繰入金、職員給与費等繰入金及び出産育児一

時金、財政安定化支援事業繰入金に係る一般会計からの法定繰入金、合わせて7,814万7,337

円です。 

  次に、歳出についてご説明いたします。 
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  予算現額10億7,775万7,000円に対し、10億2,302万5,584円の支出で、94.92％の執行率と

なりました。 

  １款総務費は、国民健康保険事業の管理運営に関する事務経費で、担当職員２名分の人件

費のほか、電算事務委託料に係る経費などで2,650万4,695円を支出いたしました。 

  ２款保険給付費は、被保険者に係る療養の給付費等で、医科・歯科・調剤などの保険給付

費及び葬祭費、出産育児一時金を合わせて６億9,519万8,306円を支出いたしました。前年度

と比べ約5,462万2,109円、7.28％の減となりました。給付費減少の主な理由は、被保険者数

の減少によるものです。 

  一般被保険者の給付実績では、入院件数は、平成29年度が663件のところ、平成30年度は

621件となり42件減少し、金額では前年度と比べ2,579万2,469円の減となっております。外

来では706万4,239円の減、調剤では250万1,872円の減と、それぞれ減少し、合わせて3,929

万1,306円の減となっております。 

  ３款国民健康保険事業費納付金は２億2,866万739円で、平成30年度から千葉県へ納付する

もので、県が市町村ごとの被保険者数や所得水準、医療費水準をもとに算定した額を支出い

たしました。 

  ５款保健事業費は、1,665万7,581円で特定健康診査及び特定保健指導のほか、人間ドック

の助成を実施いたしました。 

  ６款基金積立金は、財政調整積立基金への積み立てで4,737万円。８款諸支出金は、過年

度国県支出金の精算による返還金及び保険税還付金、一般会計繰出金で863万4,144円です。 

  以上が、国民健康保険特別会計決算の概要であります。 

  続きまして、農業集落排水事業特別会計決算についてご説明いたします。 

  本会計は、農業集落排水事業による施設の維持管理並びに合併浄化槽の設置や維持管理を

行っており、生活環境の改善を図り、公衆衛生の向上や河川などの水質浄化に努めておりま

す。 

  このうち農業集落排水処理施設は、久保地区、北部地区を合わせて140戸が供用しており

ます。 

  また、特定地域生活排水処理施設では、町が設置し管理しているもの300基と、個人が設

置して町に管理移管された44基を合わせた344基を維持管理いたしました。 

  歳入総額5,820万1,564円に対し、歳出総額5,703万5,171円で、差し引き116万6,393円を残

し決算いたしました。 
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  まず、歳入についてご説明いたします。 

  収入状況ですが、調定額5,822万6,404円に対し、収入済額は5,820万1,564円、収入割合は

99.96％となりました。 

  １款分担金及び負担金では、分担金として特定地域生活排水処理事業合併処理浄化槽９基

分292万5,000円。 

  ２款使用料及び手数料では、使用料として農業集落排水汚水処理施設及び特定地域生活排

水処理施設を合わせて1,843万8,428円。 

  ３款国庫支出金は、合併処理浄化槽設置に係る補助金で257万7,000円です。 

  ６款繰入金は、施設の維持管理、公債費の償還及び職員給与費などに係る一般会計からの

繰入金で2,950万円となりました。 

  ７款繰越金は、前年度からの繰越金で72万3,586円。 

  ９款町債は、合併処理浄化槽設置工事に係る借り入れで、390万円となりました。 

  次に、歳出についてご説明いたします。 

  予算現額5,915万2,000円に対し、5,703万5,171円の支出で、執行率96.42％となりました。 

  １款総務費は、職員１人分の人件費及び総合事務組合などの負担金等です。 

  ２款農業集落排水事業費は、1,117万4,640円で、久保地区及び北部地区集落排水施設の管

理費として、光熱水費や修繕料及び浄化槽の管理委託料などとなります。 

  ３款特定地域生活排水処理事業費は、１項施設管理費では、合併処理浄化槽344基分の法

定検査に係る手数料や汚泥の引き抜き、処理料等で、２項事業費では、新設合併処理浄化槽

９基分の工事に係るもので、合わせて2,007万2,592円となりました。 

  ４款公債費は、2,160万1,899円で、事業実施に伴う下水道事業債の償還に係る元金及び利

子分です。 

  以上が、農業集落排水事業特別会計決算の概要であります。 

  続きまして、介護保険特別会計決算についてご説明いたします。 

  本会計は、介護が必要になっても高齢者が地域で安心して暮らしていけるよう、また、い

つまでも元気に自立した生活を送れるよう支援するため、40歳以上の方が被保険者となり、

保険料などを財源とした福祉サービスに係る給付を行っています。 

  平成31年３月末の被保険者数は、第１号被保険者が2,760人、第２号被保険者が2,185人、

介護認定者数は、要支援認定者が99人、要介護認定者が313人、合わせて412人で、前年度と

比較し３人の減となりました。 
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  また、介護予防と介護サービスを合わせた利用者数は、在宅が218人、地域密着型が33人、

施設が106人の合計357人で、前年度とほぼ同数で、認定者数に対する利用率は86.65％で

0.87ポイントの増となりました。 

  歳入総額７億9,456万2,721円に対し、歳出総額７億6,834万8,967円で、差し引き2,621万

3,754円を残し決算いたしました。 

  まず、歳入についてご説明いたします。 

  収入状況ですが、調定額７億9,920万3,721円に対し、収入済額は７億9,456万2,721円、収

入割合は99.42％であります。 

  １款保険料は、調定額１億8,030万600円に対し、収入済額は１億7,565万9,300円で、収納

割合は97.43％であります。収納額は前年度と比べ987万5,400円の増となりました。 

  増額の要因といたしましては、被保険者数の増及び昨年に比べて第４・第５段階の層が減

少し、所得の高い第６・第７段階の層が増加したことによるものです。 

  現年度分の収納率では99.44％となり、前年度と比較し0.11ポイント増となりました。保

険料の収入未済額は464万1,000円となりました。 

  ２款分担金及び負担金は、各予防事業などの参加者負担金68万3,700円で、４款国庫支出

金、５款支払基金交付金及び６款県支出金は、介護給付費及び地域支援事業に係るもので、

合わせて４億6,146万9,643円です。 

  ９款１項一般会計繰入金は、介護給付費、地域支援事業並びに職員給与費等に係る一般会

計からの繰入金で１億2,058万6,000円です。 

  次に、歳出についてご説明いたします。 

  予算現額７億9,454万1,000円に対し、７億6,834万8,967円の支出で、96.70％の執行率と

なりました。 

  １款総務費は、介護保険事業担当職員の人件費、保険料の徴収及び介護認定調査に係る経

費などで2,734万9,925円です。 

  ２款保険給付費は、各介護サービスに係る保険給付費で６億7,506万9,736円です。 

  なお、各介護保険サービス給付費等は、次表のとおりでございます。 

  ３款地域支援事業は、生活機能の低下により要支援・要介護になるおそれのある高齢者及

び日常生活が活動的な状態にある高齢者を対象とした予防事業並びに総合相談業務、訪問な

どの包括的支援事業等で2,988万6,208円です。 

  ４款基金積立金は、介護給付費準備基金への元金利子の積み立てで1,688万2,364円、５款
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諸支出金は、保険給付費及び地域支援事業に係る過年度分の精算に伴う国庫支出金の返還金

及び一般会計繰出金等で1,916万734円です。 

  以上が、介護保険特別会計決算の概要であります。 

  続きまして、かずさ有機センター特別会計決算についてご説明いたします。 

  本会計は、かずさ有機センターが販売するたい肥の収入や施設使用料、そして運営に係る

人件費や施設等の維持管理に要する経費等であります。 

  歳入総額2,409万6,720円に対し、歳出総額は2,167万1,748円で、差し引き242万4,972円を

残し決算いたしました。 

  まず、歳入についてご説明いたします。 

  収入状況ですが、調定額2,409万6,720円に対し、全ての項目において収入済額は同額とな

り、収入割合は100％となりました。 

  １款事業収入は、たい肥の売り上げで調定額800万1,278円に対し、同額の収入済額であり

ます。 

  ２款分担金及び負担金は、両町の協定に基づく一宮町からの負担金で、調定額356万3,000

円に対し、同額の収入済額でございます。 

  ３款使用料及び手数料は、酪農家６軒、176頭のふん尿約2,940トン分の処理に伴う施設使

用料で、調定額307万6,480円に対し、同額の収入済額となりました。 

  ５款繰入金は、協定に基づく睦沢町一般会計からの繰入金で、調定額409万3,000円に対し、

同額の収入済額でございます。 

  ６款繰越金は、前年度からの繰越金で、調定額、収入済額ともに536万2,962円でございま

す。 

  次に、歳出についてご説明いたします。 

  １款総務費は、かずさ有機センターの臨時職員人件費や、それに伴う社会保険料及びかず

さ有機センター施設等整備基金への積立金などで、予算現額1,160万5,000円に対し、1,124

万4,534円の支出で、96.89％の執行率となりました。 

  ２款事業費は、かずさ有機センターの運営に要する経費で、予算現額1,339万円に対し、

1,042万7,214円の支出で、77.87％の執行率となりました。 

  また、不用額については、当初予定していた施設内の修繕を次年度の施工としたことが主

なものとなります。 

  以上が、かずさ有機センター特別会計決算の概要であります。 
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  最後になりますが、後期高齢者医療特別会計決算についてご説明いたします。 

  後期高齢者医療制度は、75歳以上の方が加入する独立した医療制度で、千葉県後期高齢者

医療広域連合と市町村が連携して事務を行っております。 

  広域連合では、被保険者の資格管理や被保険者証の交付、保険料の決定、医療の給付を行

い、市町村は各種届出の受け付けや被保険者証の引き渡し等の窓口業務、保険料の徴収や保

健事業としての人間ドックの助成などを行っております。 

  平成30年度における後期高齢者医療の被保険者数は、年度末で1,390人、前年度に比べ35

人の増となりました。 

  歳入総額9,419万1,930円に対し、歳出総額9,398万8,682円で、差し引き20万3,248円を残

し決算いたしました。 

  まず、歳入についてご説明いたします。 

  収入状況ですが、調定額9,426万6,630円に対し、収入済額は9,419万1,930円、収入割合は

99.92％であります。 

  主な歳入で、１款後期高齢者医療保険料は、特別徴収と普通徴収を合わせて6,234万6,100

円です。 

  平成30年度は２年に１度の保険料率の見直しの年であり、均等割額は600円増額の４万

1,000円、所得割額は0.04ポイント減の7.89％と改正されました。また、所得の低い方に対

する均等割額の軽減について、判定所得基準額の拡大が行われました。 

  保険料の収納状況につきましては、死亡等による過納付分が５万6,800円、普通徴収の未

納付分が13万1,500円、差し引き７万4,700円が収入未済額となっております。なお、保険料

の収納率は99.79％でありました。 

  ３款繰入金は、人件費及び事務費に係る一般会計からの繰入金と保険基盤安定繰入金を合

わせて2,967万9,195円です。 

  ５款諸収入は、後期高齢者医療広域連合からの人間ドック補助に係る交付金及び保険料賦

課徴収票作成業務委託交付金が主なもので、173万7,008円です。 

  次に、歳出についてご説明いたします。 

  予算現額9,477万3,000円に対し、9,398万8,682円の支出で、99.17％の執行率となりまし

た。 

  １款総務費は、担当職員の人件費及び保険料等の徴収に係る経費で616万862円です。 

  ２款後期高齢者医療広域連合納付金は、被保険者から徴収した保険料と保険基盤安定制度
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負担金で8,583万5,395円です。 

  ３款保健事業費は、人間ドックの補助金35名分で156万9,698円です。 

  ４款諸支出金は、死亡や転出による保険料還付金及び前年度事務費繰入金等の精算による

一般会計への繰出金で41万1,627円です。 

  以上が、後期高齢者医療特別会計決算の概要であります。 

  平成30年度一般会計並びに５特別会計決算の概要について、ご説明申し上げました。 

  詳細につきましては、機会をいただきましたら担当課長等からご説明させていただきます。

よろしくご審議の上、認定賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（市原重光君） ご苦労さまでした。 

  次に、決算の内容について、会計管理者の説明を求めます。 

  宮﨑副町長。 

○副町長（宮﨑登身雄君） 冒頭の町長の挨拶にありましたように、会計管理者が欠席となっ

ておりますので、町長より事務取扱の命を受けておりますので、私からご説明させていただ

きますので、ご理解賜りたいと思います。 

  まずもって、皆様方のお手元に配付させていただいております平成30年度の睦沢町会計別

決算総括表をご覧いただきたいと思います。 

  横に長い資料がたくさん出ておりますので。よろしいですか。 

  総括表を１枚めくっていただきます。１ページ目が一般会計ほか、５特別会計の総括表と

なります。 

  この総括表の読み上げをもちまして説明にかえさせていただきます。 

  まず、上の段の１の歳入でございます。表の左から、会計別、当初予算額、補正予算額、

繰越財源充当額、予算現額、調定額、収入済額、予算現額に対する割合、調定額に対する割

合、不納欠損額、収入未済額の順に読み上げさせていただきます。 

  最初に、一般会計でございます。46億6,100万円、２億6,956万7,000円、２億3,059万

2,760円、51億6,115万9,760円、47億447万439円、41億2,570万1,801円、79.94％、87.70％、

301万4,015円、５億7,575万4,623円。 

  次に、国民健康保険特別会計でございます。10億1,914万9,000円、5,860万8,000円、ゼロ、

10億7,775万7,000円、10億9,836万400円、10億4,367万8,025円、96.84％、95.02％、192万

7,250円、5,275万5,125円。 

  次に、農業集落排水事業特別会計でございます。7,443万7,000円、減の1,528万5,000円、
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ゼロ、5,915万2,000円、5,822万6,404円、5,820万1,564円、98.39％、99.96％、ゼロ、２万

4,840円。 

  次に、介護保険特別会計でございます。７億9,946万1,000円、減の492万円、ゼロ、７億

9,454万1,000円、７億9,920万3,721円、７億9,456万2,721円、100％、99.42％、ゼロ、464

万1,000円。 

  次に、かずさ有機センター特別会計でございます。1,973万3,000円、536万2,000円、ゼロ、

2,509万5,000円、2,409万6,720円、2,409万6,720円、96.02％、100％、ゼロ、ゼロ。 

  次に、後期高齢者医療特別会計でございます。9,815万1,000円、減の337万8,000円、ゼロ、

9,477万3,000円、9,426万6,630円、9,419万1,930円、99.39％、99.92％、ゼロ、７万4,700

円。 

  合計欄でございます。66億7,193万1,000円、３億995万4,000円、２億3,059万2,760円、72

億1,247万7,760円、67億7,862万4,314円、61億4,043万2,761円、85.17％、90.59％、494万

1,265円、６億3,325万288円。 

  続きまして、下の段の２の歳出でございます。 

  先程の歳入と同様に、左から会計別、当初予算額、補正予算額、繰越事業費繰越額、予算

現額、支出済額、執行割合、翌年度繰越額、不用額、歳入歳出残高の順に読み上げさせてい

ただきます。 

  まず最初に一般会計でございます。46億6,100万円、２億6,956万7,000円、２億3,059万

2,760円、51億6,115万9,760円、38億9,280万5,760円、75.43％、12億53万1,000円、6,782万

3,000円、２億3,289万6,041円。 

  次に、国民健康保険特別会計でございます。10億1,914万9,000円、5,860万8,000円、ゼロ、

10億7,775万7,000円、10億2,302万5,584円、94.92％、ゼロ、5,473万1,416円、2,065万

2,441円。 

  次に、農業集落排水事業特別会計でございます。7,443万7,000円、減の1,528万5,000円、

ゼロ、5,915万2,000円、5,703万5,171円、96.42％、ゼロ、211万6,829円、116万6,393円。 

  次に、介護保険特別会計でございます。７億9,946万1,000円、減の492万円、ゼロ、７億

9,454万1,000円、７億6,834万8,967円、96.70％、ゼロ、2,619万2,033円、2,621万3,754円。 

  次に、かずさ有機センター特別会計でございます。1,973万3,000円、536万2,000円、ゼロ、

2,509万5,000円、2,167万1,748円、86.36％、ゼロ、342万3,252円、242万4,972円。 

  次に、後期高齢者医療特別会計でございます。9,815万1,000円、減の337万8,000円、ゼロ、
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9,477万3,000円、9,398万8,682円、99.17％、ゼロ、78万4,318円、20万3,248円。 

  合計になります。66億7,193万1,000円、３億995万4,000円、２億3,059万2,760円、72億

1,247万7,760円、58億5,687万5,912円、81.20％、12億53万1,000円、１億5,507万848円、２

億8,355万6,849円でございます。 

  以上で、各会計の決算内容の説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（市原重光君） ご苦労さまでした。 

  次に、代表監査委員より決算審査の報告をお願いいたします。 

  生田代表監査委員。 

○代表監査委員（生田昌司君） 監査委員の生田でございます。よろしくお願いをいたします。 

  平成30年度睦沢町各会計決算審査意見書につきまして、監査委員を代表して私からその概

要をご説明させていただきます。 

  お手元の資料、平成30年度睦沢町各会計決算の審査意見についてをご覧ください。 

  初めに、２ページをお開きください。 

  まず、審査の概要でございます。 

  審査の対象は、ここに記載の一般会計以下６会計につきまして審査をいたしました。 

  次に、審査の時期は、去る８月７日、８日、９日の３日間にわたって実施いたしました。 

  なお、本意見書は、８月19日付で市原町長に提出しております。 

  審査の場所は、３に記載のとおりであります。 

  次に、審査の方法ですが、町長から審査に付された各会計歳入歳出決算書、歳入歳出決算

事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書及び各基金の運用状況を示す書類

について、次に記載の①から⑦に掲げる事項に主眼を置いて審査をいたしました。 

  次に、３ページをご覧ください。審査の結果でございます。 

  審査に付された一般会計を始めとする６会計の歳入歳出決算書、事項別明細書、実質収支

に関する調書及び財産に関する調書等につきましては、執行部から詳細な説明を受け、その

後、質疑応答を重ね審査いたしました。 

  この結果、書類等は関係法令に準拠して作成されており、計数も関係諸帳簿及び証拠書類

と符合しており、誤りがないものと認められました。 

  また、各基金及び財産等につきましては、出捐金証書、出資証券、預金通帳等を始め、関

係帳簿及び証拠書類と符合しており、誤りがないものと認められました。 

  さらに、７ページ以降に、後段にお示ししておりますが、予算の執行及び関連する事務処
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理はおおむね適正に行われているものと認められました。 

  次に、総括でありますが、決算規模等につきましては、ただいま町長あるいは会計管理者

から説明がありましたので、重複しますことから、説明を省略させていただきます。 

  なお、各会計の歳入歳出の対前年度との比較及びその増減の主な要因等をそれぞれ各会計

の後段に記載しております。後ほどご覧いただきたいと思います。 

  大変恐縮です。ページを飛びますが、９ページをお開きください。 

  後段の（３）財政の構造について申し上げます。 

  １点目は、自主財源と依存財源の構成割合はここにお示しのとおりです。自主財源の比率

は前年度と比較して2.43ポイント減の39.87％となっています。その内容は、高額所得者の

転出による町民税及びふるさと納税寄附金の減額が主な要因です。 

  一方、依存財源は60.1％であり、これは土木施設整備事業に係る町債の減額が主な要因で

あります。 

  10ページをお開きください。 

  ２点目は、経常的収入と臨時的収入の構成比は上段にお示しのとおりであります。経常的

収入の構成比が前年度に比べて1.28ポイント減少となっています。その主な内容は、経常的

収入では、先程申し上げましたとおり、高額所得者の転出による町民税が大幅に減少してお

ります。 

  また、臨時的収入では、ふるさと納税寄附金が大幅に減少したものの、財政調整積立基金、

ふるさと創生基金からの繰入額が増加しております。 

  次に、３点目の財政分析について申し上げます。 

  健全な財政は、収入、収支の均衡を保ちながら、経済変動や町民の要望に対応出来る弾力

性を有していることでございます。この財政構造の弾力性を判断する主要財務比率の推移は、

このページ中段にお示しのとおりであります。 

  １点目の財政力指数は、１に近いほど地方交付税算定上の留保財源が大きいとされていま

す。本年度は前年度と比較して0.01ポイント増の0.41となっています。この指数は、ここ数

年横ばいの傾向にあり、引き続き改善が必要です。 

  11ページをご覧ください。 

  ２点目の経常収支比率は、財政構造の弾力性を判断する指標であります。この比率が低い

団体ほど弾力性があると言われ、町村にあっては70％程度が望ましいとされています。本年

度は88.5％で、前年度と比較して9.0ポイント上昇し、さらに財政状況は硬直した状態にあ
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ると言えます。今後、公債費や社会保障費の増加が見込まれる中、慎重な財政運営が必要で

す。 

  次の３点目の経常一般財源比率は、歳入構造の弾力性を判断する指標であります。本年度

は89.2％、前年度と比較いたしまして18.6ポイント低下いたしました。これは、昨年度、経

常一般財源に占める地方税の増加により、一時的に改善されたようですけれども、今年度は

その地方税が大幅に減少したことによる要因であります。地方交付税や各種交付金及び国・

県の補助金に依存した状態にあると言えます。 

  ただいま申し上げたとおり、経常収支比率及び経常一般財源比率ともに、前年度と比較し

て後退したと言えます。今後とも健全財政に向けた取り組みをお願いします。 

  ４点目の人件費比率は、経常収支比率のうち人件費の占める割合であり、本年度は30.9％

で、前年度と比較して2.9ポイント上回っています。なお、人件費の総額は前年度比276万円、

0.38％の減となっています。 

  最後に、所見及び要望について申し上げます。 

  特に指摘すべき事項はございませんが、総括的意見として５点申し上げます。 

  その１点目ですが、地方自治法の一部を改正する法律に伴い、都道府県及び政令指定都市

は、内部統制に関する方針を定めることが義務付けられたことでございます。他の市町村は

当面、努力義務とされていますが、本町としても、方針策定に向けた調査研究を進めていた

だきたい。 

  ２点目でございますが、「睦沢町総合戦略（平成27年から31年度）」の推進につきまして

は、おおむね順調に進捗しておりますけれども、本年度、令和元年度は計画の最終年度に当

たることから、引き続き目標達成に努めていただきたい。なお、一部施策に遅れがあり、こ

れらについては、計画時の原点に立ち返り、再点検をしていただきたい。 

  ３点目は、人口減少対策については、全国的課題でありますけれども、本町では、若者定

住施策や新規事業所による新たな産業・雇用の創出など一定の効果はあるものの、いまだ道

半ばです。新「道の駅」オープンに合わせて、あらゆる広報媒体を活用した発信力の強化に

努めていただきたい。 

  ４点目は、平成30年度決算では、財政健全化判断比率は、いずれの数値も早期健全化基準

を下回っており、健全財政を維持しておりますが、実は、財政調整積立基金に依存する財政

運営となっています。今後、基金の保有額の減少や債務負担行為額の算入を考えると、将来

負担比率は大幅な減少が懸念されます。町税を始め自主財源の確保が難しいことから、選択
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と集中による事務事業の見直しや経常経費の削減など、一層の歳出抑制に努めていただきた

い。 

  ５点目でございますが、自主財源の確保に向けて町保有の普通財産の実態を精査するとと

もに、未利用地の売り払いや貸し付け等に積極的に取り組まれ、歳入の向上に努めていただ

きたいと思います。 

  なお、13ページから17ページに別表をおつけしておりますけれども、後ほどご覧いただき

たいと思います。 

  以上で、決算審査の報告を終わります。 

○議長（市原重光君） ご苦労さまでございました。 

  提案理由説明及び決算内容の説明並びに決算審査報告が終わりました。 

  ここで、ただいま議題といたしました認定第１号の取り扱いについてお諮りをいたします。 

  この認定第１号は、議会運営委員会で決定のとおり、最初に総括質疑を行い、細部の調査

については、決算審査特別委員会を設置し、これに審査を付託し、閉会中の継続審査とした

いと思います。 

  これにご異議はありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（市原重光君） 異議なしと認めます。 

  したがって、認定第１号は、最初に総括質疑を行い、細部の調査については、決算審査特

別委員会を設置し、これに審査を付託し、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。 

  次に、お諮りをいたします。 

  認定第１号に関する審議は、本日はこれにとどめ、総括質疑等は後日の日程としたいと思

います。 

  これにご異議はありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（市原重光君） 異議なしと認めます。 

  したがって、この認定第１号に関する総括質疑は、後日の日程とすることに決定をいたし

ました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎報告第１号、報告第２号の上程、報告 

○議長（市原重光君） 日程第20、報告第１号 平成30年度睦沢町健全化判断比率についてと、
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日程第21、報告第２号 平成30年度睦沢町農業集落排水事業特別会計資金不足比率について

の報告を行います。 

  職員に報告書の一部を朗読させます。 

  麻生書記。 

（麻生書記朗読） 

○議長（市原重光君） ご苦労さまでした。 

  町長から報告をお願いいたします。 

  市原町長。 

○町長（市原 武君） 報告第１号 平成30年度睦沢町健全化判断比率について及び報告第２

号 平成30年度睦沢町農業集落排水事業特別会計資金不足比率についてを一括して報告させ

ていただきます。 

  財政健全化法では、決算をもとに地方公共団体の財政の健全化に関し、健全化判断比率及

び資金不足比率を議会に報告し、公表することとなっておりますので、本定例会の日程の中

でご報告させていただきます。 

  初めに、報告第１号の健全化判断比率では、実質赤字比率、連結実質赤字比率については

ともに該当いたしませんでした。 

  実質公債費比率につきましては、4.6％で前年度より0.3ポイント向上しております。その

主な要因は、標準財政規模の増加によるものです。 

  将来負担比率につきましては、減の16.0％のため表示されておりませんが、4.7ポイント

向上しております。その要因は、地方債残高の減少や充当可能基金の増加及び標準財政規模

の増加によるものです。 

  健全化判断比率の算定結果につきましては、決算関係参考資料に添付してございますので、

ご参照ください。 

  次に、報告第２号 平成30年度睦沢町農業集落排水事業特別会計資金不足比率について報

告いたします。 

  こちらは公営企業に関するものであり、本町の公営企業は、農業集落排水事業特別会計が

これに当たりますが、算定の結果、資金不足は生じていないという結果になりました。 

  以上のとおり、各指標とも基準値の範囲内であり、今後も健全な財政運営を維持出来るよ

う努めて参りたいと思いますが、本町の政策における事業の展開や、公共施設の大規模改修、

町及び一部事務組合の起債借入等の動向を考慮しながら、今後とも一層の健全財政に向けて
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取り組んで参りたいと考えております。 

○議長（市原重光君） それでは、代表監査委員より財政健全化審査及び経営健全化審査の報

告をお願いいたします。 

  生田代表監査委員。 

○代表監査委員（生田昌司君） それでは、お手元の資料、平成30年度財政健全化審査意見書

をお開きください。 

  審査意見書につきまして、ご報告をいたします。 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、平成30年度財政健

全化審査を去る８月７日に実施いたしました。 

  初めに、審査の概要について申し上げます。 

  この財政健全化審査は、町長から審査に付されました健全化判断比率及び算定の基礎とな

る事項を記載した書類が適正に作成されているか、また、健全化判断比率の算定過程におい

て誤りがないかなどに主眼を置き審査を実施し、去る８月19日付で意見を付し提出したとこ

ろであります。 

  次の２ページをお開きください。 

  審査の結果であります。平成30年度の健全化判断比率、その算定の基礎となる書類は、い

ずれも適正に作成されているものと認めます。また、上記の表のとおり、実質赤字比率及び

連結実質赤字比率は黒字のため、表示はありません。加えて、将来負担比率については、支

出予定額より充当可能基金が増加したことにより、前年度と比較して4.7ポイント向上しま

した。 

  なお各比率算出の根拠は３ページ、参考に記載のとおりであります。 

  次に、審査の意見といたしまして、健全化判断比率は上記に記載のとおりであります。ま

た、実質公債費比率は4.6％、将来負担比率は棒線で表示していますが、計算上では本年度

はマイナスの16.0％、前年度マイナスの11.3％でしたので、4.7ポイント向上いたしました。

これは国の早期健全化基準をそれぞれ下回っております。しかしながら、今後、スマートウ

ェルネスタウン・道の駅・つどいの郷の完成により、債務負担行為や地方債残高の増加が見

込まれることから、将来負担比率は増加することが予測されます。今後の事業執行に合わせ

財政計画を立て、引き続き健全な財政運営に努めていただきたい。 

  比率の算出根拠は、３ページから５ページに記載のとおりであります。 

  なお、近年国の動向が著しく変動しているという状況から、国の方針等に十分に留意しな
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がら、多様化する町民ニーズに応えていただきたいと思います。 

  次に、農業集落排水事業特別会計経営健全化審査についてご報告します。 

  お手元、平成30年度農業集落排水事業健全化審査意見書をお開きください。 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第１項の規定により、経営健全化審査を

去る８月９日に実施し、意見を付し提出しました。 

  初めに、審査の概要は３に記載のとおりです。 

  次に、４の審査の結果でありますが、町長から審査に付された資金不足比率、その算定の

基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められました。 

  また、歳出額より歳入額が上回っているため、資金不足は生じていません。 

  次のページをお開きください。 

  次に、審査の意見でありますが、資金不足額が生じていないため、資金不足率も発生して

いません。しかしながら、一般会計からの繰り入れが歳入全体の50.69％を占めており、必

ずしも経営状況は良好とは言いがたい状況にあります。 

  今後とも引き続き健全な経営をお願いいたします。 

  最後に、是正改善を要する事項は特にありませんでした。 

  以上で、財政健全化審査意見書の報告を終わります。 

○議長（市原重光君） ご苦労さまでございました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎報告第３号、報告第４号の上程、報告 

○議長（市原重光君） 次に日程第22、報告第３号 平成30年度睦沢町一般会計継続費精算報

告書についてと日程第23、報告第４号 平成30年度睦沢町一般会計事故繰越し繰越計算書に

ついての報告を行います。 

  職員に報告書の一部を朗読させます。 

  麻生書記。 

（麻生書記朗読） 

○議長（市原重光君） 本件については以上のとおりご承知願います。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎散会の宣告 

○議長（市原重光君） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

  本日は、これで散会といたします。 
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  どうもご苦労さまでございました。 

（午後 ３時５３分） 

 


